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概要 
 

 本資料は、平成 22 年 7 月 21 日、12 月 2 日、12 月 9 日及び 12 月 15 日に開催

された「平成 22 年度第２回～第７回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分

科会」における「国土技術政策総合研究所プロジェクト研究」等についての評

価結果をとりまとめたものである。 
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Synopsis 
 

This report summarizes the results of the evaluation of “The Project 
Research of NILIM” and other concentrated researches at the meeting of 
the 2nd - 7th Evaluation Sub Committee of NILIM in FY 2010 held on July 
21, December 2, 9 and 15, 2010. 
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はじめに 
 
国土技術政策総合研究所（国総研）は、国総研研究方針に掲げられている技術政策課題

に対応したプロジェクト研究として、これまでに５８の研究を立ち上げており、重点的に

推進している。 

今年度は、平成 23 年度開始予定課題のうち予算要求上評価が必要とされる研究課題の事

前評価を 7月に実施し、平成 21 年度に終了した課題の事後評価及び平成 23 年度開始予定

のプロジェクト研究課題の事前評価を 12 月に実施した。 

本報告書は、これらのプロジェクト研究等の評価について、外部評価を行うために開催

された「平成 22 年度第２回～第７回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会」の評

価結果と、それらに対する国総研の対応についてとりまとめたものである。 

なお、本報告書の構成は、分科会開催時期に合わせて第１編（7月開催：第２回～第４回）

と第２編（12 月開催：第５回～第７回）の２部構成としている。各編においては「第１章 

評価の方法等」、「第２章 評価の結果」、「第３章 評価の結果に対する対応方針」の３章

からなっており、このうち、報告書の中心をなす「第２章 評価の結果」は国土技術政策

総合研究所研究評価委員会によって作成されたものである。また、その他の章は、国土技

術政策総合研究所がとりまとめたものである。 

 

 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会 

国土交通省国土技術政策総合研究所 

 



 



  

目 次 
 

頁 
はじめに 

 

第 1 編 平成 22 年度第２回～第４回国総研研究評価委員会分科会 

第１章  評価の方法等                           1 

１  評価の目的                            
２  評価の対象                            
３  評価の視点                            
４  研究評価委員会分科会の開催                    

５  評価の進め方                           
６  評価結果のとりまとめ                       
７  評価結果の公表                          

第２章  評価の結果                            4 

第３章  評価の結果に対する対応方針                   13 

 
 【資 料】 

 
資料１ 技術政策課題に対するプロジェクト研究等一覧              15 
資料２ 事前評価シート、事後評価シート                                       16 

資料３ 評価対象課題関係資料                                                 17 

 
 

第２編 平成 22 年度第５回～第７回国総研研究評価委員会分科会 

第１章  評価の方法等                          45 

１  評価の目的                            
２  評価の対象                            
３  評価の視点                            
４  研究評価委員会分科会の開催                    

５  評価の進め方                           
６  評価結果のとりまとめ                       
７  評価結果の公表                          

第２章  評価の結果                           49 

第３章  評価の結果に対する対応方針                   68 

 
【資 料】 

 
資料１ 技術政策課題に対するプロジェクト研究等一覧                           73 
資料２ 事前評価シート、事後評価シート                                       74 

資料３ 評価対象課題関係資料                                                 76 



 



 

 

 

 

 

第１編 

平成 22 年度第２回～第４回国総研研究評価委員会分科会 

 

 

 



 



 

第１章 評価の方法等 

 

 

１ 評価の目的 

 「科学技術基本計画」、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」、「行政機関が行う政策の評

価に関する法律」等に基づき、公正かつ透明性のある研究評価を行い、評価結果を研究活動、

研究体制の整備・運営等に的確に反映することにより、 

○ 社会経済状況、住宅・社会資本に係る国民的・社会的要請、国土技術政策の企画立案・

実施に必要な技術ニーズ、公共事業等の効果的実施に必要な現場技術ニーズ等を的確に踏

まえた研究課題の設定、適切な研究計画の作成及びその効率的かつ着実な実施 

○ 組織の使命に応じて研究能力が最大限に発揮されるような研究体制の整備・運営 

○ 研究成果の円滑かつ適切な行政及び社会への反映並びに国民への研究内容の開 

  示等に資することを目的とする。 

 

 

２ 評価の対象 

平成 23 年度開始予定の課題のうち予算要求上評価が必要とされる研究課題を評価対象とし

た。今回の分科会の評価対象となった研究課題は、事前評価として 8 課題である。 

 

（事前評価） 

1. 地域における資源・エネルギー循環拠点としての下水処理場の技術的ポテンシャルに関す
る研究 

2. 災害対応を改善する津波浸水想定システムに関する研究 

3. 大規模広域型地震被害の即時推測技術に関する研究 

4. 高齢者の安心居住に向けた新たな住まいの整備手法に関する研究 

5. 再生可能エネルギーに着目した建築物への新技術導入に関する研究 

6. 都市計画における戦略的土地利用マネジメントに向けた土地適性評価技術に関する研究 

-集約型都市（ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ）の形成に向けて- 

7. 港湾地帯における高潮被害評価と対策に関する研究 

8. 国際バルク貨物輸送効率化のための新たな港湾計画手法の開発 

 

※ 事前評価の課題名は全て仮称 

※ 「7. 港湾地帯における高潮被害評価と対策に関する研究」については、評価委員会後
に国総研として平成 23 年度の予算要求を行わないこととしたため、評価の結果、対応方
針、評価対象課題関係資料の掲載を省略した。 

 

 

３ 評価の視点 

平成 23 年度開始予定の新規課題については、必要性、効率性及び有効性の観点から、以下の

項目について、自己点検結果をもとに事前評価を行う。 

○必要性：研究の背景を踏まえた研究の必要性 

○効率性：研究の実施方法、体制の妥当性 

○有効性：研究成果の見込みと成果の活用方針 
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４ 研究評価委員会分科会の開催 

専門的視点からの評価を行うため、各分野の専門家で構成された国土技術政策総合研究所研

究評価委員会分科会を開催することとし、第２回～第４回分科会を、平成 22 年 7 月 21 日に開

催した。各評価対象研究開発課題の評価担当部会及び評価担当部会の会議に他部会から出席い

ただく委員は、国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会設置規則に基づき、研究評価委

員会委員長により指名された。また、評価担当部会以外の委員等には事前に資料を送付し、意

見をいただくこととした。なお、分科会の前に国土技術政策総合研究所研究評価所内評価委員

会を開催し、評価対象課題について、所として自己点検を行っている。 

研究評価委員会分科会は、国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会設置規則に基づき、

以下の構成となっている。 

 

第一部会      主査 石田 東生  筑波大学大学院教授  

委員 寶  馨   京都大学教授 

委員 中村 太士  北海道大学大学院教授  

委員 根本 敏則  一橋大学大学院教授 

委員 藤田 正治  京都大学教授  

委員 古米 弘明  東京大学大学院教授 

委員 松村 友行  パシフィックコンサルタンツ(株)常務取締役 

委員 渡邊 法美  高知工科大学教授 

  

第二部会      主査 村上 周三  (独)建築研究所理事長 

委員 浅見 泰司  東京大学教授 

委員 大村謙二郎  筑波大学大学院教授 

委員 髙田 光雄  京都大学大学院教授 

委員 辻本  誠  東京理科大学教授 

委員 野口 貴文  東京大学大学院准教授 

委員 野城 智也  東京大学教授 

委員 芳村  学  首都大学東京教授 

 

第三部会     主査 三村 信男  茨城大学教授 

委員 井口 典夫  青山学院大学教授 

委員 日下部 治  東京工業大学大学院教授 

委員 窪田 陽一  埼玉大学大学院教授 

委員 小林 潔司  京都大学大学院教授 

委員 柴山 知也  早稲田大学理工学術院教授 

委員 山内 弘隆  一橋大学大学院教授 

（平成 22 年 7 月現在、主査以外五十音順・敬称略） 
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第２回分科会（平成 22 年 7 月 21 日）の評価担当部会は第一部会であり、第一部会から石

田主査と中村、藤田、古米、松村委員の各委員、第二部会から大村委員、第三部会から日下

部委員に出席いただいた。 

第３回分科会（平成 22 年 7 月 21 日）の評価担当部会は第二部会であり、第二部会から村

上主査と大村、高田、辻本、野口委員の各委員、第一部会から根本委員、第三部会から井口

委員に出席いただいた。 

第４回分科会（平成 22 年 7 月 21 日）の評価担当部会は第三部会であり、第三部会から三

村主査と井口、窪田、柴山委員の各委員、第一部会から根本委員、第二部会から辻本委員に

出席いただいた。 

 

 

５ 評価の進め方 

本年度の分科会では、以下のように評価を進めることとした。 

（１）２ 評価の対象については、研究課題が主に対象とする分野に応じて、第２～４回分科

会に分けて評価を行う。 

（２）主査及び各委員から意見をいただくとともに、他の部会の委員等から事前に伺っている

意見を紹介する。また、事前評価については評価シートにご記入いただく。（但し、口

頭で発言された意見は記入不要） 

（３）会議当日の審議内容、事前意見及び評価シートの指標集計結果に基づき、主査が総括を

行う。 

＜分科会委員が評価対象課題に参画している場合等の対応について＞ 

評価対象課題のうち、当該部分の評価は行わないこととする。また、主査が評価対象課題

に参画している場合には、当該部分の評価を行う間、予め委員長が他の委員から指名する委

員が、主査の職務を代理することとする。 

 

 

６ 評価結果のとりまとめ 

評価結果は、審議内容、評価シートに基づき、主査の責任においてとりまとめられた。その

後、研究評価委員会委員長の同意を経て、国土技術政策総合研究所研究評価委員会の評価結果

とされた。 

 

 

７ 評価結果の公表 

評価結果は、議事録とともに公表することとした。なお、議事録における発言者名について

は、「主査」、「委員」、「事務局」等として表記することとした。 
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第２章 評価の結果 

 

 

本評価結果は、平成 22 年度第２回、第３回及び第４回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会

における審議に基づきとりまとめたものである。 

 

 

平成２２年 ８月２７日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会 

委員長 森杉 壽芳 
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１．「地域における資源・エネルギー循環拠点としての下水処理場の技術的ポテンシャルに関する研究」 

の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

 下水処理場における資源・エネルギーの循環利用技術の評価、導入促進策等に関する重要な研究であり、

国土技術政策総合研究所において実施すべきと評価する。 

 なお、実施にあたっては、地域特性の反映、フィージビリティー・スタディーのための評価シナリオの

設定、ガイドラインにおけるメリットの見える化、成果の普及方法などに留意して進められたい。 

 

【研究を実施するにあたっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・重要な課題研究であり、積極的に進めてほしい。 

・ガイドライン作成にむけたフィージビリティー・スタディーのための評価シナリオのパッケージ構成に

おいて、地域特性や下水処理プラントの技術への配慮が少ないように思われる。 

・ 実行可能性について、明確にしながら研究成果を示してほしい。 

・ 汚泥や資源利用が低いレベルにとどまっている理由について、分析がやや甘いので精査されたい。 

・ ガイドラインの通りに進めていくと「貴自治体にとって一番良いのはこれですよ。」という結果がでる

ようなガイドラインの作成を目指してほしい。 

・ 地方自治体単体としてのフィージビリティー・スタディー及び、広域市町村連合としてのフィージビリ

ティー・スタディー両方に使用可能なガイドラインとしてほしい。 

・ 地域特性に応じた下水道処理場の評価は重要なポイントなので、一歩踏みこんだスケールメリットの活

用、再編統合も視野に入れてほしい。 

・ 自治体を越えた有効活用による集約化のメリットが指標化できるように工夫する努力を。 

・ 施設の新設は難しそう。維持管理、施設更新との組合せが必要となろう。 

・ ガイドラインの作成にとどまるのではなく、地方自治体の人材育成のプロセスと連携する必要があろう。 

・ 下水道協会との連携を検討してはどうか。 

 

 

平成２２年 ８月２５日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第一部会主査 石田 東生 
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２．「災害対応を改善する津波浸水想定システムに関する研究」の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

 津波警報への施設管理者等による災害対応を改善するため、「津波高別浸水データベース」「リアルタイ

ム津波浸水計算システム」「津波浸水減衰想定モデル」の構築等に関する重要な研究であり、国土技術政策

総合研究所において実施すべきと評価する。 

 なお、実施にあたっては、システムの活用方法、伝達方法などに留意して進められたい。 

 

【研究を実施するにあたっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・重要な研究と評価する。 

・ 既存モデルの改良であろうが、海岸管理者からの情報発信のあり方や利用方法の点など、システムの

outputの活用方法について再検討されては。 

・ 住民に対して必要なのは、リアルタイム情報よりは予測情報であるので、システム開発・研究に活用シ

ナリオを。 

・ 実際の運用と問題についての検討も充分行ってほしい。 

・ ハザードマップの詳細化によって様々な判断基準を持つことになり、機関間の情報伝達や判断等に混乱

が起きないようにしてほしい。 

・ 住民への情報伝達の仕方、情報の受け手の問題もシステム設計の視野に入れてほしい。また、住民と直

接対応する前線にある市町村が、このシステムをどう使えるかも研究に組み込まれるとよいのではない

か。 

・ ハード面だけではなく、情報の多層化と避難行動との関係といったソフト面もシステムを有効にする上

で重要なため、併せて研究に含められたい。 

・ ハザードマップが進化すれば３つの問題点（避難率が低い、最大波到達前や避難勧告・指示解除前に帰

宅、通行規制等への苦情多数）が解決できるのかどうかについては、充分考えてほしい。人間の行動や

心理も研究に含めるべきでは。 

・ 行動心理についてのアンケート情報量の集積への努力も継続されたい。 

・ 避難率が低い、解除前に帰宅してしまうといった住民不信を除くため、本システムが完成したら 2010

チリ地震への適用、検証をしたらどうか。 

 

 

平成２２年 ８月２５日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第一部会主査 石田 東生 
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３．「大規模広域型地震被害の即時推測技術に関する研究」の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

 地震発生直後に得られる強震記録から地震動分布を推定する手法、地震動による河川・道路等の施設の

被害状況を推測する手法、被害状況推測結果の情報提供方法等に関する重要な研究であり、国土技術政策

総合研究所において実施すべきと評価する。 

 なお、実施にあたっては、活用方策に留意して進められたい。 

 

【研究を実施するにあたっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・ とても有効な研究と思われる。 

・ 様々な情報を集約して複合的な災害対策に使えるように工夫してほしい。 

・ 都道府県等への適用及び本研究が事前の対策へも活用出来ればと考える。 

・精度・性能の検証が重要。甚大な被害に至らない地震を使って性能評価を行う工夫も必要では。 

・ 今後の要素技術の成長に対するシナリオも考えて、研究計画を展開してほしい。 

・ 被害予測結果の精度に依存して活用における誤判断の可能性もあることから、推測データの不確実性を

示すことが必要。 

・ 既存データを元に、精度を高めてほしい。 

・ 推測技術の信頼度を高めていく方法・体制なども考慮されたい。基幹施設の整備状況、更新状況など、

データ更新との同期などはどのように考えるのか。システムのメインテナンスも重要(マンパワー、予

算も含めて)。  

 

 

平成２２年 ８月２５日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第一部会主査 石田 東生 
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４．「高齢者の安心居住に向けた新たな住まいの整備手法に関する研究」の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

 高齢者が安心して自立可能な住まいの確保のため、医療・介護等のサービス付き高齢者住宅の技術基準、

心身特性に応じた持ち家の改修手法等に関する重要な研究であり、国土技術政策総合研究所において実施

すべきと評価する。  

 なお、実施にあたっては、市場に受け入れられるようコストなども踏まえた基準の設定、耐震化などと

一体的な改修の有効性の視点などに留意して進められたい。 

 

【研究を実施するにあたっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・重要な研究と判断する。 

・バリアフリー／ストレスフリーを支える技術思想とＱＯＬとの関係をより深いレベルで検討してほしい。 

・ サービスとプライバシーの関係について、住宅計画のより本質的課題として検討し、一般の住宅計画に

フィードバックしてほしい。 

・ サービス付き高齢者住宅におけるハードの技術基準に対して、コスト要因や要介護度の進展に応じての

対応なども考えられるとよい。 

・ ハード面の研究ということであるが、ソフト面(サービス)の整備は、ハード面に追いつくのか？調査を

要する。 

・ 高齢者への対応は、新築・既存、持家・賃貸にかかわらず必要で、基準の整備を行っていく上で、分類

する必要性はあるのか疑問である。必要である場合、その理由に対する合理的な説明が必要である。 

・ 住宅の長寿命化を考慮すると、新築時より基準を導入すべき。 

・ バリアフリー化と併せて、他の改修の必要性や、総合的に行うことによって費用節減等の効果が図れる

視点が必要ではないか。 

・ 国民が負担できる最低限の「質の高さ」を表す基準を目指すべきではないか。必ず守らなければならな

い基準の導入で、価格が上がることのないように注意ほしい。 

・ 「新たな住まい」が実現したかどうかの効果をどう評価するのかが明らかでない。 

・ この分野の先行研究(事例)をよく調査し、その上で改めて研究実施体制・スケジュールを決めた方がよ

い。場合によると、官民を含め研究内容に重複が多く、非効率的なことをしている可能性がある。 

 

 

平成２２年 ８月２３日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第二部会主査 村上 周三 
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５．「再生可能エネルギーに着目した建築物への新技術導入に関する研究」の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

 建築物における低炭素化のため、再生可能エネルギーの利活用のため省エネ効果の適切な評価手法、利

活用施設の使用・保全等に関する重要な研究であり、国土技術政策総合研究所において実施すべきと評価

する。 

 なお、実施にあたっては、海外の事例や既往研究、コスト、新たな市場開拓に繋がるといった視点、公

共建築物での活用などに留意して進められたい。 

 

【研究を実施するにあたっての留意事項】 

 本研究課題については、研究評価委員会分科会において、「一部修正して実施すべき」と評価を行ったが、

以下の指摘を踏まえた修正内容の確認については主査に一任された。 

 

・海外で普及しているが日本で普及していない再生可能エネルギーについて、その理由を検討してほしい。 

・ 「新しいマーケットを開拓する」という視点で研究してほしい。 

・ 公共建築で優先的に活用する方策を開拓してほしい。 

・ 国全体としての、再生可能エネルギー導入目標について検討してほしい(建築分野について)。 

・ 関連する研究（大学他機関、他省庁等を含む）の内容、成果を十分調査した上で、的確な研究の位置付

けを行ってほしい。 

・ 建築物としてどのような建築物を想定するのか。用途・機能・規模、単体若しくは複合等の類型に応じ

た研究の位置づけが必要では。 

・  “生活行為”についてできる限り多面的な検討を行ってほしい。 

・ 住まい方、ライフスタイルの動態変化も組込んで研究を進めてほしい。 

・ 再生可能エネルギー利活用のための施設コストと、回収に要する時間など、コストシナリオを検討して

ほしい。 

・ 再生可能エネルギー設備の製造に要するエネルギーや、設備の寿命も考慮して、再生可能エネルギー利

用の効果を検討してほしい。 

・ 「省エネ基準策定におけるエネルギー消費把握の要件」は再生可能エネルギーとどう関係するのか疑問。

全エネルギーに関連するので、このテーマで行うことの意味付けを行う必要あり。 

・ 再生可能エネルギーのうち、敷地内の熱源を利用した熱利用分野に限って研究すべきではないか。 

・ 発電分野はそれぞれについて大きな資金で研究が進められており、国総研の特徴が出ないのではないか。 

・ 再生可能エネルギーのうち、「太陽光、風力」については、既に研究がかなり進んでいるのではないか。

この研究の主眼はバイオマスや地熱なのか。 

・ 研究内容のうち(1)の利活用の可能性の調査が終らないで、(2)の実証実験に入るのは効率的ではないの

ではないか。結局のところ、(2)の実証実験が主眼ではないのか。これを明確にしてほしい。 

 

 後日、研究部から、国内外の事例の調査の追加や再生可能エネルギー利活用施設のイニシャル・ランニ

ングコストや市場開拓の視点などを踏まえ、必要な修正をした研究課題の説明を受け、修正内容について

確認したことから、「実施すべき」と判断して評価結果を取りまとめた。  

 なお、研究を実施するにあたっては、これらの経緯を踏まえて進められたい。 
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平成２２年 ８月２３日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第二部会主査 村上 周三 
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６．「都市計画における戦略的土地利用マネジメントに向けた土地適性評価技術に関する研究」 

の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

 土地利用の効率化推進のため、都市計画基礎調査の結果を用いて土地利用適性の分析・評価を行う汎用

的手法の開発に関する重要な研究であり、国土技術政策総合研究所において実施すべきと評価する。 

 なお、実施にあたっては、法・制度との関係、社会的な要因との関係を含めた研究の発展などに留意し

て進められたい。 

 

【研究を実施するにあたっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・重要な研究テーマであり、積極的に進められることを期待する。 

・水害を特出しにして研究テーマにした説明が不充分。 

・ コンパクト化を市民の生活サービスの向上という視点からも捉えてほしい。 

・ 地域の“個別性”に十分配慮した検討を行うため、より詳細なケーススタディが必要ではないか。 

・ 即地的評価・判断を可能とする「見える化」については意義深い。 

・ 今回は物理的特性・客観指標に基づいた評価であり、それなりの有用性があるが、他の要因との関連（社

会経済的要因、主体的要因)も今後の課題としてほしい。 

・ 豊かな都市づくりと持続的再生も可能となるような評価技術を作成してほしい。既存の市街地(拡散し

ていない状態)も決して豊かとは言えないと思う。 

・ 「効率的な利用」「みどり豊かな（快適な）空間」などは、相互に矛盾する評価基準。どの様に総合評

価するか、検討されたい。 

・ 土地適性評価手法が、結局のところコンパクト化につながらない可能性はないか。 

・ 法制度化に確実に結びつけてほしい。ただし、ホリスティックな都市計画策定に役立てるための第一歩

となる研究としてほしい。 

・ 政策サイドに意味のある使われ方をしてもらえるような評価手法の研究となるよう、内容をより精査し

て進めてほしい。 

・ コンパクト化を推進するというのであれば、市街化禁止区域に向けた研究というのをやった方がよい。 

 

 

平成２２年 ８月２３日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第二部会主査 村上 周三 

 

－11－



８．「国際バルク貨物輸送効率化のための新たな港湾計画手法の開発」の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

我が国のバルク貨物輸送における国際競争力強化のため、超大型船に対応した港湾施設の整備にあたっ

ての合理的な計画手法の開発に関する研究であり、国土技術政策総合研究所において実施すべきと評価す

る。 

なお、実施にあたっては、諸外国の事例などに留意して進められたい。 

 

【研究を実施するにあたっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・日本の制度がどうであろうと、超大型船が安全に入出港できる港湾の計画を立案出来れば良いのだから、

もっと諸外国の超大型船対応の計画技法（基準）そのものの情報収集に努め、研究を進めるべきである。 

・既存港湾の改修・拡張整備上の課題整理、新規開発港湾の立地選定基準、橋下クリアランス等を考慮し

て研究してほしい。 

・バルク輸送の将来像（point to point輸送の維持や国内物流の既存インフラの利用など）を含めて検討

して頂ければ良いと思う。 

・超大型船の民間メリット（＋）と港湾関連投資（－）の総合評価が必要。 

・事業方式（公共負担割合）も考慮すべきではないか。 

・大型船の最大規模について、一定の知見が必要ではないか。 

・大型化に伴う不利な点は無いのか。  

 

 

平成２２年 ８月２６日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第三部会主査 三村 信男 
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第３章 評価の結果に対する対応方針 

 

 分科会の評価結果を受けて、国総研では以下のように対応する。 

 

（事前評価） 

 

１．地域における資源・エネルギー循環拠点としての下水処理場の技術的ポテンシャルに関

する研究 

 
研究の実施に当たっては、下水処理場の資源・エネルギー循環利用が低いレベルにとどま

っている原因や処理場周辺の地域特性等について詳細な調査・分析を行い、既存の循環利用

技術の適用性について客観的に評価した上で、地域に適した循環利用技術や適用方法につい

て検討していきたい。 

また、研究目的の一つであるガイドラインの策定に当たっては、下水道事業実施主体であ

る地方公共団体の円滑な事業実施に資するよう、フィージビリティー・スタディーのための

シナリオ設定の考え方、評価方法、事業実施手順・方法等について、政策面及び民間分野活

用面も含め、可能な限り具体的かつ定量的に示すことに留意したい。 

なお、ガイドライン策定後の地方公共団体への普及啓発方法等についても併せて検討する

等、ご指摘をいただいた事項についても十分に留意した上で、研究を進めて参りたい。 

 

 

２．災害対応を改善する津波浸水想定システムに関する研究 

 
評価結果を踏まえ、津波浸水想定システムを構築するだけでなく、関係機関の判断や情報

伝達に混乱が生じないように、津波浸水想定の内容及び伝達方法について入念に検討し、そ

の成果をシステムとともに海岸管理者等に提供できるように努めたい。 
このほか、津波からの避難行動の実態に関する情報収集について、本研究と平行して引き

続き取り組む等、ご指摘をいただいた事項についても十分に留意した上で、研究を進めて参

りたい。 
 

 

３. 大規模広域型地震被害の即時推測技術に関する研究 

 
評価結果を踏まえ、将来的には様々な情報を集約、活用できる防災情報システムに統合し

ていくことを念頭に置き、現在活用されている他のシステムと基盤データを共有する等、実

用化の段階にも留意して研究を進めて参りたい。また、被害推測の精度向上と不確実性の把

握に努め、新たに発生した被害地震のデータ等を随時反映して被害推測手法を検証するとと

もに、高精度化を図れるような仕組み・体制づくりを検討していきたい。 
その他ご指摘いただいた事項についても十分に留意した上で、研究を進めて参りたい。 
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４．高齢者の安心居住に向けた新たな住まいの整備手法に関する研究 

 
評価結果を踏まえ、サービス付き高齢者住宅における技術基準については、望ましい計画

技術としての視点に加え、市場で受け入れられるコストやサービス水準との対応等の視点に

ついても重視しつつ、社会的妥当性を念頭に置いて検討を進めて参りたい。また、持ち家の

バリアフリー改修については、耐震改修や省エネ改修等との一体的実施の効果について十分

に配慮するとともに、改修効果の検証の視点を検討した上で、ナレッジベースや技術指針の

作成に取り組んで参りたい。 

また、その他ご指摘いただいた事項についても十分に留意した上で、研究を進めて参りた

い。 
 

 

５．再生可能エネルギーに着目した建築物への新技術導入に関する研究 

 
研究の実施に当たっては、分科会におけるご指摘を踏まえて、以下の修正を行い実施する

ことにした。 

・建築物における再生可能エネルギー利活用の可能性の調査 

日本における導入可能性とイニシャル・ランニングコスト等の要因も念頭に国内外の

調査事例の調査を追加し、本研究課題の独自性と位置づけの強化を図る。 

・建築物における再生可能エネルギー利活用のための実証実験 

再生可能エネルギーの関連研究のレビューに基づいて先行研究の状況を踏まえ、実証

実験の実施方針を定め、暖冷房、給湯等の効率的なエネルギー利用のあり方を検討する。 

・再生可能エネルギー利活用施設の使用・保全に関する留意点の検討 

公共建築物における各種調査の実施に当たり、建築分野における再生可能エネルギー

の新たな市場開拓も念頭に建築分野における再生可能エネルギーの普及方策について検

討する。 
 

 

６．都市計画における戦略的土地利用マネジメントに向けた土地適性評価技術に関する研究 

-集約型都市（ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ）の形成に向けて- 

 
評価結果を踏まえ、都市計画基礎調査の結果を用いて土地利用適性の分析・評価を行う汎

用的手法の開発に向けて、法・制度との関係、社会的な要因との関係を含めた研究の発展な

どに留意しつつ、豊かな都市づくりと持続的再生を念頭において、政策サイドに意味のある

使われ方をしてもらえるような評価手法の研究となるよう、積極的に取り組んで参りたい。 
また、その他ご指摘いただいた事項についても十分に留意した上で、研究を進めて参りた

い。 
 

 

８．国際バルク貨物輸送効率化のための新たな港湾計画手法の開発 

 
評価結果を踏まえ、諸外国における超大型バルクキャリア対応施設の事例を収集・分析し、

その結果に十分留意して研究を進めて参りたい。 

 また、その他ご指摘いただいた事項についても、十分に留意した上で、研究を進めて参り

たい。 
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資料１

技術政策課題に対するプロジェクト研究等一覧

研究課題名 研究期間
分科会

担当部会
備考

○安全・安心な社会の実現 事

◎ 気候変動等に対応した河川・海岸管理に関する研究 H18～21 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

◎ 低頻度メガリスク型の沿岸域災害に対する多様な効用を持つ対策の評価に関する研究 H18～21 第三部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

◎ 大規模災害時の交通ネットワーク機能の維持と産業界の事業継続計画との連携に関する研究 H19～21 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

ソーシャルキャピタルの特性に応じた地域防災力向上方策に関する研究 H21～23 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

土砂移動を考慮した治水安全度評価手法に関する研究 H21～23 第一部会

作用・性能の経時変化を考慮した社会資本施設の管理水準の在り方に関する研究 H21～24 第三部会

気候変動下での大規模水災害に対する施策群の設定・選択を支援する基盤技術の開発 H22～25 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

物流の効率性と両立した国際輸送保安対策のあり方に関する研究 H22～24 第三部会

○ 災害対応を改善する津波浸水想定システムに関する研究 H23～25 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

○ 大規模広域型地震被害の即時推測技術に関する研究 H23～25 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

○ 港湾地帯における高潮被害評価と対策に関する研究 H23～25 第三部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

社会資本の予防保全的管理のための点検・監視技術の開発 H22～24 その他 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

地震動情報の高度化に対応した建築物の耐震性能評価技術の開発 H22～24 その他 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

◎ 建築空間におけるユーザー生活行動の安全確保のための評価・対策技術に関する研究 H18～21 第二部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

◎ 建築物の構造安全性能検証法の適用基準の合理化に関する研究 H19～21 第二部会

科学的分析に基づく生活道路の交通安全対策に関する研究 H20～23 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

小規模建築物の雨水浸入要因とその防止策に関する研究 H21～23 第二部会

高層建築物の地震後の火災安全対策技術の開発 H21～23 第二部会

○誰もが生き生きと暮らせる社会の実現

◎ 建物用途規制の性能基準に関する研究 H19～21 第二部会

人工減少期における都市・地域の将来像アセスメントの研究 H20～22 第二部会

多世代利用型超長期住宅及び宅地の形成・管理技術の開発 H20～22 その他 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

省CO2効果からみたヒートアイランド対策評価に関する研究 H21～23 第二部会

密集市街地における協調的建て替えルールの策定支援技術の開発 H22～24 第二部会

○ 都市計画における戦略的土地利用マネジメントに向けた土地適性評価技術に関する研究 H23～25 第二部会

中古住宅流通促進・ストック再生に向けた既存住宅等の性能評価技術の開発 H23～25 その他 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

（４） ユニバーサル社会の創造 ○ 高齢者の安心居住に向けた新たな住まいの整備手法に関する研究 H23～25 第二部会

○国際競争力を支える活力ある社会の実現

◎ 国際交通基盤の統合的リスクマネジメントに関する研究 H18～21 第三部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

港湾の広域連携化による海上物流への影響把握と効果拡大方策に関する研究 H20～22 第三部会

エアラインの行動を考慮した空港マネジメント技術に関する研究 H20～23 第三部会

アジア国際フェリー輸送の拡大に対応した輸送円滑化方策に関する研究 H22～25 第三部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

○ 国際バルク貨物輸送効率化のための新たな港湾計画手法の開発 H23～25 第三部会

（６） 住宅・社会資本ストックの有効活用

○環境と調和した社会の実現

日本近海における海洋環境の保全に関する研究 H20～22 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

業務用建築の省エネルギー性能の係る総合的評価手法及び設計法に関する研究 H20～22 第二部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

社会資本のライフサイクルをとおした環境影響評価技術の開発 H20～22 その他 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

持続可能な臨海部における廃棄物埋立処分に関する研究 H21～23 第三部会

都市におけるエネルギー需要・供給者間の連携と温室効果ガス排出量取引に関する研究 H21～23 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

低炭素・水素エネルギーシステム活用社会に向けた都市システム技術の開発 H21～24 その他 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

住宅種別に応じた省エネルギー評価法の開発 H22～24 第二部会

○ 地域における資源・エネルギー循環拠点としての下水処理場の技術的ポテンシャルに関する研究 H23～25 第一部会

○ 再生可能エネルギーに着目した建築物への新技術導入に関する研究 H23～25 第二部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

沿岸域における包括的環境計画・管理システムに関する研究 H17～22 第三部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

汽水域環境の保全・再生に関する研究 H21～23 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

美しいまちづくりに向けた公共事業の景観創出の効果分析に関する研究 H22～24 第一部会

○国づくりを支える総合的な手法の確立

（９） 総合的な国土マネジメント手法 国土保全のための総合的な土砂管理手法に関する研究 H19～22 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

◎ 都市整備事業に対するベンチマーク手法適用方策に関する研究 H19～21 第二部会

地域特性に応じた住宅施策の効果計測手法の開発 H20～22 第二部会

（１１） 技術基準の高度化 建築実務の円滑化に資する構造計算プログラムの技術基準に関する研究 H22～24 第二部会

（１２） 公共調達制度の適正化

◎ セカンドステージITSによるスマートなモビリティの形成に関する研究 H18～21 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

グリーンＩＴＳの研究開発 H22～24 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

３次元データを用いた設計、施工、維持管理の高度化に関する研究 H22～24 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

※プロジェクト研究について備考欄に記入。

※分科会担当部会欄の「その他」は、本省設置の外部委員会（技術研究開発評価委員会、スマートウェイ推進会議等）等で評価を受けることを示す。

＜凡例＞　◎：事後評価対象課題　　○：事前評価対象評価

（７） 地球環境への負荷の軽減

自然災害に対して安全・安心な国土
及び地域社会の構築

人・物のモビリティの向上（５）

（３）
住環境・都市環境の改善と都市構造
の再構築

情報技術の活用（１３）

4本の柱と総合的な手法
（＊）技術政策課題

美しく良好な環境の保全と創造（８）

（２） 安全・安心に暮らせる日常の実現

（１）

（１０） 政策及び事業評価の高度化

：「総合技術開発プロジェクト」を示す。
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資料２

　評価者 ○○○○　委員

　評価日 平成２２年　　月　　日

課題名

研究期間 平成○○年度～平成○○年度

研究代表者 ○○研究部長　○○○○

＜評価の視点と項目＞

＜コメント＞

※実施すべきか、一部修正して実施すべきか、再検討すべきかについて、何れかに○を記載願います。

※上記評価の視点と項目からの評価、研究を実施するに当たっての留意事項、及びその他について記述願
います。

平成２２年度　第○回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会（第○部会）　

事前評価シート

必要性、効率性及び有効性の観点から、以下の項目について事前評価を行う。
○必要性：研究の背景を踏まえた研究の必要性
○効率性：研究の実施方法、体制の妥当性
○有効性：研究成果の見込みと成果の活用方針

実施すべき　/　一部修正して実施すべき　/　再検討すべき
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研究概要書：地域における資源・エネルギー循環拠点としての下水処理場の

技術的ポテンシャルに関する研究 

 

研 究 代 表 者 名：下水処理研究室長  小越 眞佐司 
技 術 政 策 課 題： 
関 係 研 究 部：下水道研究部 
研 究 期 間：平成２３度 ～ 平成２５年度 
総 研 究 費 （ 予 定 ）：約７５百万円 

 

 

 

１．研究の概要 

下水処理場における資源・エネルギーの循環利用状況調査等を実施し、地域特性等の条件別シナリ

オに基づいたフィージビリティについて検討するとともに、循環利用技術の複合化による効率化・省

力化、技術導入インセンティブ付与のあり方等について広く検討し、ガイドラインを策定することに

より、循環利用技術の積極的な導入を推進する。 
 

２．研究の目的 
本研究は、京都議定書に定められた目標の達成のため、(a)下水処理場における資源・エネルギーの

利用可能性及び循環利用技術について評価し、(b)資源・エネルギー循環利用技術の適用を検討する際

のガイドラインを策定することにより、地域における資源・エネルギー循環拠点として大きなポテンシ

ャルを有する下水処理場における、資源・エネルギー循環利用技術の導入を促進しようとするものであ

る。 

 

３．自己点検結果 
（必要性） 
 ① 新成長戦略等の政策の目標達成 

今年 6 月 18 日に閣議決定された「新成長戦略」では、グリーン・イノベーションによる成長とそ

れを支える資源確保のため、リサイクルの推進による国内資源の循環的な利用の徹底や、レアメタ

ル・レアアース等の代替材料などの技術開発の推進とともに、総合的な資源エネルギー確保戦略の推

進が掲げられている。 

また、平成 19 年 6 月の「社会資本整備審議会下水道小委員会報告」においても、下水道事業の今

後の整備目標と講ずべき施策の一つとして、｢下水道の有する資源回収・供給  機能を駆使して下

水道が有する資源・エネルギーポテンシャルの活用を図り、地域の状況に応じて各種バイオマス等を

一体的に集約処理するとともに、排熱を受け入れ、さらには有用鉱物である燐等を回収するなど、都

市の資源・エネルギーの回収・再生・供給施設として循環型社会の構築に貢献していく｣ことが掲げ

られている。 

② 下水処理場における資源・エネルギーの循環利用事業の効果及び課題の分析 

 資源・エネルギーの循環利用技術には、既に試験的に導入されているものも多く存在し、今後の本

格的実用化が期待されているものの、処理の安定性、再生品の品質、需給バランス、コスト、省力化

等の課題も多いとされている。このため、これら技術の導入効果、課題等について、技術導入実績を

有する地方公共団体等への聴き取り調査等を実施し分析するとともに、課題への対応策についても検

討する必要がある。課題への対応策の検討に当たっては、技術面に限らず、広く政策面、民間分野ま

資料３－１ 
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で含めた調査分析を実施することにより、製造・流通段階を含めた対応策について検討し、再生品の

需要拡大を推進する必要がある。 

③ 下水処理場における資源・エネルギー循環利用技術のガイドライン化 

 下水道事業の実施主体は地方公共団体であることから、地方公共団体が循環利用技術の導入につい

て検討し、自主的な判断を可能とするための統一的なガイドラインが必要とされている。また、地域

特性等の条件の違いにより、効果的な循環利用技術も異なることから、地域特性等を踏まえた実用的

かつ効果的なガイドラインとする必要がある。 

④ 資源・エネルギー循環利用技術の開発・改良 

 新たな種類又は含有率のより高い再生品を低コストで生産可能な新技術の開発、既存技術の一層の

消エネ化・高効率化による再生品の価格競争力の強化、循環利用技術の複合的かつ一体的運用による

効率化・省力化等についても、地方公共団体の導入インセンティブを喚起するため積極的に対応して

いく必要がある。 

 

 

（効率性） 
本研究では、下水処理場における資源・エネルギーの利用可能性や技術の評価について検討するこ

ととしているが、下水道統計等の既存の統計データ、過去の同種調査から得られた情報等を活用する

ことにより、低コストかつ効率的に調査分析を行うこととしている。また、資源・エネルギー循環利

用技術の導入に当たって課題とされる施設運転管理の効率化・省力化の方策について検討するため、

技術の複合化や一体的運用などを実施した場合のコスト面、作業効率面等の効果についても分析する。

ガイドラインの構成についても、地域特性等の諸条件を踏まえた循環利用技術の適用性について明示

すること等により、地方公共団体が適切な技術について判断しやすいものとする。 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土技術政策総合研究所

・資源・エネルギー循環利用技術を

導入済の国内外の下水道事業者 

（海外、県、市町等） 

研究の実施体制 

・下水道事業関連統計資料 

・過去の調査研究資料 

・関係研究機関 

循環利用技術の評価、課題への対応策の検討、ガイドラインの策定 

資料収集 聴き取り調査等
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年度計画と研究費配分 

実施年度 
総研究費 
約 75 

［百万円］

区分 

（目標、サブテーマ、分野等） 
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

 

研究費配分

 

下水処理場における資源・エネルギー利用

可能性及び循環利用技術に関する調査 

 

各種統計分析   

約 17.5 

［百万円］

 

循環利用技術の評価項目及び評価手法の検

討 

 

   

約 7.5 

［百万円］

資源・エネルギー循環利用促進に向けたシ

ナリオの提示及びフィージビリティの検証

   

約 25 

［百万円］

 
循環利用技術の適用を検討するためのガイド
ラインの策定 
 

   約 25 

［百万円］

 

（有効性） 
下水処理場における資源・エネルギーの利用可能性及び循環利用技術について評価し、フィージビ

リティスタディ等を通して地域特性等を踏まえたガイドラインを策定することにより、下水道事業者

である地方公共団体の循環型社会構築への率先した取組と貢献を、国として推進・支援するものであ

る。  

聴き取り調査

シナリオ策定 

フィージビリティ検証

評価手法の検討等

ガイドライン策定 
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【事前評価】 研究成果及び活用 様式C［事前］

期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考

資源・エネルギー利用可
能性の評価 下水処理場における資源・エネルギーの利用可能量の定

量化
下水処理場における資源・エネルギー活用促進に向けた
施策を検討する際の基礎資料として活用

循環利用技術の評価

各種の資源・エネルギー循環利用技術の評価及び課題の
整理

技術面、政策面、民間部門も含めた需給、流通等に係る
新規施策について検討する際の基礎資料として活用

循環利用技術のフィージ
ビリティの評価

地域特性等を踏まえた設定シナリオ別のフィージビリ
ティの検証
効率化・省力化のための技術複合化の検討
技術導入のインセンティブ付与のあり方の検討

検証結果をガイドラインに反映

ガイドラインの策定

循環利用技術の適用を検討するためのガイドラインの策
定・公表

ガイドラインを策定することにより、地方公共団体等の
自主的かつ積極的な技術導入の促進を図る

研究課題名：地域における資源・エネルギー循環拠点としての下水処理場の技術的ポテンシャルに関する研究

参考資
料2

参考資
料1

循環利用技術の適
用を検討するため
のガイドラインの
策定

研究の成果目標

下水処理場におけ
る資源・エネル
ギー循環利用技術
の評価

－
2
0
－



研究概要書：災害対応を改善する津波浸水想定システムに関する研究 

 

研 究 代 表 者 名：河川研究部海岸研究室長  諏訪義雄 
技 術 政 策 課 題：（１）自然災害に対して安全・安心な国土及び地域社会の構築 
関 係 研 究 部：河川研究部 
研 究 期 間：平成２３年度 ～ 平成２５年度 
総 研 究 費 （ 予 定 ）：約９０百万円 
 

 

 

１．研究の概要 

平成２２年２月末のチリ地震津波では、津波警報や避難指示・勧告が発令されても避難しない住民が

多かった一方、避難指示・勧告が半日以上継続したため、一度は避難したものの避難勧告等が解除され

る前に自宅に戻った住民も多かった。また、いくつかの河川では津波が段波となって遡ったほか、津波

警報の対象となった沿岸部の道路は長時間に渡って通行止めとなった。 

海岸管理者は、市町村による津波ハザードマップ作成のための浸水想定や、津波に関する情報提供施

設の整備等を行っている。津波ハザードマップに示されている浸水想定区域は、避難勧告等の対象範囲

設定にも活用されているが、想定最大規模の津波が来襲し、水門等の施設が機能しないという最悪の事

態を想定したものが多い。河川、道路等の施設管理者が適切に津波警報に対応するためには、津波警報

で予測される津波波高や施設の実態に応じた浸水想定情報（浸水の範囲・深さ）が必要である。また、

津波浸水の危険性がいつまで継続するのかという見通しも、災害対応に必要な体制を確保する上で重要

である。 

また、防潮堤の耐震性により浸水範囲が大きく変わることから、津波浸水想定においては施設の耐震

化の進捗状況等を考慮することが必要である。 

本研究は、津波警報への施設管理者の災害対応を改善するため、最新の防潮堤等の耐震化進捗状況を

反映し、津波警報で予測される津波波高に対応する津波浸水の範囲・深さが迅速に想定できる「津波高

別浸水データベース」とともに、津波警報発表から解除までの間、水門閉鎖状況等の実態を反映して浸

水想定範囲を的確なタイミングで精度良く更新できる「リアルタイム津波浸水計算システム」、津波浸

水継続時間の見通しを想定できる「津波浸水減衰想定モデル」を構築するものである。 

 

２．研究の目的 
「津波高別浸水データベース」、「リアルタイム津波浸水計算システム」、「津波浸水減衰想定モデル」

の構築により、地震直後から津波の危険性がなくなるまでの間、適切なタイミングで浸水の範囲・深さ

を予測することで、河川、道路等の施設管理者によるパトロールの是非・範囲の判断、立入規制等の災

害対応を改善することを目的とする。 

 

３．自己点検結果 
（必要性） 
本研究は、全国的に発生が懸念される津波に対し、施設管理者の適切な災害対応を通じて国民の安

全・安心を確保することから、公益性が非常に高く、国として積極的に関与していく必要がある。また、

津波警報で予測される津波波高から津波浸水の範囲・深さを想定するためには、浸水計算における天文

潮や施設の耐震性等の考慮方法について技術的検討が必要である。なお、インド洋津波を契機に国土交

通省が設置した「津波対策検討委員会」の提言では、講ずべき対策の一つとして即時浸水地域予測情報
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の提供システムの確立・高精度化が挙げられている。 

 

（効率性） 
●研究の実施体制 

全国的に発生が懸念される津波災害に対し、国として浸水想定の基本的な考え方やシステムを示した

上で、地方の実状に応じて浸水想定を実施することが効率的である。 

研究の実施に際しては、国土交通省本省と連携するとともに、気象庁と情報交換を実施する。また、

地方自治体等に地形や海岸施設のデータ提供を依頼するとともに、研究成果のシステムを提供する。土

木学会海岸工学委員会が設立した「津波避難支援技術検討ＷＧ」に参画するとともに、津波浸水計算に

関する研究成果の蓄積を有する研究機関（東北大学大学院工学研究科災害制御研究センターなど）と情

報交換しつつ研究を進める。 

 

国土技術政策総合研究所 大学・土木学会

国土交通省本省

連
携

地方自治体

地方整備局等

システム提供 情報交換

データ提供

気象庁

情報交換

国土技術政策総合研究所 大学・土木学会

国土交通省本省

連
携

地方自治体

地方整備局等

システム提供 情報交換

データ提供

気象庁

情報交換

 

 

●研究の実施方法 

（１）津波高別浸水データベースの構築 

施設管理者の災害対応の観点から要求される津波浸水計算の精度、解像度、所要時間等を検討し、津

波高別浸水データベース及びリアルタイム津波浸水計算システムの構築に用いる津波浸水計算の仕様

を検討し、プログラムを作成する。また、作成されたプログラムにより、既往津波の浸水過程を精度良

く再現できるかどうか検証した上で、想定される多数の断層条件について津波の浸水計算を実施し、そ

の結果を集積して津波高別浸水データベースを構築する。データベースは施設耐震化等の進展を反映し

て更新できる機能を持たせる。 

（２）リアルタイム津波浸水計算システムの構築 

 （１）で作成された浸水計算プログラムをリアルタイムで利用できるよう高速化する改良を加えると

ともに、条件入力及び結果出力のインターフェースを加えて津波浸水計算システムを構築する。また、

家屋倒壊を考慮した浸水想定手法の検討が終わった時点で、その成果を津波浸水計算システムに組み込

む。（３）で検討する津波浸水減衰想定モデルも組み込む。 

（３）津波浸水減衰想定モデルの検討 

既往津波における減衰実態を分析した上で、津波浸水の継続時間に影響を与える地形等の要因をもと

に長期化の特徴が類似する地域区分を行い、多数の津波想定計算の結果を用いて津波浸水の減衰曲線を

定式化する。 
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年度計画と研究費配分 

実施年度 
総研究費 
約 90 

［百万円］ 

区分 

（目標、サブテーマ、分野等） 
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 研究費配分 

津波高別浸水データベースの構築 

   
約 40 

［百万円］ 

 

リアルタイム津波浸水計算システ

ムの構築 

   
約 30 

［百万円］ 

津波浸水減衰想定モデルの検討 

   
約 20 

［百万円］ 

 

（有効性） 
本研究の成果である「津波高別浸水データベース」、「リアルタイム津波浸水計算システム」、「津波浸

水減衰想定モデル」は、地形及び施設データを置き換えることで全国に適用できるものであり、全国で

の実用化が容易に図られるものである。また、津波浸水想定は市町村による避難勧告の発令にも資する

ものであることから、津波による人的被害を軽減する点においても有効である。 

 

プログラムの作

成・検証 
浸水計算の実施 

データベース化 
更新機能組み込み

システム化 
IF 検討 
計算高速化

減衰実態の分析 
地域区分検討 

減衰曲線の定式化 
システム組み込み 
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【事前評価】 研究成果及び活用 様式C［事前］

期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考

津波警報発令直後に警報津波高に対応した浸水の恐れがある
範囲等が瞬時に特定されるデータベースを構築。
施設耐震化の進展を反映して毎年更新。

水門の閉鎖状況等の実態に基づいて津波浸水範囲がリアルタ
イムで精度良く想定されるシステムを構築。

津波浸水の危険性がなくなるタイミングを想定できるモデル
を構築。

津波警報で予測される津波波高と施設の実態に対応した津波
浸水想定を実施することで、河川、道路等の施設管理者によ
るパトロールの是非・範囲の判断、立入規制等の災害対応を
改善する。

研究の成果目標

研究課題名：災害対応を改善する津波浸水想定システムに関する研究

津波浸水減衰想定モデルの構築

津波高別浸水データベースの構築

リアルタイム津波浸水計算システム
の構築

参考資
料

－
2
4
－



研究概要書：大規模広域型地震被害の即時推測技術に関する研究 

 

研 究 代 表 者 名：危機管理技術研究センター地震災害研究官  運上茂樹 
技 術 政 策 課 題： 
関 係 研 究 部：危機管理技術研究センター 
研 究 期 間：平成２３度 ～ 平成２５年度 
総 研 究 費 （ 予 定 ）：約９０百万円 
 

 

 

１．研究の概要 

地震発生直後に地震計ネットワーク等で得られる強震記録から地震動分布を推定する手法、ならびに

地震動分布と河川施設・道路施設等の所管施設のデータをもとに被害状況を精度良く推測する手法を開

発するとともに、災害対策本部での広域支援策検討など、推測結果の活用場面に応じた情報提供内容・

情報共有方法を提案する。 

 

２．研究の目的 

国土交通省は大規模地震の発生直後から所管施設の点検を実施しているが、被害状況の把握に数時間

以上要することも多い。甚大な被害が想定される首都直下地震や東海･東南海･南海地震では、さらに長

い時間を要する可能性があるが、その間、災害対策本部等では震度分布の情報しか得られない。 

一方、震度分布のみでは様々な地震応答特性をもつ各種構造物の被害を推測できないことが指摘され

ており、2008 年岩手・宮城内陸地震（最大震度６強）や 2009 年駿河湾沖の地震（同６弱）でも、震度

の大きさに比して構造物の被害は限定的であった。 

本年２月に発生したチリ地震では 500km にわたって被害が多発し、被害状況を早期に把握できなかっ

たことが政府の対応の遅れを招いたと指摘されている。被害が広域で多発するような地震では、点検情

報が集まるまでの情報の空白期が長期化する一方で初動対応がますます重要になるため、迅速な初動対

応の実現を目的として、地震発生直後に所管施設の被災度を精度よく推測する技術を開発する。 

 

３．自己点検結果 
（必要性） 

首都直下地震や東海･東南海･南海地震の発生が切迫している現在、地震発生直後に地震動特性を適

切に考慮して河川施設・道路施設等の所管施設の被害状況を推測する手法を開発、実用化し、迅速な

初動対応を実現することは、所管施設の早期復旧を責務とする管理者として喫緊の課題である。本研

究は、大規模地震発生直後の迅速かつ的確な危機管理に資するものであり、国民の安全・安心を確保

するという観点から、非常に公益性が高いものであるとともに、国の所管施設の高度な危機管理を実

現するための研究であることから、国として積極的に関与していく必要がある。 

 

（効率性） 
 被害推測情報をもとに、広域支援体制の構築、重点箇所を想定した点検、人員・資機材の手配など、

初動対応が迅速に進められる結果、経済活動の早期回復が図られる。その便益は、研究費より格段に

大きいと予想される。 

資料３－３ 
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●研究の実施体制 

地震動分布の推定手法の開発に際しては、地震動データの共有など、（独）防災科学技術研究

所と連携して進める方向で調整中。また、類似の地震被害推測システムが米国連邦道路庁(FHWA)

でも検討されているところであり、情報交換しつつ研究を進める。災害対応の分析と情報提供

内容・共有方法の検討、プロトタイプシステムの開発に当たっては、国土交通省災害対策室、

道路防災対策室、地方整備局防災課等と連携して実施する。 

 

●研究の実施方法 

（１）地震動分布の推定手法の開発 

   ①表層地盤の増幅率の評価 

観測点については強震記録、それ以外の地点についてはボーリングデータ等の地質情報を収

集・分析することにより、表層地盤の増幅率評価式を検討する。 

   ②基盤層における地震動の補間方法の検討 

震源位置を考慮した地震動の減衰の方向性、および深部地盤構造の影響を導入した地震動強

さの補間方法を検討する。 

   ③他機関の観測データの活用 

（独）防災科学技術研究所の K-NET 等、他機関の観測データを即時に入手し、国土交通省地

震計ネットワークの観測データと合わせて地震動分布を推定する手法を検討する。 

  （２）所管施設の被害推測手法の開発 

   ①振動実験・地震応答解析結果の収集・分析 

近年実施されている構造物の振動実験や地震応答解析のデータを収集し、各種構造物の被災

度と相関が高い地震動特性、被災しやすい構造的要因や被災度と地震動強さとの関係を分析す

る。 

   ②被災事例の収集・分析 

過去に発生した地震被害の事例を収集し、被災しやすい構造的要因や被災度と地震動強さと

の関係を分析する。 

   ③上記分析に基づく被害推測手法の検討 

各種施設を被災しやすい構造的要因をもとに分類し、被災度と地震動強さとの関係を分析

して被害推測手法を開発する。 

 

  （３）災害対応の分析と情報提供内容・共有方法の提案 

   ①災害対応の分析 

災害対応担当者が災害時にどのような経路・方法で災害情報を入手、整理しているか、その

情報に基づいていつどのような判断を行う必要があるか等をヒアリング調査し、被害推測情報

が災害対応のどの場面で活用されるかを分析する。 

国土技術政策総合研究所

国土交通省本省・地方整備局

情報交換
連携連携 

データ共有

（独）防災科学技術研究所 米国連邦道路庁(FHWA) 
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   ②情報提供内容・共有方法検討 

上記の活用場面ごとに、災害対応担当者のニーズに合った情報提供内容と情報共有方法を検

討する。 

   ③プロトタイプシステムの開発と検証・改善 

地震動データの収集、地震動分布の推定、所管施設の被害推測が可能なプロトタイプシス

テムを開発し、防災訓練の際に想定地震の被害推測結果を情報提供するとともに、課題を抽

出、改善を図る。 

 

年度計画と研究費配分 

実施年度 
総研究費 
約 90 

［百万円］
区分 

（目標、サブテーマ、分野等） 
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 研究費配分

地震動分布の推定手法の開発    
約 30 

［百万円］

所管施設の被害推測手法の開発    
約 45 

［百万円］

災害対応の分析と情報提供内容・共有方法

の提案 

   
約 15 

［百万円］

 

（有効性） 

本研究により、大規模地震の発生直後に所管施設の被害推測情報を提供できるようになる。被害推

測情報をもとに、広域支援体制の構築、重点箇所を想定した点検、人員・資機材の手配など、活用場

面ごとのニーズに合った情報提供により、初動対応の迅速化と高度な危機管理の実現が期待される。 

 

表層地盤の増幅率の評価 

災害対応の分析 

プロトタイプシステムの開発と検証・改善 

被害推測手法の開発 

被災事例の収集・分析

地震動の補間方法の検討 

他機関の観測データの活用

情報提供内容・共有方法検討 

実験・解析結果の収集・分析 
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【事前評価】 研究成果及び活用 様式C［事前］

期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考

地震動分布の推定手法の
開発 国土交通省および他機関の強震記録を統合し、地震発生後即

時に精度良く地震動分布を推定する手法を開発する。

所管施設の被害推測手法
の開発

所管施設を被災しやすい構造的要因を元に分類し、被災事例
等から被災度と地震動強さの関係を分析して高精度の被害推
測手法を開発する。

災害対応の分析と情報提
供内容・共有方法の提案

被害推測結果の活用場面ごとに、災害対応担当者のニーズに
合った情報提供内容と情報共有方法を提案する。プロトタイ
プシステムを開発し、防災訓練を通じて検証・改善する。

大規模広域
型地震被害
の即時推測
技術に関す
る研究

研究の成果目標

研究課題名：広域多発型地震被害の即時推測技術に関する研究

大規模地震の発生直後に地震動分布および所管施設の被害推
測情報を提供できるようになる。さらに、活用場面ごとの
ニーズにあった情報提供により、初動対応の迅速化と高度な
危機管理の実現を図る。

－
2
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研究概要書：高齢者の安心居住に向けた新たな住まいの整備手法に関する研究 

 

研 究 代 表 者 名：住宅研究部長  大竹 亮 
技 術 政 策 課 題：(4)ユニバーサル社会の創造  
                      (2)安全・安心に暮らせる日常の実現 
関 係 研 究 部：住宅研究部 
研 究 期 間：平成２３度 ～ 平成２５年度 
総 研 究 費 （ 予 定 ）：約７５百万円 

 

 

１．研究の概要 

急増する高齢者向けの「安心」で「自立可能」な住まいの確保が重要な政策的課題となっているこ

とを踏まえ、本研究では、国土交通本省の施策と連携し、①医療・介護等のサービス付き高齢者住宅

の技術基準に関する研究、②高齢者の多様な心身特性に応じた持ち家のバリアフリー化等の改修手法

に関する研究、を実施する。 

 

２．研究の目的 
65 歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合は平成 25（2013）年には 25％を超え、また、高齢者

人口はいわゆる「団塊の世代」が 65 歳以上となる平成 27（2015）年には 3,000 万人を超える見込み

であるなど、「本格的な超高齢社会」の到来が目前に迫っている。こうした状況において、現在、高

齢者の約９割以上、要介護高齢者の約８割が住宅に居住（在宅）しており、さらに今後、平成 17 年

から 27 年までに増加が予想される要介護・要支援高齢者数 138 万人のうち 119 万人、約 86％は在宅

になると見込まれている。 

こうした社会的状況に対応するため、国土交通省成長戦略会議の重点項目（H22 年 4 月 22 日公表）

として、「需要の急増が見込まれるサービス付き高齢者賃貸住宅を法律上位置づけ、医療、介護等と

一体となった住宅の整備を支援する。」ことが掲げられ、また、「新成長戦略（基本方針）」（2009 年

12 月 30 日閣議決定）に「バリアフリー住宅の供給促進」が位置づけられるなど、急増する高齢者・

要介護高齢者向けの「安心」で「自立可能」な住まいの確保が重要な政策的課題となっている。 

しかし、こうした政策の推進を図る上で、次のような技術的課題がある。 

高齢者が要介護の状態となっても（要介護度が高くなっても）安心して住み続けられる「高齢者向

け住宅」が必要とされているが、医療・介護サービス等が必要な高齢者の居住を前提に求められる安

全性や居住性等に関する技術基準が十分に確立しておらず、特に、提供されるサービスの内容や水準

に応じた住宅のハード基準を確立することが技術的課題となっている。 

また、高齢者が急増する中で、在宅介護のニーズが増大しており、自宅に「安心」かつ「自立」し

て住み続けるためには持ち家のバリアフリー改修等が必要となるが、急増する高齢者の多様な心身特

性に対応したバリアフリー改修や認知症対応の空間改修等の手法が確立していない。 

こうした技術的課題を解決するため、本研究は、①医療・介護等のサービス付き高齢者住宅の技術

基準に関する研究、②高齢者の多様な心身特性に応じた持ち家のバリアフリー化等の改修手法に関す

る研究、を実施する。 

資料３－４ 
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３．自己点検結果 
（必要性） 

本格的な超高齢社会の到来が目前に迫っている中で、今後さらに在宅の要介護高齢者が増加するこ

とが見込まれているなど、急増する高齢者・要介護高齢者向けの「安心」で「自立可能」な住まいの

確保が重要な政策的課題となっている。こうした状況において、本研究は、「新成長戦略（基本方針）」

や「国土交通省成長戦略会議の重点項目」に位置づけられている「バリアフリー住宅の供給促進」、「医

療、介護等と一体となった高齢者住宅の供給促進」を図るための技術的課題を解決するために実施す

るものであることから、喫緊に研究を行う必要がある。 

（効率性） 
国土交通行政において、需要の急増が見込まれる医療・介護等のサービス付き高齢者賃貸住宅の供

給促進を図っていくことが予定されていることから、国土交通省の技術政策研究所である国総研にお

いて、医療・介護サービス等を必要とする高齢者が安心して住み続けられるための高齢者向け住宅の

技術基準について検討し、国土交通行政と連携を図りながら、民間への普及を図っていくことが必要

である。 

技術基準等の検討にあたっては、安全性や居住性に関する技術的・専門的知見に基づく検討や、既

存の高齢者住宅のハード水準とソフト水準の評価に基づく市場性や実現可能性の検討など、多様な観

点からの検討を総合的に行う必要があることから、国総研の住宅研究部が中心となりつつ、必要に応

じて建築研究部の協力を得る必要がある。また、検討にあたっては、独法建研の技術的知見や大学等

の学術的知見に加え、民間市場で効果的に普及するよう、民間事業者の先進的取組みや専門家の実務

的知見等も集約しつつ、社会的妥当性を考慮することが必要となる。 

さらに、高齢者の多様な心身特性に応じたバリアフリー化等の考え方については、サービス付き高

齢者住宅と既存持ち家の改修とに共通の部分もあるため、一体的に検討を進めることが効率的である。 

  

●研究の実施体制 

 

 

 

 国土技術政策総合研究所 

 

国土交通本省 

（住宅局住宅総合整備課等）

連携して検討 

住宅研究部 

建築研究部 

厚生労働省 
連携

民間 
事業者等連携

学術的知見
の収集 

先進的事
例情報等
の収集 

大学・ 
学会等 

独法 
建研 研究成果等

の技術知見
の収集 
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●研究の実施方法 

年度計画と研究費配分 

実施年度 
総研究費 
約 75 

［百万円］

区分 

（目標、サブテーマ、分野等） 
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 研究費配分

医療・介護等のサービス付き高齢者住

宅の整備に係る技術基準の検討 

   

約 30 

［百万円］

身体特性に応じたバリア

フリー改修手法の検討 

   

約 30 

［百万円］

持ち家を
終の棲家
とするた
めの心身
特性に応
じた改修
手法 認知症対応改修手法の検

討 

   
約 15 

［百万円］

 

（有効性） 
医療・介護等のサービス付き高齢者住宅の技術基準に関する研究成果は、「高齢者住まい法（高齢

者の居住の安定確保に関する法律）」に基づく技術指針等として活用することを予定している。これ

により、安心して住み続けられるハード水準を有する高齢者向け住宅の普及促進を図る。 

また、持ち家のバリアフリー化等の改修手法に関する研究成果は、「高齢者住まい法」における「高

齢者の居住の安定確保に関する基本方針」に基づく技術指針等として公表することを予定している。

これにより、持ち家の適切なバリアフリー改修等の普及を図る。 

 

事例の収集分析

技術基準の検討・取りまとめ 

手法の検討・ 
技術指針化 

改修事例ナレッジベースの作成 

改修の効果検証

関連事例の評価（ハード及びソフト面）

サービス付き高齢
者住宅の供給事例
の評価・基準の効果
検証 

事例の収集分析

手法の検討・ 
技術指針化 
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【事前評価】 研究成果及び活用 様式C［事前］

期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考

高齢者住宅の事例のハード及
びソフト面の実態分析と評価
手法の提案

高齢者住宅の事例のハード（安全性、住戸・設備水準
等）及びソフト（サービス水準・内容・管理体制、契約
形態、権利形態、価格・料金等）両面の実態解明と高齢
者住宅のハード・ソフト面の性能・水準等の評価手法の
提案。

高齢者向け住宅の整備に係る施策の推進に活用。

医療・介護等のサービス付き
高齢者住宅の整備に係る技術
基準の提案

医療・介護サービス等を必要とする高齢者が安心して住
み続けられる住宅として備えるべきハード技術基準（指
針）の提案。

「高齢者住まい法（高齢者の居住の安定確保に関する法
律）」に基づく技術指針として活用するなどし、安心し
て住み続けられるハード水準を有する高齢者向け住宅の
普及促進を図る。

高齢者の心身特性に応じた住
宅改修事例の分析整理、効果
検証 高齢者の心身特性に応じた住宅改修事例の「ナッレジ

ベース」の作成。

住宅のバリアフリー改修等の推進施策に反映。また、住
宅改修の現場で活用されることで、高齢者の心身特性や
既存住宅の空間特性等に応じた効果的なバリアフリー改
修等の実施を促進。

高齢者の身体特性に応じたバ
リアフリー改修手法の提案

高齢者の身体特性に応じた持ち家（自宅）のバリアフ
リー改修手法の提案。

認知症対応改修手法の提案

既存住宅の認知症対応改修手法の提案。

「高齢者住まい法」に基づく技術指針等として公表する
などし、高齢者の心身状況に応じたバリアフリー改修等
の普及を図る。また、住宅のバリアフリー改修等の推進
施策に反映。

研究の成果目標

研究課題名：高齢者の安心居住に向けた新たな住まいの整備手法に関する研究

医療・介護
等のサービ
ス付き高齢
者住宅の技
術基準に関
する研究

高齢者の多
様な心身特
性に応じた
持ち家のバ
リアフリー
等の改修手
法に関する
研究

－
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研究概要書：再生可能エネルギーに着目した 

建築物への新技術導入に関する研究 

 

研 究 代 表 者 名：建築研究部長 西山功 
技 術 政 策 課 題：地球環境への負荷の軽減 
関 係 研 究 部：  
研 究 期 間：平成２３度 ～ 平成２５年度 
総 研 究 費 （ 予 定 ）：約７８百万円 

 

 

１．研究の概要 

日本政府は温室効果ガスの排出の量の削減に関する中長期的な目標として、2020 年まで 1990 年度比

25%削減、2050 年まで 1990 年比 80％削減、2020 年まで一次エネルギー供給量に占める再生可能エネル

ギー供給量の割合 10％を設定（地球温暖化対策基本法案、2010年 3月 12日閣議決定）しており、建築

物の低炭素化は一層重要な課題になっている。また、政府の新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリ

オ～（2010年 6月 18日）では、「Ⅰ．グリーン・イノベーションにおける国家戦略プロジェクト」にお

いて「１．「固定価格買取制度」の導入等による再生可能エネルギー・急拡大」があり、その中で「第

四に、木質バイオマスの熱利用、空気熱利用、地中熱・太陽熱の温水利用等の普及を推進する。」と明

記されている。 

オフィス等の省エネルギー基準においては、次期改訂に向けて太陽光発電を含めた設備性能の新たな

指標の策定が急務であるが、建物の実負荷と設備性能の関係は十分に分かっていない。建築物のさらな

る低炭素化に向けて再生可能エネルギーの利活用が政策的に重要性を増していることを踏まえて、本研

究では下記の内容を実施する。 

（１）建築物における再生可能エネルギー利活用の可能性の調査 

（２）建築物における再生可能エネルギー利活用のための実証実験 

（３）再生可能エネルギー利活用施設の使用・保全に関する留意点の検討 

 

２．研究の目的 
省エネ法に基づく住宅、ビル等の技術基準や助成制度に太陽光や地中熱等の再生可能エネルギーを位

置づける。また、官公庁施設などに導入して社会への普及を図る。 

 

３．自己点検結果 
（必要性） 
建築物の低炭素化を図る上で敷地内に存在する再生可能エネルギーの利活用と市場開拓は重要な視

点である。しかしながら、再生可能エネルギーの関連機器の省エネ評価については技術的課題がいくつ

か残されており、海外と普及状況等が異なり、導入コストの回収年数など消費者への情報開示も十分で

はない。 

建築物における再生可能エネルギーの導入技術は、機器ごとにメーカーの開発事例が見られるが、設

備効率のカタログ値を理論計算に用いる場合、運転方法、生活パターン、外部気象条件などの影響から

実生活での測定値とかけ離れるケースが多いことが知られている。再生可能エネルギーの導入による省

エネ効果を適切に評価する手法を開発し、消費者の側に立って施策誘導のための基礎資料を提供する必

要がある。 

資料３－５ 
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（効率性） 
 設備機器の定格値は車で言えばトップスピードにおける燃費を表しており、低負荷で運転されること

が多い実際の建物におけるエネルギー消費量の評価に、定格値をそのまま用いることは出来ない。設備

機器内における熱媒体の流動特性は機械工学の研究テーマとされているが、建築物を取り巻く外界気象

は絶えず変動しており、生活行為や室内への日射侵入等に伴う熱の流れは不規則であるため、現実の状

況下で設備機器のエネルギー効率を理論的に明らかにすることはきわめて難しい。そこで、本研究課題

では、再生可能エネルギーの回収・利活用を行うための機器をモデル住宅内に組み込んで、気象、住ま

い方等の諸条件下で実証試験を実施する。そして、取得したデータに基づいて、再生可能エネルギーの

利活用による省エネルギー効果、効率的な運転方法等の分析を行い、省エネ法告示の技術基準に反映す

る。研究の実施内容は以下の通りである。 

（１）建築物における再生可能エネルギー利活用の可能性の調査 

 再生可能エネルギー関連の国内外の事例調査を実施し、再生可能エネルギーの地域潜在量、経済性、

用途等を踏まえて、設備の種類や特徴を整理する。 

（２）建築物における再生可能エネルギー利活用のための実証実験 

 再生可能エネルギーとして、太陽光、地中熱等を取り上げ、モデル住宅内に機器を設置し、実生活を

踏まえた実証実験を行う。実証実験の結果に基づいて、再生可能エネルギー利活用による省エネ効果を

明らかにする。 

（３）再生可能エネルギー利活用施設の使用・保全に関する留意点の検討 

 官公庁施設等における実績データの分析、数値計算による効率的な運転方法の検討を行い、再生可能

エネルギー利活用施設の使用・保全に関する留意点を整理する。 

 

年度計画と研究費配分 

実施年度 
総研究費 
約７８ 

［百万円］

区分 

（目標、サブテーマ、分野等） 
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 研究費配分

建築物における再生可能エ

ネルギー利活用の可能性の

調査 

   
約１５ 

［百万円］

建築物における再生可能エ

ネルギー利活用のための実

証実験 

     

 

技術基準作成 

約５０ 

［百万円］

再生可能エネルギー利活用

施設の使用・保全に関する留

意点の検討 

   

使用・保全の留意点

整理 

約１３ 

［百万円］

（有効性） 
本研究は、下記の本省施策において関係部局との連携を図り、再生可能エネルギーの建築利用技術に

関連する基礎資料を提供するものである。 

・ 省エネ法告示の技術基準において、再生可能エネルギーに関連する項目を追加するとともに、住

宅エコポイント、CASBEE 等の国の政策の技術根拠とする。 

・ 本研究は、官公庁施設等における再生可能エネルギー関連設備の使用・保全に関する基礎資料を

提供する。 

地域潜在量等調査 

官公庁施設の

データ分析 

特徴整理 

機器システム構築と計測 
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【事前評価】 研究成果及び活用 様式C［事前］

期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考

再生可能エネルギーの関連機器の導入の際、参考になる
設備の種類や特徴等を整理した技術資料。

再生可能エネルギー利活用による建築物の省エネ効果に
関する技術基準。

官庁施設等における太陽光、地中熱等の関連設備の最適
な運転方法や熱的性能の維持・管理方法に関する留意点を
整理した手引き。

官公庁施設への再生可能エネルギー施設導入の検討資料
とする。

省エネ法告示の技術基準において、再生可能エネルギーに
関連する項目を追加するとともに、住宅エコポイント、
CASBEE等の国の政策の技術根拠とする。

研究課題名：再生可能エネルギーに着目した建築物への新技術導入に関する研究（プロジェクト研究）

研究の成果目標

建築物における再生可能エネルギー
利活用の可能性の調査

建築物における再生可能エネルギー
利活用のための実証実験

再生可能エネルギー利活用施設の使
用・保全に関する留意点の検討

－
3
5
－



研究概要書：都市計画における戦略的土地利用マネジメントに向けた 

土地適性評価技術に関する研究 

 

研 究 代 表 者 名：都市研究部都市計画研究室長  明石達生 
技 術 政 策 課 題： 
関 係 研 究 部：都市研究部 
研 究 期 間：平成２３年度 ～ 平成２５年度 
総 研 究 費 （ 予 定 ）：約１１０百万円 

 

１．研究の概要 

わが国の都市計画・開発規制は、都市計画法に基づき実施されている。わが国の都市は、拡大成長の

時代を過ぎ、すでに安定化・人口減少の時代に入ったが、都市計画制度の骨格は未だ拡大成長時代から

転換できていない。本格的な転換のためには、法令制度の改正だけでなく、新しい発想による技術基準

類の整備が不可欠である。 

特に現下の都市政策上の課題である都市のコンパクト化には、中心部の活性化だけでなく、未だ続く

都市外延部への拡散的開発を確実に止める方策が必要である。それには、最大の手段である開発規制を

しっかり活用できるかどうかがカギになるが、現状の行政実務においては開発の立地判断等における説

明力が不足しており、適切な対応が出来ていない。この問題を改善するには、開発行為にかかる立地上

の可否について、行政判断に即地的な根拠を付与できる政策技術の整備が必要である。 

このため本研究は、都市計画法第６条による都市計画基礎調査の結果を用いて各土地の開発と保全に

かかる潜在的な利用適性の分析・評価を行うことのできる汎用的な手法の開発を目指すものである。 

 

２．研究の目的 
都市計画・開発規制を成長前提の大枠設定方式から、縮退も視野に入れた土地利用の効率化推進へと

転換するため、すべての基礎となる土地の多角的・定量的な適性・優先度評価技術の確立を図る。 

 

３．自己点検結果 
（必要性） 
都市計画基礎調査の現状は、自治体によってまちまちであるが、概ね土地利用の現況に関するデータ

は詳細に調査されており、それを GIS 化しているのが約２割である。しかし、データの活用の段となる

と、グラフに「集計」こそされるものの、即地的判断への利用は既存不適格建築物のチェック等に止ま

っており、都市のコンパクト化に向けた開発と保全のきめ細かな立地判断に役立てるようなデータの加

工は行われていない。地理空間情報技術が普及しつつある今日、法の規定に基づき集められているデー

タを的確に生かすためには、行政判断に役立つ形に地図上で加工する汎用的な手法を開発することが急

務である。 

なお、「平成 23 年度科学･技術重要施策アクションプラン」（科学技術政策担当大臣及び総合科学技

術政策会議有識者議員）では「社会インフラのグリーン化」が提示され、この中で「環境に配慮した、

コンパクトで便利な都市生活」等の推進のため「都市計画技術･制度などを開発･創成」することが記載

されている。また、国土交通省成長戦略では、「コンパクトシティへの誘導」のため、市街地の拡大の

抑制、都市機能･サービスの集約化に取り組むとともに、２～３年後の実現を目指して都市計画制度の

あり方を検討するとされている。これらから、この研究に 23 年度から着手し、都市計画制度の検討と

並行して実施することが必要である。 
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 また、技術開発面のタイミングとしては、「都市計画の電子化」について、「地理空間情報活用推進

基本法の基本計画」に基づき、平成２３年３月までに基図（都市計画に用いる白地図）の電子化が全国

自治体で整う予定であり、次段階でこれを受けた調査データの GIS 化（現在進捗率約３割）が進む見込

みとなっている。一方、裏付けとなる社整審小委報告は、２１年にとりまとめられたばかりであるが、

このため、調査・分析手法の共通化を手戻りなく図るには２３年度のタイミングでの行動開始が必要で

ある。 

 

（効率性） 
●研究の実施方法 

研究開発に必要なデータ類は、都市計画基礎調査において現況調査を詳細に行っている自治体が少な

くないことから、これらの提供を受けて使用するとともに、その他国土地理院など原則既存データを活

用する。ただし、これら各土地の多様な状況データ（例えば、各種インフラへのアクセス、各種利便施

設との距離、傾斜度等の地形、災害危険度、生態系特性、周辺土地利用など）は、そのままのデータで

は単位や尺度がまちまちであり、総合的な判断に資するデータとするには相対的な演算が可能な数値指

標への変換が必要である。本研究では、別紙のようなデータ加工プロセスの想定をおきながら特性の異

なる複数の都市・地域をケースにして適切な算定式や係数等を見出す方法によって、効率的な研究開発

とする予定である。 

また、近年の重要課題に対する土地適性評価手法の適用として、①都市基盤の非効率地区の抽出、②

市街地内のみどりの機能評価、③水害に強い都市づくりに向けた土地の保全優先度評価、の３つのテー

マを特に取り上げる。それぞれのテーマに対し、上記の土地適性評価手法の改良やデータ加工手法の検

討とケーススタディによる知見の蓄積を通じ、土地適性評価手法の適用性・実用性の向上を目指す。 

 

●研究の実施体制 

上述のとおり、本研究では土地利用現況調査等のデータ類を一部の自治体から提供を受けて研究開発

を行うが、同時にそれらの自治体と研究プロセスにおいて連携を図ることとし、それによりアウトプッ

トが自治体の実務を踏まえた利用しやすいものとするとともに、それらの自治体が本研究の成果をパイ

ロット的に即座に役立てるよう連携を図ることで、研究プロセスを通じて成果の即効性と普及を効果的

に図り得る実施体制とする。 

また、本研究を国の研究機関が実施することについては、研究開発の対象が法令に基づき実施される

行政行為の発展に資する標準的又は共通的な技術基準の開発に関するものであるとともに、かかる根本

的な共通部分を国が先行的に提示することにより、全国的な不整合と将来に及び非効率を避けられる効

果もある。地域的な差異について地方の裁量が入ることを否定するものではないが、根幹的部分につい

ては国がスタンダードを示すことが国益にかなうと考える。 
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年度計画と研究費配分 

実施年度 
総研究費 
約 110 

［百万円］

区分 

（目標、サブテーマ、分野等） 
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 研究費配分

 

 

 

  

   

 

 

土地の利用・保全の 

適性や優先度の評価手法  

 

  
 

約 60 

［百万円］

都市基盤の充足度状況

のデータ化手法、効率

性評価手法の検討 
プログラムの

カスタマイズ

 

  
 

都市基盤の非
効率地区の抽

出手法  

  

 

 

航空レーザ測量による

都市内緑のサンプルデ

ータ作成 
プログラムの

カスタマイズ

 

  
 

市街地内のみ
どりの機能評

価手法  

  
 

 

水害に対する保全必要

度評価手法の検討 
プログラムの

カスタマイズ

 

  
 

近年の重要 

課題に対応 

した土地適 

性評価手法  

 

水害に強い都
市づくりに向
けた土地の保
全優先度評価

手法 
 

   
 

約 50 

［百万円］

 

 

国土交通本省 国土技術政策総合研究所 

 

地方公共団体 

連携 

調整 

地理空間デー

タの提供 都市計画 

運用指針 

都市計画実務

への適用 
発出 

提供 

適性評価に必要なデータ

加工標準の検討

数値指標化手法、ゾーン

統合化手法の検討

適性評価手法の統合化と 

プロトタイププログラムの作成

ケーススタディの実施

プログラムの改良

ガイドラインの作成 

ケーススタディの準備

研究開発 

技術的手法の 

ガイドライン 

アウトプット 

成果 成果の 

組み入れ 

ケーススタディの実施

ケーススタディの実施

ケーススタディの実施

ガイドライン 
の作成 

ガイドライン 
の作成 

ガイドライン 
の作成 
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（有効性） 
都市のコンパクト化は、様々な方策を複合的に講じて推進する必要があるが、現実に都市の人口が

増えないにもかかわらず拡散を続けている事実を見ると、開発規制のあり方が成否のカギを握ってい

る。土地利用の拡散防止と集約化を開発規制における立地判断を通じて行うには、将来の即地的な土

地利用のあり方に関するマスタープランレベルでのコンセンサス形成と、地域地区や条例等による区

域指定を経て個別開発の審査基準に反映するプロセスとなるが、そのいずれの段階においても本来求

められる客観的な根拠資料を作成する方法が、未整備である。本研究の成果は、その問題への解法を

直接構築しようとするものである。 
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【事前評価】 研究成果及び活用 様式C［事前］

期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考

各種の既存データから、総合的に土地利用の適性を計算する
ために必要な、データ加工の標準手法の確立。

土地利用の適性評価において必要となる、数値指標化手法
（既存データに格納されている属性値を元に指標化するため
の変換関数など）、ゾーン統合化手法（細かなメッシュサイ
ズを統合するための空間的クラスタリング手法など）の基礎
的手法の確立。

取得・加工したデータを元に、土地利用の適性や優先度など
の評価可能な汎用的な体系（計算のためのプログラムなど）
を構築。ケーススタディを通じて実務で必要となるパラメー
タ（設定値）類の蓄積。

①都市基盤の非効率地
区の抽出手法

・都市の外延地域における既存の開発地でありながら、基盤
施設のサービス効率が著しく低下した地区を抽出し土地適性
評価に活用する手法
・ケーススタディによる知見の蓄積

②市街地内のみどりの
機能評価手法

・みどりを量（緑比率など）だけで評価するのではなく、み
どりの機能的貢献の面から空間的分布を評価し土地利用とし
ての緑地の保全計画に反映させる手法
・ケーススタディによる知見の蓄積

③水害に強い都市づく
りに向けた土地の保全
優先度評価手法

・治水と土地利用の連携による一層効果的な水害対策を目指
し、治水行政の持つ情報を都市行政が用いる土地適性評価に
活用する手法
・ケーススタディによる知見の蓄積

研究の成果目標

研究課題名：都市計画における戦略的土地利用マネジメントに向けた土地適性評価技術に関する研究

これらの検討成果をガイドラインとしてとりまとめる。
ガイドラインは、本省都市計画課より、地方公共団体へ
技術的助言（都市計画運用指針の一部等）として発出さ
れることを目指す。

2 近年の重要課題に対応した
土地適性評価手法

 1 土地の利用・保全の適性や優先度の評価手法

－
4
0
－



研究概要書：国際バルク貨物輸送効率化のための新たな港湾計画手法の開発 

－超大型バルクキャリアに対応した合理的な計画基準の検討－ 
 

 

研 究 代 表 者 名：港湾研究部 港湾計画研究室長 赤倉 康寛 
技 術 政 策 課 題： 
関 係 研 究 部：  
研 究 期 間：平成２３年度 ～ 平成２５年度 
総 研 究 費 （ 予 定 ）：約３８百万円 
 

 

１．研究の概要 

・ 中国・インド等の旺盛な資源需要、2015 年目標のパナマ運河拡張等により、バルクキャリアの大

型化が急速に進展している。鉄鉱石輸送で 30～40 万トン、火力発電等に用いる一般炭及び穀物輸送

で 9～12 万トンの超大型船が大量に就航予定である。 

・ 一方、我が国港湾のバルク貨物対応施設の多くは、高度成長期に整備されており、既に水深等能

力の不足が生じ、輸送効率の低下を招いてきている。 

・ そのため、国交省成長戦略会議国際バルク戦略港湾検討委員会において、「選択」と「集中」に

よるバルク貨物取扱港湾の国際競争力強化策が検討されており、平成 22 年度中に超大型船に対応し

た拠点港湾が選定される予定である。 

・ しかし、超大型船に対応した拠点港湾の整備において、従来の港湾の計画手法を適用すると、非

常に大きな施設規模となり、多大な費用が必要となる。限られた財源において十分な整備が進めら

れない可能性が懸念される。 

・ 以上を踏まえ、本研究では、拠点港湾に対して、安全性を担保しつつ、船体運動の定式化により

施設規模を縮小する新たな計画手法を開発する。さらに、一部の貨物を卸した減載状態での寄港と

なる港湾に対して、その運用を前提として、更に規模を縮小した計画手法も開発する。具体的な検

討項目は、以下のとおり。 

(1) 超大型船の諸元・対応港湾施設のデータ収集・分析 

(2) 詳細諸元データに基づく船体運動の定式化 

(3) ケーススタディによる新たな計画手法の検証 

(4) 効率的寄港のための減載船に対する計画手法の開発 

(5) 技術基準改訂案のとりまとめ 

・ 平成 24 年度より、戦略港湾の整備が開始されると想定されることから、新規整備に対応した(1)

～(3)を先行させる。 

 

 

 

資料３－８ 
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２．研究の目的 

・ 我が国産業の国際競争力や国民の食生活の安定を維持・強化するために、今後就航する超大型船

が、我が国港湾へ寄港可能とする必要がある。 

・ そのため、従来の船型を大きく超える超大型船に対応し、限られた財源において、効率的な港湾

施設の整備を可能とする新たな港湾の計画手法を開発する。 

・ 本研究の成果により、超大型船が満載で寄港する拠点港湾の整備、さらには、減載対応のその他

港湾の整備が促進される。 

 

３．自己点検結果 
（必要性） 

・ 『新成長戦略（平成 22 年 6 月 18 日閣議決定）』では、「ポスト・パナマックス船対応のバルク戦

略港湾の整備等により、（中略）モノの流れを作り出す」とされている。 

・ このためには、早急に超大型船に対応した拠点港湾を整備しなければならない。しかし、現状の

計画手法では、施設規模が大きくなり、多大な費用が必要となるため、限られた財源で十分な整備

が進められない可能性が懸念される。 

・ 本研究は、安全性に支障のない範囲で施設規模を縮小させ、効率的な港湾整備を促進するもので

あることから、その必要性は、非常に高い。 

（効率性） 
●研究の実施体制 

・ 本研究を担当する港湾計画研究室では、港湾の計画手法をまとめた技術基準を、操船や造船分野

の研究者等に協力をいただきながら策定してきている。本研究においても、そのノウハウと人脈を

活かすことができる。 

・ さらに、船社、荷主、港湾管理者、国土交通省港湾局・地方整備局との連携・調整をとりながら

研究を進めることにより、効率的な研究体制を構築する。 

国総研
船社，荷主
港湾管理者等

国交省港湾局
地方整備局

大学・学会等連携
調整

連携
協力

連携
調整

技術基準の策定

 

●研究の実施方法 

 (1) 超大型船の諸元・対応港湾施設のデータ収集・分析 

  現在建造中の超大型船について、施設計画に必要となる基本諸元データ（排水トン、全長、垂線

間長、満載喫水等）を収集し、既存船との相違の有無を分析する。また、海外の港湾における超大

型船対応の港湾施設の整備計画についても、情報収集・分析する。 
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 (2) 詳細諸元データに基づく船体運動の定式化 

  船体の詳細諸元データ（風圧面積，舵の詳細データ等）を、図面や類似船型等から推計する。さ

らに、詳細諸元データにより、超大型船の航走時の船体運動、波浪や風、航路側壁や行き会い船の

影響に対する船体運動を定式化することにより、新たな計画手法を検討する。 

 (3) ケーススタディによる新たな計画手法の検証 

  ケーススタディとして、具体的な港湾において、現行及び新計画手法による港湾施設の計画を行

い、両手法の比較分析を行う。さらに、海外港湾の整備計画を分析し、実際の操船状況を AIS デー

タによって分析することにより、新手法の安全性を確認する。 

 (4) 効率的寄港のための減載船に対する計画手法の開発 

  超大型船の複数港寄港に対応するため、満載ではなく、一部の貨物を卸した減載状態での寄港を

前提とした水深と寸法の比が従来と異なる港湾施設の計画手法を開発する。その際、満載対応と同

様に、ケーススタディを実施する。 

 (5) 技術基準改訂案のとりまとめ 

  全体を整理し、超大型バルクキャリアに対応した港湾施設の新たな計画手法（満載及び減載）を、

有識者ヒアリング等の結果を踏まえつつ、技術基準（港湾の施設の技術上の基準・同解説）の改訂

（案）としてとりまとめる。 

 

年度計画と研究費配分 

実施年度 
総研究費 
約３８ 

［百万円］

区分 

（目標、サブテーマ、分野等） 
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 研究費配分

超大型船の諸元・対応港湾施設のデータ収

集・分析 

   約７ 

［百万円］

詳細諸元データに基づく船体運動の定式化
   約１０ 

［百万円］

ケーススタディによる新たな計画手法の検

証 

   約７ 

［百万円］

効率的寄港のための減載船に対する計画手

法の開発 

   約１１ 

［百万円］

技術基準改訂案のとりまとめ 
   約３ 

［百万円］

 

（有効性） 
・ 本研究により開発した超大型船対応の新計画手法は、技術基準の改訂案となるものである。技術

基準は、民間による整備を含め、今後の我が国の港湾施設整備全般に適用されるため、研究成果の

有効性は非常に高い。 
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【事前評価】 研究成果及び活用 様式C［事前］

期待される研究成果
研究成果の活用方針

（施策への反映・効果等）
備考

超大型船の排水トン，全長，垂線間長，満載喫水等のデー
タや動向分析．

海外港湾における超大型船対応の港湾施設整備の動向
（港湾施設諸元等）分析．

超大型船の風圧面積や舵の詳細データ等の推計．

超大型船の航走時の船体運動，波浪や風，航路側壁や行
き会い船からの影響に対する船体運動定式化．

ケーススタディによる新たな
計画手法の検証

具体的な港湾における新計画手法と従来計画手法の比較
分析．また，これらに対する，海外港湾等の操船状況等か
らの検証．

減載船に対する計画手法
の開発

複数港寄港する超大型船の減載状態に対する必要諸元の
算定．さらに，従来計画手法との比較分析．

技術基準改訂案とりまとめ
超大型船に対応した新たな計画手法（満載・減載）による技
術基準改訂案のとりまとめ．

研究課題名：国際バルク貨物輸送効率化のための新たな港湾計画手法の開発 －超大型バルクキャリアに対応した合理的な計画基準の検討－

研究の成果目標

超大型バルクキャリアに
対応した新たな港湾計
画手法の開発

超大型バルクキャリアに対応した港湾の施設
の技術上の基準・同解説の改訂案が作成さ
れ，満載で寄港する拠点港湾の整備，さらに
は，減載対応のその他港湾の整備が促進さ
れる．

超大型船の諸元・対応港湾
施設の分析

超大型バルクキャリアの船
体運動の定式化

－
4
4
－



 

 

 

 

 

第２編 

平成 22 年度第５回～第７回国総研研究評価委員会分科会 

 



 



 

第１章 評価の方法等 

 

 

１ 評価の目的 

 「科学技術基本計画」、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」、「行政機関が行う政策の評

価に関する法律」等に基づき、公正かつ透明性のある研究評価を行い、評価結果を研究活動、

研究体制の整備・運営等に的確に反映することにより、 

○ 社会経済状況、住宅・社会資本に係る国民的・社会的要請、国土技術政策の企画立案・

実施に必要な技術ニーズ、公共事業等の効果的実施に必要な現場技術ニーズ等を的確に踏

まえた研究課題の設定、適切な研究計画の作成及びその効率的かつ着実な実施 

○ 組織の使命に応じて研究能力が最大限に発揮されるような研究体制の整備・運営 

○ 研究成果の円滑かつ適切な行政及び社会への反映並びに国民への研究内容の開 

  示等に資することを目的とする。 

 

 

２ 評価の対象 

平成 21 年度に終了した課題の事後評価及び平成 23 年度開始予定のプロジェクト研究（所と

して重点的に推進する研究）課題を評価対象とした。今回の研究評価委員会分科会の評価の対

象となった研究課題は、事後評価として 9 課題、事前評価として 3課題である。 

 

（事後評価） 

1． 大規模災害時の交通ネットワーク機能の維持と産業界の事業継続計画との連携に関する

研究 

2． 気候変動等に対応した河川・海岸管理に関する研究 

3． セカンドステージＩＴＳによるスマートなモビリティの形成に関する研究 

4． 建築物の構造安全性能検証法の適用基準の合理化に関する研究 

5． 建築空間におけるユーザー生活行動の安全確保のための評価・対策技術に関する研究 

6． 建物用途規制の性能基準に関する研究 

7． 都市整備事業に対するベンチマーク手法適用方策に関する研究 

8． 国際交通基盤の統合的リスクマネジメントに関する研究 

9． 低頻度メガリスク型の沿岸域災害に対する多様な効用を持つ対策の評価に関する研究 

 

（事前評価） 

10．社会資本ＬＣＡの実用化研究 

11．道路交通の常時観測データの収集、分析及び利活用の高度化に関する研究 

12．沿岸域の統合的管理による港湾環境の保全・再生に関する研究 

 

※事前評価の課題名は全て仮称 
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３ 評価の視点 

平成 21 年度に終了したプロジェクト研究等については、必要性、効率性及び有効性の観点か

ら、以下の項目について、自己点検結果を基に事後評価を行う。 

○当初の目標に対する達成度（成果目標に対して、どの程度成果が得られているか。） 

○研究成果と成果の活用方針 

○研究の実施方法、体制の妥当性 

○上記を踏まえた、本研究の妥当性 

（科学的・技術的意義、社会的・経済的意義、目標の妥当性等も含める） 

平成 23 年度開始予定の新規課題については、必要性、効率性及び有効性の観点から、以下の

項目について、自己点検結果を基に事前評価を行う。 

○必要性：研究の背景を踏まえた研究の必要性 

○効率性：研究の実施方法、体制の妥当性 

○有効性：研究成果の見込みと成果の活用方針 

 

 

４ 研究評価委員会分科会の開催 

専門的視点からの評価を行うため、各分野の専門家で構成された国土技術政策総合研究所研

究評価委員会分科会を開催することとし、第５回～第７回分科会を、12 月 2 日、12 月 9 日及び

12 月 15 日に開催した。各評価対象研究開発課題の評価担当部会及び評価担当部会の会議に他

部会から出席いただく委員は、国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会設置規則に基づ

き、研究評価委員会委員長により指名された。また、評価担当部会以外の委員等には事前に資

料を送付し、意見をいただくこととした。なお、分科会の前に国土技術政策総合研究所研究評

価所内委員会を開催し、評価対象課題について、所として自己点検を行っている。 

研究評価委員会分科会は、国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会設置規則に基づき、

以下の構成となっている。 

 

第一部会      主査 石田 東生  筑波大学大学院教授  

委員 寶  馨   京都大学教授 

委員 中村 太士  北海道大学大学院教授 

委員 根本 敏則  一橋大学大学院教授 

委員 藤田 正治  京都大学教授  

委員 古米 弘明  東京大学大学院教授 

委員 松村 友行  パシフィックコンサルタンツ(株)常務取締役 

委員 渡邊 法美  高知工科大学教授 

  

第二部会      主査 村上 周三  (独)建築研究所理事長 

委員 浅見 泰司  東京大学教授 

委員 大村謙二郎  筑波大学大学院教授 

委員 髙田 光雄  京都大学大学院教授 

委員 辻本  誠  東京理科大学教授 
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委員 野口 貴文  東京大学大学院准教授 

委員 野城 智也  東京大学教授 

委員 芳村  学  首都大学東京教授 

 

第三部会     主査 三村 信男  茨城大学教授 

委員 井口 典夫  青山学院大学教授 

委員 日下部 治  東京工業大学大学院教授 

委員 窪田 陽一  埼玉大学大学院教授 

委員 小林 潔司  京都大学大学院教授 

委員 柴山 知也  早稲田大学理工学術院教授 

委員 山内 弘隆  一橋大学大学院教授 

（平成 22 年 12 月現在、主査以外五十音順・敬称略） 

 

第５回分科会（平成 22 年 12 月 2 日）の評価担当部会は第三部会であり、第三部会から三

村主査と井口、窪田、小林、柴山、山内委員の各委員、第一部会から松村委員、第二部会か

ら野口委員に出席いただいた。 

第６回分科会（平成 22 年 12 月 9 日）の評価担当部会は第一部会であり、第一部会から石

田主査と中村、藤田、古米、松村委員の各委員、第二部会から大村委員、第三部会から日下

部委員に出席いただいた。 

第７回分科会（平成 22 年 12 月 15 日）の評価担当部会は第二部会であり、第二部会から

村上主査と浅見、大村、高田、芳村委員の各委員、第一部会から松村委員、第三部会から井

口委員に出席いただいた。 

会議当日は、研究内容等について説明した後、主査及び各委員から意見をいただき、さらに、

事後評価・事前評価については評価シートに記入いただいた。また、他の部会の委員等から事

前にいただいた意見も紹介された。ただし、主査及び各委員が評価対象課題に参画している場

合には、評価対象課題のうち、当該部分の評価は行わないこととした。また、主査が評価対象

課題に関与している場合には、当該部分の評価を行う間、予め委員長が他の委員から指名する

委員が、主査の職務を代理することとした。 

評価結果は、他の部会の委員等から事前にいただいた意見を含め、事後評価・事前評価につ

いては会議における意見及び評価シートに基づき、主査又は主査の職務を代理する委員の責任

においてとりまとめられた。さらに、研究評価委員会委員長の同意を経て、国土技術政策総合

研究所研究評価委員会の評価結果とされた。 

 

 

５ 評価の進め方 

本年度の分科会では、以下のように評価を進めることとした。 

（１）２ 評価の対象については、研究課題が主に対象とする分野に応じて、第５～７回分科

会に分けて評価を行う。 

（２）主査及び各委員から意見をいただくとともに、他の部会の委員等から事前に伺っている

意見を紹介する。また、事後評価及び事前評価については評価シートにご記入いただく。
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（但し、口頭で発言された意見は記入不要） 

（３）会議当日の審議内容、事前意見及び評価シートの指標集計結果に基づき、主査が総括を

行う。 

＜分科会委員が評価対象課題に参画している場合等の対応について＞ 

評価対象課題のうち、当該部分の評価は行わないこととする。また、主査が評価対象課題

に参画している場合には、当該部分の評価を行う間、予め委員長が他の委員から指名する委

員が、主査の職務を代理することとする。 

 

 

６ 評価結果のとりまとめ 

評価結果は、審議内容、評価シートに基づき、主査の責任においてとりまとめられた。その

後、研究評価委員会委員長の同意を経て、国土技術政策総合研究所研究評価委員会の評価結果

とされた。 

 

 

７ 評価結果の公表 

評価結果は、議事録とともに公表することとした。なお、議事録における発言者名について

は、「主査」、「委員」、「事務局」等として表記することとした。 
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第２章 評価の結果 

 

 

本評価結果は、平成 22 年度第５回、第６回及び第７回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会

における審議に基づきとりまとめたものである。 

 

 

平成２３年 ２月１０日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会 

委員長 森杉 壽芳 
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１．「大規模災害時の交通ネットワーク機能の維持と産業界の事業継続計画との連携に関する研究」 

の評価結果（事後評価） 

 

【総合評価】 

 本省、地方整備局、地方自治体等と連携して研究を進めるとともに、事業継続計画の連携に関する調査

では地域の住民や企業を交えた検討会を開催するなどにより研究を実施したものであり、研究実施方法、

体制等の妥当性は適切であった。 

 また、実効性のある「官民共同による事業継続計画策定ガイドライン（案）」の策定や、道路ネットワ

ーク評価を想定した構造物の評価に資する共通指標を開発するなど、十分な成果を上げており、目標の達

成度については、目標を十分達成できたと評価する。 

 今後は、得られた成果の活用、普及を促す取り組みと、活用のために必要なデータの整備を期待する。 

 

【評価指標別評価結果】 

研究の実施方法、 

体制等の妥当性 

 

 

１ 適切であった 

２ 概ね適切であった 

３ やや適切でなかった 

４ 適切でなかった 

★★★★★ 

★★ 

 

 

目標の達成度 

 

 

 

１ 目標を十分達成できた 

２ 概ね目標を達成できた 

３ あまり目標を達成できなかった 

４ 目標を達成できなかった 

★★★★ 

★★★ 

 

 

 

【指摘事項】 

なお、以下の指摘事項があったので参考にされたい。 

・災害国日本の特性にあわせた重要な研究として高く評価できる。 

・重要な研究成果が得られているので、今後は如何に全国展開するかを、よく工夫しながら検討し、事業

化していただきたい。 

・研究成果は大きいと思われるが、更に社会的普及が図られると良い。 

・普及についてはモニタリング調査が必要ではないか。 

・立地促進、企業誘致に使えるのではないか。 

・ガイドライン（案）が出来たことは、中堅企業のＢＣＰ策定に役立つ。企業の意識向上に役立てたい。 

・ＢＣＰについては、もう少し具体的な像を示して、中堅企業の参加意識を導き出す工夫があると良い。 

・ＢＣＰ策定に使うパラメータの整備を強力に進めて欲しい。 

・ツールとして活用し得る成果は得られている。ただ、実施の段階では、ＢＣＰに関していえば局地的想

定災害形態情報との連結、災害復旧に関していえば産業構造の実態との関連についても更なる連結が必

要。 

・ネットワーク評価に関する研究、および地震災害のインフラ被害波及構造のモデルに関する研究の成果

が今後、ガイドライン(案)へ反映されることを期待する。 
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平成２３年 ２月１０日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第一部会主査 石田 東生 
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２．「気候変動等に対応した河川・海岸管理に関する研究」の評価結果（事後評価） 

 

【総合評価】 

 気候変動外力の設定では他研究機関とともに検討し、影響評価の解析モデルのデータ提供やXバンドMP

レーダーの実装などで地方整備局と連携を図るなど、効率的かつ組織的に実施することにより成果を上げ

たものであり、研究の実施方法、体制の妥当性は概ね適切であった。 

 また、XバンドMPレーダーの雨量システムを構築や、将来の洪水量増大率の算定、浸水被害の波及被害

の算定手法の実用化など、一定の成果が上がっていることから、目標の達成度については、概ね目標を達

成できたと評価する。 

 今後は、モデルの分解性の向上や高度情報化等に取り組むとともに、社会的にも関心の高いテーマであ

ることから、適応策に関する研究成果を社会にアピールしていくことに取り組まれたい。 

 

【評価指標別評価結果】 

研究の実施方法、 

体制等の妥当性 

 

 

１ 適切であった 

２ 概ね適切であった 

３ やや適切でなかった 

４ 適切でなかった 

★★ 

★★★★ 

 

 

目標の達成度 

 

 

 

１ 目標を十分達成できた 

２ 概ね目標を達成できた 

３ あまり目標を達成できなかった 

４ 目標を達成できなかった 

★★★ 

★★★ 

 

 

 

【指摘事項】 

なお、以下の指摘事項があったので参考にされたい。 

・大規模、多組織にまたがる研究をうまく推進して良い成果を得ており、高く評価できる。 

・社会的関心の高いテーマに取り組んだ重要な研究で十分な研究成果が導かれていると評価できる。研究

成果をより市民に分かりやすい形で示されるために多様なメディアとの連携を図られると良い。 

・社会へのアピールが必要。影響の表現がマクロにすぎるので、リアリティを得るためにミクロなプレゼ

ンも必要。 

・社会の都市側のソフトな適用策とミクロアプローチが必要。 

・研究項目を総合化するための地域スタディなどがあっても良い。 

・政治的意思決定への支援、法整備への影響について検討、一般住民へのアウトリーチが次の課題。 

・国際的普及も図ってほしい。 

・適応策の策定・検討のため、更なる展開に期待する。 

・シナリオの検討と、それに対応する適応策の考え方のガイドラインが必要。 

・他の研究機関とは、良く連携している。 

・国総研内部での連携の強化を期待する。 

・温暖化によるリスクと社会要因（人口減少）を組み合わせて議論してほしい。 
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平成２３年 ２月１０日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第一部会主査 石田 東生 
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３．「セカンドステージITSによるスマートなモビリティの形成に関する研究」の評価結果（事後評価） 

 

【総合評価】 

 本省、地方整備局、道路管理者、大学、民間企業等と連携して研究を実施したものであり、研究の実施

方法、体制等の妥当性は適切であった。 

 また、策定した次世代ITSシステムの規格・仕様など、成果の多くは実運用されており、一定の成果を

上げていることから、目標の達成度については、目標を十分達成できたと評価する。 

 今後は、国際的な戦略としての活用、環境負荷の低減に資する研究への発展等、成果を活用した更なる

展開を期待する。 

 

【評価指標別評価結果】 

研究の実施方法、 

体制等の妥当性 

 

 

１ 適切であった 

２ 概ね適切であった 

３ やや適切でなかった 

４ 適切でなかった 

★★★★★ 

★ 

 

 

目標の達成度 

 

 

 

１ 目標を十分達成できた 

２ 概ね目標を達成できた 

３ あまり目標を達成できなかった 

４ 目標を達成できなかった 

★★★★★ 

★ 

 

 

 

【指摘事項】 

なお、以下の指摘事項があったので参考にされたい。 

・実践的かつ実用的な研究で、多くの成果が得られた研究として評価できる。 

・今後、環境負荷低減化の効果の定量化や、低減に資する施策への反映を期待したい。 

・非常に具体的かつ実践的な研究で、十分な成果が得られてる。今後は、交通事故対策の車対人について

も研究を進めて貰いたい。 

・国際的な研究成果普及を図る努力を期待する。 

 

 

平成２３年 ２月 ３日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第一部会主査代理 藤田 正治 
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４．「建築物の構造安全性能検証法の適用基準の合理化に関する研究」の評価結果 

（事後評価） 

 

【総合評価】 

 特定行政庁等へのアンケート調査や性能評価機関に対するヒアリング調査を実施し、効率的に、かつ適

切な課題抽出を行うなど、研究の実施方法、体制の妥当性は概ね適切であった。 

 また、信頼性解析に基づく方法による各種構造安全性能検証法の持つ精度の明確化、必要な余裕度検討

のための実証的な技術情報を得るなどは将来につながるもので、目標の達成度については、概ね目標を達

成できたと評価する。 

 今後は、信頼性解析に基づく方法による評価方法を他のテーマにも適用する等、成果を活用した更なる

展開を期待する。 

 

【評価指標別評価結果】 

研究の実施方法、 

体制等の妥当性 

 

 

１ 適切であった 

２ 概ね適切であった 

３ やや適切でなかった 

４ 適切でなかった 

★★ 

★★★★★ 

 

 

目標の達成度 

 

 

 

１ 目標を十分達成できた 

２ 概ね目標を達成できた 

３ あまり目標を達成できなかった 

４ 目標を達成できなかった 

 

★★★★★★ 

★ 

 

 

【指摘事項】 

なお、以下の指摘事項があったので参考にされたい。 

・社会的関心の高い研究テーマであり、事前評価段階で多くの要求が出たと思われる。それらに照らした

場合、必ずしも目標を十分に達成できなかったと思われるが、何故できなかったのか、課題設定・方法

論についての点検を行って、成果の普及に努めてほしい。 

・今後の統計データの収集蓄積による、更なる定量化に期待する。 

・バラツキ自体の把握方法について説明がほしい。 

・専門外の人には分かり難い説明だった。研究目標との対比で成果を説明していただけると分かりやすい。 

 

 

平成２３年 ２月 ８日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第二部会主査 村上 周三 
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５．「建築空間におけるユーザー生活行動の安全確保のための評価・対策技術に関する研究」の評価結果

（事後評価） 

 

【総合評価】 

 インターネットによるアンケート調査等により、公共的な建築空間での事故事例を収集し、日常安全に

関する有識者による検討委員会を設置して研究を進めることで有益な成果が得られており、研究実施方法、

体制等の妥当性は適切であった。 

 また、事故パターンや対応策を整理した知識ベースとして「建物事故予防ナレッジベース」を構築、Web

上に公開し、一般への情報提供を行うなど一定の成果を上げており、目標の達成度については、概ね目標

を達成できたと評価する。 

 今後は、よりデータベースの充実を図るとともに、成果が対策に結びつくものへ発展することを期待す

る。  

 

【評価指標別評価結果】 

研究の実施方法、 

体制等の妥当性 

 

 

１ 適切であった 

２ 概ね適切であった 

３ やや適切でなかった 

４ 適切でなかった 

★★★★★ 

★★ 

 

 

目標の達成度 

 

 

 

１ 目標を十分達成できた 

２ 概ね目標を達成できた 

３ あまり目標を達成できなかった 

４ 目標を達成できなかった 

★★★ 

★★★★ 

 

 

 

【指摘事項】 

なお、以下の指摘事項があったので参考にされたい。 

・目標設定も明確で、社会的に有用な研究成果を導き出している。今後、どのような形でナレッジベース

を発展、運営していくのか、持続的な管理システムの検討を期待する。 

・国立機関でないとできない、貴重なデータの集積がなされている。 

・重要なＤＢだと思うので、今後はより有効に使えるように工夫していただきたい。 

・目標達成のためにも、研究成果についてはマスコミ等を通じて広く公表すべき。また、消費者側との連

携も考慮してほしい。 

・この成果を、対策を実施する側として発展させてほしい。 

・一番効果が高いのはどのような施策か、施策と効果の分析もお願いしたい。 

・研究の意義は高いと考えられるが、統計分析については母集団が明確に定義できないものがある。 

・エレベータについては、事故以外の問題（故障/サービス等）についても、きめ細かな対応を望む。 

・東京大学工学系研究科の堀井教授が、対応策に関するヒントが得られるような整理の仕方を上手にやっ

ているので、参考にされると良い。 
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平成２３年 ２月 ８日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第二部会主査 村上 周三 
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６．「建物用途規制の性能基準に関する研究」の評価結果（事後評価） 

 

【総合評価】 

 建物用途が市街地環境に及ぼす影響項目を体系的に整理するとともに、全ての建物用途に共通する「出

入り交通」に着目して実測を行うなど、研究実施方法、体制等の妥当性は適切であった。 

 また、実測データにもとづき建物用途が周辺環境に及ぼす影響の評価方法を開発、「判定チェックシート

（試案）」を作成するなど一定の成果を上げており、目標の達成度については、概ね目標を達成できたと評

価する。 

 今後は、定量化による成果を活用しつつ、次のステップとして迷惑面の心理的な許容度等の定性的な側

面についても検討されたい。 

 

【評価指標別評価結果】 

研究の実施方法、 

体制等の妥当性 

 

 

１ 適切であった 

２ 概ね適切であった 

３ やや適切でなかった 

４ 適切でなかった 

★★★★ 

★★★ 

 

 

目標の達成度 

 

 

 

１ 目標を十分達成できた 

２ 概ね目標を達成できた 

３ あまり目標を達成できなかった 

４ 目標を達成できなかった 

★★★ 

★★★★ 

 

 

 

【指摘事項】 

なお、以下の指摘事項があったので参考にされたい。 

・建築物用途規制について実効性のあるキメ細かな対応を求めるものであり、今後、この成果が政策に反

映されることを期待する。なお、現在都心の住商混在地区ではタバコの煙に対する苦情が増えている。

分煙化によりオフィスビルは外部に喫煙所（コーナー）を設ける傾向にあるが、それが隣接住宅の玄関

口のすぐ近くであったりしている。交通と同様、この点もキメ細かな対応の中で検討されることを期待

する。 

・研究目標および研究方法は適切であり、成果も有用なものが得られたと考える。しかし、定量化に絞り

込み過ぎると用途規制の問題で抜け落ちる可能性がある点に留意してほしい。 

・法改正に結びつけるために、更なる検討を期待する。 

・規制基準の科学的根拠を与える資料として有用である。学術面から見ても、興味深い成果が得られてい

る。 

・１２用途を５用途に集約、審査による条件付き認可用途等、都市計画等の新しい研究であり、法制度の

検討に向けた更なる展開を期待する。 

・研究目的のレベルと成果のレベルにギャップがあるように感じられる。 

・判定チェックシートは極めて興味深い（許可の仕組みの研究を先行させた方が良かったのではないか）。 

・分析の視点を絞って研究を進めた点は適切であったと考える。 

・多様な分析の相互の関係が明確である。 
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平成２３年 ２月 ８日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第二部会主査 村上 周三 
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７．「都市整備事業に対するベンチマーク手法適用方策に関する研究」の評価結果 

  （事後評価） 

 

【総合評価】 

 国土交通本省と連携し、地方公共団体等の協力を得ながら収集している豊富な事業実施データを活用し

て研究を実施したものであり、研究の実施方法、体制の妥当性は概ね適切であった。 

 また、特性の異なる各地区の比較が可能となるベンチマーク指標の設定及び利用方法を運用指針（案）

として示し、「成功要因・ノウハウ集（案）」を取りまとめるなど、一定の成果が得られていることから、

目標の達成度については、概ね目標を達成できたと評価する。 

 今後は、多様な市街地開発のタイプに応じた細かい検討を通して、ベンチマーク手法がより有益に活用

されるよう、研究成果の更なる充実を期待する。 

 

【評価指標別評価結果】 

研究の実施方法、 

体制等の妥当性 

 

 

１ 適切であった 

２ 概ね適切であった 

３ やや適切でなかった 

４ 適切でなかった 

★★ 

★★★★ 

★ 

 

目標の達成度 

 

 

 

１ 目標を十分達成できた 

２ 概ね目標を達成できた 

３ あまり目標を達成できなかった 

４ 目標を達成できなかった 

 

★★★★★ 

★★ 

 

 

【指摘事項】 

なお、以下の指摘事項があったので参考にされたい。 

・このベンチマークを各土地区画整理事業に当てはめた後、事業の立ち位置が確認出来、事業を更に進捗

させる方策が示せるように、本研究を活かしてほしい。 

・ベンチマークを構成する要素の整理、客観的な地区間比較を可能としている視点は良い。 

・既成市街地の区画整理も地区特性に応じて特色が異なると思われるので、タイプ毎の細かい分析、指標

が必要。ベンチマークがどのタイプで役立てるのかの検討も必要。 

・ベンチマークを設定する意義を、もう少し良く考察していただきたかった。 

・データの関数化に無理がある（タテ・ヨコに相関が見られないように思われる）ものがある。 

 

 

平成２３年 ２月 ８日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第二部会主査 村上 周三 
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８．「国際交通基盤の統合的リスクマネジメントに関する研究」の評価結果（事後評価） 

 

【総合評価】 

大規模自然災害等による国際交通基盤の機能低下・停止を防ぐには、被災時に関係者が横断的に連携し

て対応することが極めて重要である。そのための事例収集・ヒアリングを多岐にわたる関係者と良好な関

係を築きながら実施したものであり、研究の実施方法、体制の妥当性は概ね適切であった。 

また、発生頻度や脆弱性を踏まえた国際交通基盤のリスク分析の高度化の検討、空港でこれまでなかっ

た大規模自然災害を想定した横断的連携の検討がされたことは評価でき、目標の達成度については、概ね

目標を達成できたと評価する。 

今後は、成果を制度に反映するためのマニュアル等ツールの整備、対象とするリスクや克服方法の総合

化などさらなる展開を期待する。 

 

【評価指標別評価結果】 

研究の実施方法、 

体制等の妥当性 

１ 適切であった 

２ 概ね適切であった 

３ やや適切でなかった 

４ 適切でなかった 

★★ 

★★★★★★ 

 

目標の達成度 １ 目標を十分達成できた 

２ 概ね目標を達成できた 

３ あまり目標を達成できなかった 

４ 目標を達成できなかった 

★ 

★★★★★★★ 

 

 

 

【指摘事項】 

なお、以下の指摘事項があったので参考にされたい。 

・統合的マネジメントの意味が明確になるような記述にしてほしい。 

・「統合的」よりも「協働的」の方がふさわしいように思う。 

・リスクマネジメントの実効性を高めるための研究を継続してほしい。 

・港湾、空港のリスクマネジメントの制度・仕組みを把握し、その中におけるリスクマネジメントへの反

映を考えるべきであり、今後の展開を期待する。 

・国家的危機管理の統合的な体制への反映を期待する。 

・こうした研究をしていることを広く内外に知らしめ、一部でも早急に政策等に反映されることを望む。 

・成果が航空会社の業務継続計画に反映されることを期待する。 

・対応シナリオの実現に向けた具体的なマニュアル整備を進めていただきたい。 

・実現に支障をきたす問題の解決策も具体に示し、各関係者にも対応策を提示してもらうなど、万が一の

場合にも対策が機能するようにしてほしい。 

・代替空港・港湾を使ったとしても、旅客・貨物の目的地までの輸送に支障が出ることなどについてもリ

スク評価において考慮してほしい。 
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平成２３年 ２月 ７日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第三部会主査 三村 信男 
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９．「低頻度メガリスク型の沿岸域災害に対する多様な効用を持つ対策の評価に関する研究」の評価結果

（事後評価） 

 

【総合評価】 

沿岸域災害に対しての検討会を大学や公営企業の関係者と開催するとともに、河川や都市などの他分野、

オランダや韓国など海外の防災事例も収集しながら実施したものであり、研究の実施方法、体制の妥当性

は概ね適切であった。 

また、合意形成モデルや統合的マネジメントシステムは概念の整理に留まるものの、低頻度メガリスク

型沿岸域災害対策の方向性が整理されたことは評価でき、目標の達成度については、概ね目標を達成でき

たと評価する。 

今後は、人命救助も概念に取り込んだインフラ投資の検討や長期的事業の費用対効果分析を行って、さ

らに施策に反映できるように具体化を期待する。 

 

【評価指標別評価結果】 

研究の実施方法、 

体制等の妥当性 

１ 適切であった 

２ 概ね適切であった 

３ やや適切でなかった 

４ 適切でなかった 

★ 

★★★★★ 

★★ 

 

目標の達成度 １ 目標を十分達成できた 

２ 概ね目標を達成できた 

３ あまり目標を達成できなかった 

４ 目標を達成できなかった 

  

★★★★★ 

★★★ 

 

 

【指摘事項】 

なお、以下の指摘事項があったので参考にされたい。 

・合意形成、統合的マネジメントシステムの部分を発展させてほしい。 

・モデルの現実性・精度の向上が必要である。 

・長期にわたる対策事業の費用対効果分析を期待する。 

・盛りだくさんの研究テーマが全部 No-Regret Policy という所で総合化されるような枠組みになってい

た様なので、その辺の交通整理をしていただきたい。 

・研究成果を用いて、今後、メガリスクに対する被害想定とリスクの受容性に対する検討に生かしてほし

い。 

・研究成果を政策や社会にどう反映させていくかという道筋をしっかり説明していただきたい。 

・低頻度メガリスクに対応する合意形成手法については更に研究を進めていただきたい。 

・これからの公共インフラ整備は人命の安全・安心確保が基本と考えており、本研究は適切な研究だと思

う。 

・効果の中に人命確保の概念も入れていただきたい。 

・シミュレーションの対象地域、実験の要因・水準は十分とは言えないので、評価手法が確立できたとは

言えないのではないか。 

・ 計画外力を上回る災害発生時に、あきらめるモノは何か、何を救うのかを明確にする必要がある。 
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平成２３年 ２月 ７日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第三部会主査 三村 信男 
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１０．「社会資本ＬＣＡの実用化研究」の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

 社会資本ＬＣＡの手法を用いて、社会資本整備の意思決定における環境評価制度を確立、定着を目指す

ために実施する重要な研究であり、国土技術政策総合研究所において実施すべきと評価する。 

 

 

【研究を実施するにあたっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・重要な研究であり、研究目標の達成を目指してほしい。 

・ＬＣＡを制度化するに際し、総事業費にＣＯ２削減に要するコストも考慮していただければと思います。 

・本研究の成果が社会に出た際、政府の25％削減目標とどのように整合を図るかが気になる。 

・最終的なCO2削減の議論になった際、国際的な評価方法と足並みが揃わないのでは。 

・京都議定書の枠組みの根本に関わる研究であるという意義を強調すべき。 

 

 

平成２３年 ２月 ３日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第一部会主査代理 藤田 正治 
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１１．「道路交通の常時観測データの収集、分析及び利活用の高度化に関する研究」 

の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

 全国規模の交通量及び旅行速度の常時観測データの補充や、効率的な共有・蓄積方法、道路交通の各分

野における課題の分析方法、政策評価時に必要な指標を開発するための重要な研究であり、国土技術政策

総合研究所において実施すべきと評価する。 

 なお、実施にあたっては、活用方策に留意して進められたい。 

 

 

【研究を実施するにあたっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・道路交通政策のための基礎データ収集についての重要な研究として評価できる。社会的な基盤情報とし

て公開するなど、データの活用方策についての検討も深めてほしい。 

・データ収集と利活用に向けた研究とのバランスに配慮して研究を進めてもらいたい。 

・データを収集する側と使う側の連携を充分図ってもらいたい。 

・収集データ量が格段に増大することによる種々の交通現象分析、交通計画への利活用に期待。 

・もう少しインパクトがある課題名（タイトル）であると良い。 

 

 

平成２３年 ２月 ３日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第一部会主査代理 藤田 正治 
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１２．「沿岸域の統合的管理による港湾環境の保全・再生に関する研究」 

の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

「海の再生プロジェクト」をはじめとする沿岸域・港湾域における環境の保全・再生への取り組みを支

援することを目的として、環境情報の共有促進を図るマップや情報ツールの作成を行うものであり、重要

なテーマであり実施すべきと評価する。 

実施にあたっては、統合的管理（マネジメント）の視点を重視し、研究の対象と全体目標および実施内

容をより具体化、明確化することに留意して進められたい。 

 

 

【研究を実施するにあたっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・全体的目標を明確にする必要がある。 

・予算を精査していただきたい。 

・多くの関係主体と協力して研究することの意味をもっと高めてほしい。 

 例えば、 

1） 他の主体の研究費を期待して、共同研究の形を採用すること。 

2） 保全・再生に賛成できない主体も巻き込んで研究を進めることも検討すること。 

・課題の整理～関連情報～想定対策～管理体制の連関構造を体系的に明示すべきである。 

・取組内容の規模が経費に比べて小さいように見える。 

・研究成果を合意形成過程にどのように活かすかについて、慎重に検討していただきたい。 

・常にマネジメント研究という視点を持って研究プロジェクトを進めていただきたい。 

・何が統合的管理なのかを議論の中心においてプロジェクトを進めていただきたい。 

・タイトルの統合の意味を「行政と住民」「構造物と生態系」としてはどうか。 

・とても良い研究だと思う。 

・研究成果としてできあがるものを明示していただきたい。 

・ツールの開発よりも、ツールを用いて合意形成と保全を実行することの方が重要である。 

 

 

平成２３年 ２月 ７日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第三部会主査 三村 信男 

 

 

－67－



 

第３章 評価の結果に対する対応方針 

 

 分科会の評価結果を受けて、国総研では以下のように対応する。 

 

（事後評価） 

 

１. 大規模災害時の交通ネットワーク機能の維持と産業界の事業継続計画との連携に関する研    

究 

 

本研究課題については、全体としては災害国日本の特性にあわせた重要な研究として高く

評価していただくと同時に、研究成果の普及等に関していくつかのご指摘を頂いた。 

普及については、ご指摘を参考に BCP の策定が自治体にとって立地促進や企業誘致の道具

となり、また、企業にとっても競争力の向上となることなど具体的なイメージを示すことに

より、自治体及び企業双方にとって取り組み意欲が持てるよう工夫を施し、地方整備局を通

じて基礎自治体への周知・普及に取り組んでいる。今後は、普及状況をモニタリングするな

ど効果を検証し、必要に応じて普及方法を検討したい。 

その他、ご指摘いただいたネットワーク評価に関する研究と地震災害のインフラ被害波及

構造モデルにおけるパラメータの精度向上のためのデータ整備及びその結果の BCP 策定支援

への反映方法等については、ご指摘の主旨に十分留意しつつ引き続き取り組んで参りたい。 

 

 

２．気候変動等に対応した河川・海岸管理に関する研究 

 
評価結果を踏まえ、解析手法の高度化や高度情報化に取り組むとともに、研究成果につい

て広報・普及していくことに努めたい。 
現在、本研究プロジェクト研究の成果を踏まえて、水災害リスクの増大に対する適応策に

関するプロジェクト研究「気候変動下での大規模水災害に対する施策群の設定・選択を支援

する基盤技術の開発」（平成２２年度～２５年度）を実施しているところである。また、気

候変動の適応策の研究に関しては、国総研内の研究室間の連携を強化するため、研究所内に

研究部・センターにまたがる横断的組織である気候変動適応策研究本部（本部長・国総研所

長）を設置して取り組んでいるところである。国総研内部での連携強化や研究成果の地域へ

の適応等、ご指摘いただいた点については、当該プロジェクト研究に反映できるよう努めて

参りたい。 
その他、ご指摘をいただいた事項についても十分留意して、研究を進めて参りたい。 

 

 

３．セカンドステージＩＴＳによるスマートなモビリティの形成に関する研究 

 
評価結果を踏まえ、本プロジェクト研究で得られた成果の普及を図るとともに、国際的な

戦略としての活用、環境負荷の低減に資する研究への発展等、成果を活用した更なる展開を

図って参りたい。 

特に環境負荷の低減に資する研究への発展については、平成２２年度から新たにスタート

しているプロジェクト研究（グリーン ITS の研究開発）において取り組んで参るとともに、 

その他、ご指摘をいただいた事項についても十分留意して、研究を進めて参りたい。 
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４．建築物の構造安全性能検証法の適用基準の合理化に関する研究 

 
評価結果を踏まえ、構造安全性能検証法の適用合理化に向けて、今後とも、建築構造性能

に係る統計データ及び技術情報の収集蓄積に努めるとともに、構造安全性能検証法の適用基

準をより明確化するための方法論の理論的展開を引き続き行って参りたい。その際、建築構

造設計や建築生産に係る社会的動向にも配慮し、社会的ニーズに適切に対応するものとして

参りたい。 
その他、ご指摘頂いただいた事項についても十分留意して、研究を進めて参りたい。 

 

 

５．建築空間におけるユーザー生活行動の安全確保のための評価・対策技術に関する研究 

 
評価結果を踏まえ、今後、本研究により構築した「建物事故予防ナレッジベース」の運営

にあたり、関係機関・団体との連携も図りつつ、さらなる情報の蓄積を行いデータベースの

充実等に努めるとともに、これらを活用した事故予防対策に結びつくよう、その普及を進め

て参りたい。また、データベースについては、今後、関連する研究の中でも、分析・研究を

進め活用する等、発展的な成果が得られるよう検討していく。 
その他、ご指摘いただいた事項についても十分留意して、今後の研究や「建物事故予防ナ

レッジベース」の発展及びその運営を進めて参りたい。 
 

 

６．建物用途規制の性能基準に関する研究 

 
評価結果を踏まえ、建物用途の立地許可に関する判定チェックシート（試案）等の研究成

果が、特定行政庁が現行の建築基準法 48 条ただし書き許可の審査や、将来的に条件付き立

地許可制度が導入された場合に審査を行う際に活用されるよう、政策への反映に努めて参り

たい。また、今後は、根拠となる出入り交通量等の実測データについて対象用途の種類、地

域、サンプル数等の増大・蓄積を図って参りたい。 

その他、ご指摘いただいた事項についても十分留意して、研究を進めて参りたい。 

 

 

７. 都市整備事業に対するベンチマーク手法適用方策に関する研究 

 
評価結果を踏まえ、研究成果である「成功要因・ノウハウ集（案）」や「ベンチマーク手

法の適用に関する運用指針（案）」について、多様な市街地開発のタイプに応じた細かい検

討を行った上で必要な改良を加えるよう努めるとともに、地方自治体等への配布、意見聴取

等を通じた研究成果の活用、充実を図るべく、引き続き検討を進めて参りたい。 
その他、ご指摘いただいた事項についても十分留意して、今後の研究や政策実践の支援に

向けた取り組みを進めて参りたい。 
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８．国際交通基盤の統合的リスクマネジメントに関する研究 

 
評価結果を踏まえ、マニュアル等ツールの整備やリスクの効果的な克服方法その他のリス

クマネジメントの有効方策について研究の深化を行い、航空会社や空港会社をはじめ関係機

関に対し、成果の普及に努めて参りたい。 
その他、ご指摘いただいた事項についても十分留意して、今後の研究を進めて参りたい。 

 

 

９．低頻度メガリスク型の沿岸域災害に対する多様な効用を持つ対策の評価に関する研究 

 
評価結果を踏まえ、合意形成モデルの具体化、統合的マネジメントシステムが構築できる

よう、引き続き検討を進めて参りたい。  
また、多様な効用の評価手法については、人命確保の重要性や、諦めるものと諦めないも

のの区分けを意識しつつ、後悔しない政策（No-Regret Policy）の具体化及び施策に反映す

るための課題の整理等、引き続き検討を進めて参りたい。 
その他、ご指摘いただいた事項についても十分留意して、今後の研究や政策実践の支援に

向けた取り組みを進めて参りたい。 
 

 

（事前評価） 

 

10．社会資本ＬＣＡの実用化研究 

 
研究の実施に当たっては、モデル事業において LCA を実施し、運用上の課題改善、省力

化等を行い、LCA を実際に既存制度へ導入できる手法とすることを目的に検討していきた

い。また、幅広い分野へ導入可能な手法であることを示すため、多くの評価事例の蓄積に努

めたい。 
その他、CO2 削減とコストとの関係の整理、国際的な評価方法との整合性も視野に入れ

て検討するなど、ご指摘いただいた事項についても十分に留意した上で、研究を進めて参り

たい。 
 

 

11．道路交通の常時観測データの収集、分析及び利活用の高度化に関する研究 

 
研究の実施にあたり、データ収集・共有を研究領域とする研究室とデータ分析・利活用を

研究領域とする研究室との連携を密にすることにより、施策毎の道路交通データ活用ニーズ

を踏まえたデータ構造及びデータの取得・共有方法の具体化を行うとともに、マクロ・ミク

ロ両面からの道路交通の現状把握、問題の発見やその原因分析、施策の優先順位の検討、施

策の効果の推定と検証等施策運営に活用する方法を開発していくこととしたい。 

インパクトのある課題名への変更については、本研究が道路交通データの収集、分析、利

活用の方法を改善するための基本的かつ実務的な研究であることから、研究の具体的内容を

課題名に表すことを優先し、課題名の変更は行わないこととしますが、研究成果については

分かりやすくアピールしていきたい。 
その他、ご指摘いただいた事項についても十分に留意した上で、研究を進めて参りたい。 
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12．沿岸域の統合的管理による港湾環境の保全・再生に関する研究 

 
評価いただいた点に留意し、実施にあたっては、統合的管理（マネジメント）の視点を入

れ、研究計画の対象を具体的にするとともに、全体目標および実施内容をより明確にするよ

う努力して参りたい。 
 特に、幅広い関係主体との協力等も視野に、予算を精査するとともに、研究の体系化、統

合的管理（マネジメント）研究としての視点、成果の活用に努め、単なるツール開発に留ま

らない研究内容を展開して参りたい。 
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資料１

技術政策課題に対するプロジェクト研究等一覧

研究課題名 研究期間
分科会

担当部会
備考

○安全・安心な社会の実現 事

◎ 気候変動等に対応した河川・海岸管理に関する研究 H18～21 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

◎ 低頻度メガリスク型の沿岸域災害に対する多様な効用を持つ対策の評価に関する研究 H18～21 第三部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

◎ 大規模災害時の交通ネットワーク機能の維持と産業界の事業継続計画との連携に関する研究 H19～21 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

ソーシャルキャピタルの特性に応じた地域防災力向上方策に関する研究 H21～23 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

土砂移動を考慮した治水安全度評価手法に関する研究 H21～23 第一部会

作用・性能の経時変化を考慮した社会資本施設の管理水準の在り方に関する研究 H21～24 第三部会

気候変動下での大規模水災害に対する施策群の設定・選択を支援する基盤技術の開発 H22～25 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

物流の効率性と両立した国際輸送保安対策のあり方に関する研究 H22～24 第三部会

● 災害対応を改善する津波浸水想定システムに関する研究 H23～25 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

● 大規模広域型地震被害の即時推測技術に関する研究 H23～25 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

● 港湾地帯における高潮被害評価と対策に関する研究 H23～25 第三部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

社会資本の予防保全的管理のための点検・監視技術の開発 H22～24 その他 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

地震動情報の高度化に対応した建築物の耐震性能評価技術の開発 H22～24 その他 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

◎ 建築空間におけるユーザー生活行動の安全確保のための評価・対策技術に関する研究 H18～21 第二部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

◎ 建築物の構造安全性能検証法の適用基準の合理化に関する研究 H19～21 第二部会

科学的分析に基づく生活道路の交通安全対策に関する研究 H20～23 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

小規模建築物の雨水浸入要因とその防止策に関する研究 H21～23 第二部会

高層建築物の地震後の火災安全対策技術の開発 H21～23 第二部会

○誰もが生き生きと暮らせる社会の実現

◎ 建物用途規制の性能基準に関する研究 H19～21 第二部会

人工減少期における都市・地域の将来像アセスメントの研究 H20～22 第二部会

多世代利用型超長期住宅及び宅地の形成・管理技術の開発 H20～22 その他 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

省CO2効果からみたヒートアイランド対策評価に関する研究 H21～23 第二部会

密集市街地における協調的建て替えルールの策定支援技術の開発 H22～24 第二部会

● 都市計画における戦略的土地利用マネジメントに向けた土地適性評価技術に関する研究 H23～25 第二部会

中古住宅流通促進・ストック再生に向けた既存住宅等の性能評価技術の開発 H23～25 その他 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

（４） ユニバーサル社会の創造 ○ 高齢者の安心居住に向けた新たな住まいの整備手法に関する研究 H23～25 第二部会

○国際競争力を支える活力ある社会の実現

◎ 国際交通基盤の統合的リスクマネジメントに関する研究 H18～21 第三部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

港湾の広域連携化による海上物流への影響把握と効果拡大方策に関する研究 H20～22 第三部会

エアラインの行動を考慮した空港マネジメント技術に関する研究 H20～23 第三部会

アジア国際フェリー輸送の拡大に対応した輸送円滑化方策に関する研究 H22～25 第三部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

○ 国際バルク貨物輸送効率化のための新たな港湾計画手法の開発 H23～25 第三部会

（６） 住宅・社会資本ストックの有効活用 ○ 道路交通の常時観測データの収集、分析及び利活用の高度化に関する研究 H23～25 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

○環境と調和した社会の実現

日本近海における海洋環境の保全に関する研究 H20～22 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

業務用建築の省エネルギー性能の係る総合的評価手法及び設計法に関する研究 H20～22 第二部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

社会資本のライフサイクルをとおした環境影響評価技術の開発 H20～22 その他 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

持続可能な臨海部における廃棄物埋立処分に関する研究 H21～23 第三部会

都市におけるエネルギー需要・供給者間の連携と温室効果ガス排出量取引に関する研究 H21～23 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

低炭素・水素エネルギーシステム活用社会に向けた都市システム技術の開発 H21～24 その他 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

住宅種別に応じた省エネルギー評価法の開発 H22～24 第二部会

○ 地域における資源・エネルギー循環拠点としての下水処理場の技術的ポテンシャルに関する研究 H23～25 第一部会

● 再生可能エネルギーに着目した建築物への新技術導入に関する研究 H23～25 第二部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

○ 社会資本LCAの実用化研究 H23～24 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

沿岸域における包括的環境計画・管理システムに関する研究 H17～22 第三部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

○ 沿岸域の統合的管理による港湾環境の保全・再生に関する研究 H23～26 第三部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

汽水域環境の保全・再生に関する研究 H21～23 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

美しいまちづくりに向けた公共事業の景観創出の効果分析に関する研究 H22～24 第一部会

○国づくりを支える総合的な手法の確立

（９） 総合的な国土マネジメント手法 国土保全のための総合的な土砂管理手法に関する研究 H19～22 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

◎ 都市整備事業に対するベンチマーク手法適用方策に関する研究 H19～21 第二部会

地域特性に応じた住宅施策の効果計測手法の開発 H20～22 第二部会

（１１） 技術基準の高度化 建築実務の円滑化に資する構造計算プログラムの技術基準に関する研究 H22～24 第二部会

（１２） 公共調達制度の適正化

◎ セカンドステージITSによるスマートなモビリティの形成に関する研究 H18～21 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

グリーンＩＴＳの研究開発 H22～24 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

３次元データを用いた設計、施工、維持管理の高度化に関する研究 H22～24 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

※プロジェクト研究について備考欄に記入。

※分科会担当部会欄の「その他」は、本省設置の外部委員会（技術研究開発評価委員会、スマートウェイ推進会議等）等で評価を受けることを示す。

＜凡例＞　◎：事後評価対象課題　　○：事前評価対象評価　　●：評価委員会（7月21日開催）にて事前評価済

情報技術の活用（１３）

4本の柱と総合的な手法
（＊）技術政策課題

美しく良好な環境の保全と創造（８）

（２） 安全・安心に暮らせる日常の実現

（１）

（１０） 政策及び事業評価の高度化

（７） 地球環境への負荷の軽減

自然災害に対して安全・安心な国土
及び地域社会の構築

人・物のモビリティの向上（５）

（３）
住環境・都市環境の改善と都市構造
の再構築

：「総合技術開発プロジェクト」を示す。
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資料２

　評価者 ○○○○　委員

　評価日 平成２２年　　月　　日

課題名

研究期間 平成○○年度～平成○○年度

研究代表者 ○○研究部長　○○○○

＜評価の視点と項目＞

＜コメント＞

※実施すべきか、一部修正して実施すべきか、再検討すべきかについて、何れかに○を記載願います。

※上記評価の視点と項目からの評価、研究を実施するに当たっての留意事項、及びその他について記述願
います。

平成２２年度　第○回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会（第○部会）　

事前評価シート

必要性、効率性及び有効性の観点から、以下の項目について事前評価を行う。
○必要性：研究の背景を踏まえた研究の必要性
○効率性：研究の実施方法、体制の妥当性
○有効性：研究成果の見込みと成果の活用方針

実施すべき　/　一部修正して実施すべき　/　再検討すべき
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　評価者 ○○○○　委員

　評価日 平成２２年　　月　　日

課題名

研究期間

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ

＜評価の視点と項目＞

＜評価の結果＞

評価項目 　評価指標 　コメント

1 適切であった

2 概ね適切であった

3 やや適切でなかった

4 適切でなかった

1 目標を十分達成できた

2 概ね目標を達成できた

3 あまり目標を達成できなかった

4 目標を達成できなかった

必要性、効率性及び有効性の観点から、以下の項目について、自己点検結果をもとに事後評価を行う。
○目標の達成度（成果目標に対して、どの程度成果が得られているか。）
○研究成果と成果の活用方針
○研究の実施方法、体制の妥当性
○上記を踏まえた、本研究の妥当性
（科学的・技術的意義、社会的・経済的意義、目標の妥当性等も含める）

その他特筆すべき点
（研究成果と成果の活用方針、科学的・技術的意義、社会的・経済的意義、目標の妥当性等）

平成２２年度　第○回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会（第○部会）　

事後評価シート

平成○○年度～平成○○年度

○○研究部　　○○○○　

　※評価に当たっては＜評価の結果＞の評価指標欄に○を付けていただき、その補足としてコメントを
　　ご記入下さい。評価項目の評価の他に必要があれば「その他特筆すべき点」にご記入下さい。

研究の実施方法
体制等の妥当性

目標の達成度
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研究概要書：大規模災害時の交通ﾈｯﾄﾜｰｸ機能の維持と産業界の 

事業継続計画との連携に関する研究 
 

プロジェクトリーダー名：道路研究部道路研究官  並河 良治 
技 術 政 策 課 題：（１）自然災害に対して安全・安心な国土及び地域社会の構築 
サ ブ テ ー マ： 
関 係 研 究 部：道路研究部、危機管理技術研究センター 
研 究 期 間：平成１９年度 ～ 平成２１年度 
総 研 究 費：約４５百万円 

 

 

 

１．研究の概要 

わが国は地震や津波、台風など様々な自然災害が発生しやすい国土であり、また東海地震や東南海地

震、南海地震発生の切迫性が指摘されており、防災への取り組みは喫緊の課題となっている。このよう

な中、これまであまり認識されていなかった企業の業務中断による損失や地域における雇用面での影響

等の問題から、事業継続計画（ＢＣＰ）の重要性が注目され、取り組みが進められつつある。しかしな

がら、それらは各企業個々の取り組みであり、しかもある程度規模の大きな企業にとどまっているのが

実情である。 

そこで本プロジェクト研究では、地元に密着した規模の小さな企業が実効性の高いＢＣＰを策定する

ことを支援すると共に自治体が道路等の社会インフラ管理者や電力･ガス･水道等のライフライン事業

主体及び産業界が効果的に連携する体制の構築を目的として、道路ネットワーク評価指標の開発、イン

フラ被害の影響の波及構造・相互依存性の評価手法、被災状況を基にしたＢＣＰ策定効果の分析並びに

情報共有方法及びＢＣＰ実施支援体制の構築のためのマニュアルを作成した。 

 

２．研究の目的 
大規模災害時の経済的被害を軽減するためには、防災計画に加え地域の企業がＢＣＰを策定すること

が有効である。実効性の高いＢＣＰの策定に資するよう道路等の社会インフラ管理者や電力･ガス･水道

等のライフライン事業主体、及び産業界が効果的に連携する体制を構築すると共に多くの企業がＢＣＰ

を策定できるよう支援する手法を開発することを目的とする。 

本研究を構成する個別テーマごとの研究目的を図―１に示す。 

 

資料３－１
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図－１ 研究のテーマ構成と目的 

 

 

 

 

 

①事業継続計画の効果に関する研究

②事業継続計画の策定支援に関する研究

中小企業BCP 行政(行政BCP)連携

BCP 策定支援・普及 

BCP 策定の 

動機付け 

③ネットワーク評価を想定した構造物の整備・管理水準に関
する研究

④地震時のインフラ被害波及構造のモデル化に関する研究

BCP策定等に有用な情報の高度化

実用性の高い 

BCP 策定 

実現性の高い BCP 策定 

防災対策優先順位の検討 

中小企業BCP策定による地域防災力の向上
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３．自己点検結果 
○目標の達成度 
表－１に示すとおり、目標を概ね達成できた。 

表－１ 目標の達成状況と成果の活用方針 

 成果目標 成果の活用・活用方針 
目標の 

達成状況 

(1)事業継続計画の

効果に関する研究 

・企業ＢＣＰ策定の事例調査に

よる被災損失などのＢＣＰ策定

による効果分析 

・ＢＣＰ策定と実践による効果

を提示し、企業の実効あるＢＣ

Ｐ策定の支援に活用 

◎ 

(2)事業継続計画の

策定支援に関する

研究 

・行政と地域の企業及び住民の

協働でＢＣＰを実践するための

情報共有及び実施支援体制の確

立のための支援マニュアル作成

・ガイドライン（案）公表（H22.3） 

◎ 

(3) ネットワーク

評価を想定した構

造物の整備･管理水

準に関する研究 

・道路ネットワーク評価を想定

した道路構造物群の共通指標の

開発 

 

 

・道路構造物群の管理水準の評

価 

・実ネットワーク（構造物群）

で試算を行い、評価指標算出方

法を確定させることにより、道

路構造物群の補修･補強計画策

定時の客観的材料として活用 

・道路ネットワーク補修･補強計

画等の透明性･説明性の向上に

貢献 

○ 

(4) 地震災害のイ

ンフラ被害波及構

造のモデル化に関

する研究 

・インフラ間の相互依存性を表

現する数理モデルの構築 

・土木学会｢相互連関を考慮した

ライフライン減災対策に関する

研究小委員会｣において、本研究

成果を議論し、審議提案してい

く予定 

○ 

 
○成果 
主要な成果は以下のとおりである。 

・｢官民共同による事業継続計画策定支援ガイドライン（案）｣の公表（H22.3） 

・「道路構造物の維持管理状態を共通指標で評価できる手法」の開発 

・「構造物の指標を路線の指標に統合したネットワーク図に行政目的達成の検討に必要な情報（緊

急輸送道路、物流道路等）を合わせて表示した鳥瞰マップ試案」の提案 

・｢過去の災害時にみられた主要インフラ間の被害波及事例を整理してインフラ被害波及構造モデ

ル｣の構築 
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○本研究開発の実施方法・体制の妥当性 
●研究の実施体制 

研究の実施に当たっては、本省、地方整備局及び地方自治体や経済団体、公益企業と連携して、

社会インフラとＢＣＰの関連性の分析及びＢＣＰの効果分析等を実施した。また、必要に応じ

て、学識経験者に先見事例や研究、さらには技術的アドバイスを得て検討を進めた。 

研究は、社会インフラとＢＣＰとの関連性分析、ＢＣＰの効果等分析、道路ネットワークの信

頼性分析、情報提供方法の検討といったアプローチ方法により実施した。そのため、国総研で

は、道路研究部の道路研究室、道路構造物管理研究室、及び危機管理技術研究センターの地震

防災研究室が分担して研究を行ったことにより，各専門領域の特色を生かした適切な研究体制

であったと判断される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2 研究の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－3 国総研における研究の実施体制 
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フラデータ支
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情報提供 

支援 

①事業継続計画の効果に関
する研究

②事業継続計画の策定支援
に関する研究

道路研究室

③ネットワーク
評価を想定した
構造物の整備・
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④地震災害のイ
ンフラ被害波及
構造のモデル化
に関する研究

地震防災
研究室
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●研究の実施方法 

特に、事業継続計画の連携に関する調査においては、四国地方整備局、県及び市など自治体の

行政関係者に加え、学識経験者や地元企業及び住民を交えた検討会を２年度にわたり実施する

等、連携を図った。 

 
年度計画と研究費配分 

実施年度 
総研究費 

約 45 
［百万円］ 

区分 

（目標、サブテーマ、分野等） 
Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 研究費配分 

事業継続計画の効果に関する研究 

   約 20 

［百万円］

事業継続計画の策定支援に関する研究 

   
約 10 

［百万円］

ネットワーク評価を想定した構造物の整備・

管理水準に関する研究 

   
約 5 

［百万円］

地震災害のインフラ被害波及構造のモデル

化に関する研究 

   
約 10 

［百万円］

 

○上記を踏まえた、本研究開発の妥当性 

自然災害の発生が頻発し、東海地震、東南海地震など大規模地震の発生が切迫した我が国におい

て、地域社会の防災力の向上が求められている中、ＢＣＰ策定が進まない理由や課題に応じて考

案した｢官民が共同した事業継続計画策定支援ガイドライン（案）｣の公表は、有益な成果である

と判断される。 

道路構造物の維持管理状態を分かりやすい指標で提示する方法の開発は、企業ＢＣＰの車両運行

計画等の策定時に有益な情報として貢献するとともに、行政情報の公開性向上に果たす役割も大

きいものと考えている。 

首都直下地震による甚大な被害の可能性が指摘されているなか、多種多様なインフラが高度・複

合的に整備されている首都圏を対象に、通信機能や道路輸送機能の途絶が他インフラの復旧に及

ぼす影響を定量的に把握できたことは、今後の対策・復旧戦略の立案に向けて有益な成果である

と判断される。 

 

 

 

 

 

 

 

相互依存性解析モデル 

復旧戦略立案への応用 

各種道路構造物の基礎的特性に関する調査 

道路ネットワークの整備・管理水準の検討 

情報共有方法と BCP 実施支援体制 

被災企業の事例調査と BCP 策定等効果集計 
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４．今後の取り組み 
事業継続計画の策定支援に関するテーマでは、今後、地域の中小企業がＢＣＰを策定する際の参考

及び活用されるよう、公表した｢官民共同による事業継続計画策定支援ガイドライン（案）｣を各地方

整備局及び地方自治体等に配布を含めて周知することとしたい。 

ネットワーク評価を想定した構造物の整備・管理水準に関するテーマでは、実ネットワーク（構造

物群）で試算を行い、評価指標算出方法を確定させることにより、道路構造物群の整備水準・管理水

準の検討時や補修・補強計画策定時の客観的材料として活用されるとともに、道路ネットワーク整備

計画等の透明性・説明性の向上に貢献するものと考えている。さらに、ネットワークの性能マップに

企業が必要とする情報を表示することにより、企業ＢＣＰ策定等への支援機能を果たすものともなる

と考えており、現在、Ｏ市をモデルに、マップの試案を作成中である。 

地震災害のインフラ被害波及構造のモデル化に関するテーマでは、土木学会｢相互連関を考慮したラ

イフライン減災対策に関する研究小委員会｣において本研究の成果を議論し、防災事業や復旧戦略立

案への活用方策を審議、提案していく予定である。 
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【事後評価】 研究成果及び活用 様式C［事後］

研究成果 研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効果等）
成果目標
の達成度

備考

事業継続計画の
効果に関する研
究

被災事例の分析と企
業ＢＣＰに必要なイ
ンフラ情報の提示

・既存文献、インターネット、新聞記事等から国内の災害
時における企業の事業継続計画（ＢＣＰ）の４８事例（地
震40 事例、その他災害8 事例）を収集し、BCP策定によ
る実態効果を集計し整理

・BCP策定の実態と実践による効果を提示し、企業の実効あ
るBCP策定の支援に活用 ◎

事業継続計画の
策定支援に関す
る研究

情報共有方法とＢＣ
Ｐ実施支援体制の構
築

・被災事例に基づくＢＣＰ策定による早期復旧効果の整理
を受けて、行政と地域企業の共同でＢＣＰ策定を実践する
ための共通情報及び支援実施の手法を確立するためのマ
ニュアルを提案

・企業の実効あるBCP策定を支援するための｢官民共同によ
る事業継続計画策定支援ガイドライン（案）｣の公表 ◎

道路構造物群の共通
指標の開発

・道路構造物群の機能・性能を、全ての道路構造物に該当
し、かつ供用性や安全性の観点から不可欠と考えられる３
機能（耐荷性、災害抵抗性、走行安全性）に分類
・道路構造物の維持管理状態や現有性能についての最新の
状態を分かりやすい形、すなわち、上記の同一機能に対し
ては構造物の種類を問わず共通の指標で評価できる手法を
開発

・実ネットワーク（構造物群）で試算を行い、評価指標算出
方法を確定させることにより、道路構造物群の補修･補強計画
策定時の客観的材料として活用
・道路ネットワーク補修･補強計画等の透明性･説明性の向上
に貢献

道路構造物群の管理
水準の評価

・構造物の指標を路線の指標に統合したネットワーク図
に、行政目的達成の検討に必要な情報（例えば、緊急輸送
道路、物流道路）を合わせて表示するマップの試案を提案

・このマップに企業が必要とする情報を表示することによ
り、企業BCP策定等の支援
・O市をモデルに、マップの試案を作成中

地震災害のイン
フラ被害波及構
造のモデル化に
関する研究

インフラ被害の影響
の波及構造・相互依
存性の評価

・インフラ被害波及構造モデルを構築し、首都直下地震を
対象とする復旧課程のシミュレーションに適用して、通信
機能や道路輸送機能の途絶が他インフラの復旧に及ぼす影
響等を定量的に把握

・土木学会｢相互連関を考慮したライフライン減災対策に関す
る研究小委員会｣において本研究の成果を議論し、防災事業や
復旧戦略立案への活用方策を審議、提案していく予定

○

ネットワーク評
価を想定した構
造物の整備･管理
水準に関する研
究

○

研究課題名：【大規模災害時の交通ﾈｯﾄﾜｰｸ機能の維持と産業界の事業継続計画との連携に関する研究】 （プロジェクト研究）

研究の成果目標

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。

－
8
2
－



研究概要書：気候変動等に対応した河川・海岸管理に関する研究 

 

プロジェクトリーダー名：河川研究部長 山本 聡 
技 術 政 策 課 題：（５）自然災害に対して安全・安心な国土及び地域社会の構築 
関 係 研 究 部：河川研究部、危機管理技術研究センター 
研 究 期 間：平成１８年度 ～ 平成２１年度 
総 研 究 費 （ 予 定 ）：約９６３百万円 
コ ア：－ 
大 枠 テ ー マ 名：自然災害に対する安全・安心（洪水、渇水、津波・高潮・高波） 

 

  ※本研究プロジェクトの一環として実施されたプロジェクト研究「地球温暖化による気候変動の影

響に適応した国土保全方策検討」を合わせて記述 

 

１．研究の概要 

 地球温暖化が進展しており、その影響が顕在化しつつあることから、現在既に現れている影響（異

常豪雨、異常少雨）に対して、Xバンド MP レーダー等の革新的技術を取り込んだ新しい水管理技術を

開発する。将来現れると予想される影響（降雨量変化、海面水位上昇等）に対しては、その河川・海

岸管理への影響および考慮事項を把握する。さらに、氾濫や渇水の被害評価手法の高度化を図り、国

土の脆弱性を把握し、今後新たに取り組む適応策を提示する。 

 

２．研究の目的 
革新的技術を取り込んだ新しい水管理技術を開発するともに、気候変動が河川・海岸管理に与える

影響の評価、国土の脆弱性の把握を行い、今後新たに取り組むべき適応策を提示する。具体的には以

下の事項を行うことを目的とする。 

Ⅰ．降雨予測情報等を活用した次世代型水管理の開発 

① 降水量予測情報等を用いて洪水・氾濫の予測技術の高度化を図る。 

② 想定される豪雨に対する避難基準水位等の設定手法を得る。 

③ 降水量予測情報を活用したダムの効率的運用手法を得る。 

Ⅱ．温暖化による河川・海岸への影響把握と対応策の提示 

① 地球温暖化に対応する河川管理手法の要点を得る。 

② 温暖化による海面上昇、豪雨の増加への対応策を提示する。 

③ 将来の動向を見据えた海岸防護対策を提示する。 

④ 水管理への影響を把握し、対応策を提示する。 

Ⅲ．地球温暖化による気候変動の影響に適応した国土保全方策の検討 

① 想定外力に基づくリスクの大きい地域の抽出（国土の脆弱性の検討） 

② 気候変動による社会・経済的影響を評価する手法の高度化を図る。 

③ 気候変動への国土保全に関わる適応戦略を提示する。 

 

３．自己点検結果 
 ◯目標の達成度 
 以下に示すように、Ⅰ．降雨量予測情報等を活用した次世代型水管理、Ⅱ．温暖化による河川・海

岸への影響把握と対応策、Ⅲ．地球温暖化による気候変動の影響に適応した国土保全方策について、

それぞれ成果を挙げ、概ね目標を達成することができた。 

資料３－２
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  Ⅰ．降雨量予測情報等を活用した次世代型水管理 

  ・X バンド MP レーダーの雨量算定システムを構築し、それにより全国４地域（平成 22 年度現在）

に本レーダーを実装した。 

  ・流域スケールで水象をきめ細かく監視するための安価な水位計及び電送装置の現地適応性を確認

した。 

  ・レーダー雨量計により得られた緻密なデータを活用した内水氾濫統合型の分布型洪水予測モデル

を開発した。 

  ・事前放流や適切な放流量の設定を検討する手法を提示できた。 

  ・避難基準水位を設定手法を検討するため、降雨や流域特性と河川水位の上昇速度をモデル河川に

おいて定量化した。 

  Ⅱ．温暖化による河川・海岸への影響把握と対応策 

  ・気候変動下における降雨量増大倍率の算定手法を開発し、近未来及び将来の洪水増大量を推算し

た。 

  ・既に上昇した潮位の上昇を取り込むための海岸堤防の設計手法を提示した。 

  ・地表水到達水量に及ぼす気候変動の影響の全国傾向を提示した。 

  ・積算気温と降雨から河川低水流量を簡易に予測する手法を開発した。 

  ・渇水時において緻密な流水管理を行うための低水管理シミュレータ等を構築した。 

  ・ダム再編を実施する際の課題を抽出し、その解決方策を提案した。 

  ・2050 年における気候変動が世界の水需給バランスに与える影響を評価した。 

  Ⅲ．地球温暖化による気候変動の影響に適応した国土保全方策 

・地域特性を考慮した長期沿岸防災計画のための沿岸の施策タイプ分け手法を試作した。 

・気候変動に伴う降雨変化が斜面崩壊危険度にもたらす影響の全国的傾向を提示した。 

・水害の被害について、直接被害に加え波及被害を算定する手法を実用化した。 

・近年の状況変化や渇水被害情報を反映させた渇水被害の算定式を作成した。 

・断水社会実験を行い、渇水耐性が弱い住民属性を明らかにし、受忍レベル曲線を作成した。 

・河川局による国際ガイドライン「Practical guidelines on strategic climate change adaptation planning 

-flood disasters-」へのインプット情報をとりまとめた。 

 

◯成果 
  別紙様式の通り。 

 
◯本研究開発の実施方法・体制の妥当性 
●研究の実施体制 

気候変動外力の設定については、21 世紀気候変動予測革新プログラム（気象研究所、京大防災

研究所、ICHARM、国総研）の中で検討を行い、気象予測データの提供を受けた。また、河川・海

岸への影響評価においては地方整備局からのデータや解析モデルの提供を受けた。Xバンド MP レ

ーダーの実装に代表されるように、研究成果が地方整備局の現場管理にフィードバックできる工

夫も行った。Xバンド MP レーダーによる降雨観測については、防災科学技術研究所等から技術的

協力を受け、研究を実施した。本省とは、社会資本整備審議会における議論に関わる情報・知見

整理等において緊密な連携を図り、洪水・氾濫監視システムについて方向性をすり合わせ、本研

究の成果が河川局の施策に反映しやすい体制を取った。さらに、国総研ではカバーできない多分

野の学識者より種々のアドバイスを得る体制を取った。 
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図－１ 実施体制 

 

 

●研究の実施方法 

年度計画と研究費配分 
     (百万円） 

  区分 実施年度 総研究費 

          約 963 

  （目標、サブテーマ、分野等） H18 H19 H20 H21 [百万円] 

降雨予測情報を活用した次世代型水管
理 

          

①降水量予測情報を用いた洪水・氾濫・予測に
関する研究 

 
 

      442

②想定される豪雨に対する避難基準水位等の
設定に関する研究 

 
      14

Ⅰ※１ 

③降水量予測情報を活用したダムの効率的運
用に関する研究 

 
 

      119

温暖化による河川・海岸管理への影響
と対応策 

          

①地球温暖化に対応する河川管理に関する研
究 

 
 

      19 

②温暖化による海面上昇、豪雨の増加への対
応策の検討 

 
 

      112 

③水管理への影響と対応策の検討 
 
 

      152 

Ⅱ 

④将来の動向を見据えた海岸防護対策の検討 
 
 

      41 

気候変動の影響に適応した国土保全方
策の検討 

          Ⅲ※２ 

①想定外力に基づくリスクの大きい地域の抽出     
 
 

  10 
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②気候変動による社会・経済的影響評価に関す
る検討 

    
 
 

  55 

③気候変動への河川・海岸の適応戦略の検討     
 
 

    

※１：テーマⅠ「降雨予測情報を活用した次世代型水管理」には、「Xバンド MP レーダの実用化と活用」（385

百万円）及び「降水量予測情報を活用した水管理手法に関する研究」（59 百万円）が含まれる。 
※２：テーマⅢ「気候変動の影響に適応した国土保全方策の検討」には、「地球温暖化による気候変動の影響

に適応した国土保全方策検討」（45 百万円）が含まれる。 

 

◯上記を踏まえた、本研究開発の妥当性 
本研究開発は以下の点で妥当なものであり、今後の河川・海岸分野の気候変動への適応策を検

討・実践する上で有益な成果を生んだと判断する。 

・ 多要素が関係する事象に対して、所内外の研究機関等と連携して、関係する各分野の知見

を有機的に統合する体制を取ったこと。 

・ 事務所～局～本省と緊密な連携を取りながら進めたこと。 

・ 本省の施策展開や技術展開の動向に柔軟に対応し、研究展開を図ったこと。 

・ 気候変動による河川・海岸管理への影響を評価し、国土の脆弱性を把握するとともに、新

たに取り組むべき適応策の提案をまとめたこと。 

 

４．今後の取り組み 
本研究で得られた成果を、現在実施中のプロジェク研究「気候変動下での大規模水災害に対する施

策群の設定･選択を支援する基盤技術の開発」に取り込み、施策へ反映できるようさらに充実させて

いく。 
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【事後評価】 研究成果及び活用 様式C［事後］

研究成果 研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効果等）
成果目標
の達成度

備考

①降水量予測情報
を用いた洪水・氾
濫・予測に関する
研究

・XバンドMPレーダーの雨量算定システムを構築。それにより全国4
地域（平成22年度現在）で本レーダーが実装。
・流域スケールで水象をきめ細かく監視するための安価な水位計及び
電送装置の現地適応性を確認。
・レーダー雨量計により得られた細密なデータを活用した内水氾濫統
合型の分布型洪水予測モデルを開発。

本研究で構築したシステムによりXバンドMPレーダー
の雨量情報を配信中。
洪水予警報業務への適用性や有効性を確認しながら、
今後の洪水監視・予測の高度化に活用していく。 ◎

参考資料
１．１に

記載

②想定される豪雨
に対する避難基準
水位等の設定に関
する研究

避難基準水位の設定を検討するため、モデル流域において流域諸元と
河川の水位上昇速度の関係を定量化した．

水防法の特別警戒水位を設定する際の参考として寄与
している。

◯
参考資料
１．３に

記載

③降水量予測情報
を活用したダムの
効率的運用に関す
る研究

事前放流や適切な放流量の設定を検討する手法を提示。実際の洪水を
基にシミュレーションを実施し、本手法の適用性及び降雨予測誤差の
影響を検証・評価。

淀川ダム統合管理事務所、北上川ダム統合管理事務所
において実施しているダム統合運用において、事前放
流や操作規則で定める流量以上のオーバーカットを実
施する際に、降雨予測を活用した合理的な洪水調節手
法を活用している。

○
参考資料
１．２に

記載

①地球温暖化に対
応する河川管理に
関する研究

④将来の動向を見
据えた海岸防護対
策の検討

③水管理への影響
と対応策の検討

・地表水到達水量に及ぼす気候変動影響の全国傾向を提示。
・積算気温と降雨量から河川低水流量を簡易に予測する手法を開発。
・渇水時において緻密な流水管理を行うための低水管理シミュレー
ター等を構築。
・ダム再編を実施する際の課題を抽出。その解決策を提示。
・2050年における気候変動が世界の水需給バランスに与える影響を
評価。

・地表水到達水量への気候変動影響全国傾向が Ｈ１９
年版　日本の水資源に反映された。
・筑後川河川事務所において、渇水時には、開発した
水需給把握システムを活用することとしている。
・利根川水系ダム群再編事業に関する課題と対応策に
ついて関東地方整備局に提言。

○
参考資料
２．３に

記載

参考資料
２．２に

記載

参考資料
２．１に

記載

②温暖化による海
面上昇、豪雨の増
加のの対応策の検
討 ＜海岸関連の①②④＞

水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方に
ついて（答申、平成２０年６月）に沿った対策が実施できるように、
既に上昇した潮位の上昇を取り込むための設計手法を提示。答申に示
された堤防の段階的嵩上げの第１段階を実施できる技術的準備が整っ
た。

＜海岸関連の①②④＞
研究成果により、気候変化への適応を取り込んだ堤防
の計画・設計を行う事案が生じた際には資料提供もし
くは技術指導が可能な状態となっている。 ◎

Ⅱ．温暖化に
よる河川・海
岸への影響と
対応策

＜河川関連の①②＞
・気候変動下における降水量増大倍率の算定手法を開発。それを用い
て将来及び近未来の洪水量増大率を推算。
・施策判断に直結する治水安全度・整備規模に関わる下記の２事項に
ついて試算し、河川管理への影響を全国スケール・地域別に把握。
 　・氾濫危険度（確率年表示）
 　・気候変動の影響を吸収するための追加整備労力の
・適応策に資する以下の技術を開発あるいは提示。
 　・ハザードマップの改善手法
 　・降雨予測を活用した洪水調節検討手法（再掲）
 　・XバンドMPレーダー等を活用した洪水・氾濫予測高度化（再掲）

＜河川関連の①②＞
気候変動下における降水量増大率については、社会資
本整備審議会答申「水災害分野における地球温暖化に
伴う気候変化への適応策のあり方について」（平成20
年6月）に反映された。

研究課題名：気候変動に対応した河川・海岸管理に関する研究

研究の成果目標

Ⅰ．降雨予測
情報を活用し
た次世代型水
管理

○

－
8
7
－



【事後評価】 研究成果及び活用 様式C［事後］

研究成果 研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効果等）
成果目標
の達成度

備考

研究課題名：気候変動に対応した河川・海岸管理に関する研究

研究の成果目標

①想定外力に基づ
くリスクの大きい
地域の抽出

・地域特性を考慮した長期沿岸防災計画のための沿岸の施策タイプ分
けの手法を試作した。
・気候変動に伴う降雨変化が斜面崩壊危険度にもたらす影響の全国的
傾向を提示した。

沿岸住民や国民と情報共有し温暖化適応策のハード整
備重点化地域設定、そこから漏れた地域への早期ソフ
ト対策充実の方向性が良いかの議論の際に活用でき
る。

◎
参考資料
３．１に

記載

②気候変動による
社会・経済的影響
評価に関する検討

・水害の被害について経済モデルを適用し、直接被害に加え波及被害
を算出する手法を実用化。試算を通じ、波及被害の方が大きい傾向を
把握。
・近年の社会状況の変化や渇水被害情報を反映させた渇水被害額の算
定式を作成。
・断水社会実験を行い、渇水耐性が弱い住民属性を明らかし、受忍レ
ベル曲線を作成。

四国地方整備局において、将来渇水が発生した際に、
住民の視点に立った渇水調整を行うべく、早明浦ダム
の取水制限について、本研究で明らかにした受忍レベ
ル曲線を活用することとしている。

○
参考資料
３．２に

記載

③気候変動への河
川・海岸の適応戦
略の検討

・河川局による国際ガイドライン”Practical guidelines on
strategic climate change adaptation planning –flood disasters-
”の作成過程において、特に2章5節「ハザード、脆弱性、リスクの把
握」および3章「適応策の検討」にインプットする情報を整理した。

・ 河川局による国際ガイドライン”Practical
guidelines on strategic climate change
adaptation planning –flood disasters-”に成果反
映

△
参考資料
３．３に

記載

  ＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　◯：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。

Ⅲ．地球温暖
化による気候
変動の影響に
適応した国土
保全方策の検
討

－
8
8
－



研究概要書：セカンドステージ ITS によるスマートなモビリティの形成に関する研究 

 

プロジェクトリーダー名：高度情報化研究センター長  藤本 聡 
技 術 政 策 課 題：（6）安心して暮らせる生活環境 

（11）人の交流の円滑化と物流の効率化 
（15）安心・安全で活力ある社会の構築のための IT の活用 

サ ブ テ ー マ：進展する IT 社会に対応した道路交通システムの形成 
関 係 研 究 部：高度情報化研究センター 
研 究 期 間：平成１８年度 ～ 平成２１年度 
総 研 究 費：約２，２００百万円 

 
１．研究の概要 

平成 16 年 8 月、スマートウェイ推進会議は「ITS、セカンドステージへ」と題した提言を行った。同

提言では、多様なサービスを 1つの ITS 車載器で利用できる車内環境の実現などが示されている。 

本プロジェクト研究では、上記提言の早期実現に向け、車載器、路側機、通信に関する規格・仕様の

検討と策定、各サービスの実現に必要な要素技術・基盤技術として、道路基盤データの迅速な更新・配

信等に関する研究開発を行った。また、従来よりも高精度かつ大量の走行状況データを収集することが

可能なプローブ技術や動線データを効率的に解析するプラットフォームを開発するとともに、収集され

たデータを交通情報提供および交通調査へ活用するための研究を行った。 

 

２．研究の目的 

本プロジェクト研究では、上記研究の概要に示す、セカンドステージ ITS によるスマートなモビリテ

ィの形成を目的に、次の 5つの分野に分けて研究を実施した。 

（１）次世代 ITS システムの規格・仕様の策定 

VICS、ETC、カーナビ等これまでの ITS サービスにも対応し、なおかつ将来発生するであろう ITS

の新サービスにも、できる限り対応しうるユニバーサルな全体システムを実現するための規格・仕

様を策定する。 

（２）AHS（高度走行支援道路システム）技術による道路交通の安全性向上／渋滞軽減システムの開発 

平成 22 年までに交通事故死者数を 5500 人以下、死傷者数 100 万人以下に抑制するという国家目

標の達成のために、ITS 技術の事故多発箇所等への導入や渋滞の軽減ひいては道路交通からの温室

効果ガス排出の抑制を図るため、従来の渋滞対策では解決できなかったサグ部（勾配が下り坂から

上り坂に変化する箇所）における渋滞等への対処などが必要であり、これらの箇所に適用可能な AHS

応用技術の開発を行う。 

（３）ローコスト料金所によるスマート IC の規格・仕様の策定 

サービスエリア等に新たに有料道路への出入口（スマート IC）を設置することを想定した、設置

費・管理費共に安価な料金所ブースの規格・仕様を策定する。 

（４）移動体情報の高精度かつ低廉な収集システムの開発 

１）移動体の高精度な測位※1 

移動体で高精度な位置特定を可能とするため、搬送波位相測位（RTK-GPS）と自律慣性航法等と

を組み合わせた複合的な測位技術の開発を行う。 

２）都市空間における動線解析※2 ※3 

都市空間における円滑な人の移動を確保するための施策立案に活用するために、GIS データを

効率的に活用した人の動線解析技術を開発するとともに、そのための IT プラットフォーム、さら

に都市の交通調査のあり方についても検討を行う。 

３）プローブ技術による交通情報提供サービス及び交通調査の高度化 

道路ユーザーへの交通情報の提供サービス及び交通行動に関する調査に活用するために、プロ

資料３－３
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ーブ技術の収集・蓄積に関する規格・仕様の策定、プローブ技術の活用について検討を行う。 

（５）道路基盤データの迅速な更新・配信システムの開発 

電子納品により作成される工事完成平面図や供用日などを標準化された形式で迅速にデジタル

地図業者等に提供するため、道路更新情報の一貫した流通システムを構築する。 

 

３．自己点検結果 

本プロジェクト研究は、いずれの研究項目についても、概ね目標を達成できたと判断している。以下

に、各研究分野の目標達成度と成果を示す。 

（１）次世代 ITS システムの規格・仕様の策定（平成 16 年度～平成 21 年度） 

○目標の達成度 

従来の ITS サービスに加え、新たなサービスに対応したシステム（スポット通信）のインフラの

整備に必要となる規格・仕様を策定しており、目標を達成できた。 

○成果 

高速道路上の情報提供サービス、道の駅・SA・PA 等における情報接続サービスに関するインフラ

側整備の下記の 9 つをスポット通信サービス（DSRC サービス）に係る仕様（案）として、平成 21

年度に定め、道路管理者（地方整備局、高速道路会社）に通知した。 

①路側無線装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案） 

②中央処理装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案） 

③音声処理装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案） 

④センター間インタフェース（DSRC：スポット通信）仕様書（案） 

⑤プローブ処理装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案） 

⑥情報接続処理装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案） 

⑦路側センター間インタフェース仕様書（案） 

⑧プローブ統合サーバ（DSRC：スポット通信）仕様書（案） 

⑨提供情報集約サーバ（DSRC：スポット通信）仕様書（案） 

（２）AHS 技術による道路交通の安全性向上／渋滞軽減システムの開発（平成 18 年度～平成 21 年度） 

○目標の達成度 

カーブ進入危険防止システムなど安全運転支援システムの改良及び低コスト化を図り、実道への

展開を進めており、目標を達成できた。また、サグ部における渋滞を低減させるシステム（交通円

滑化支援システム）については実証実験を実施、広域経路選択情報提供については実用化するなど、

概ね目標を達成できた。 

○成果 

安全運転支援システム（前方障害物情報提供、カーブ進入危険防止等）を開発し、首都高速道路

等に導入した。また、広域経路選択情報及びサグ部における交通円滑化支援システムについて、実

道に機器を設置し、実証実験を重ね、その結果、開発したシステムが安全性向上、渋滞軽減などに

有効であることを確認した。 

（３）ローコスト料金所によるスマート IC の規格・仕様の策定（平成 15 年度～平成 18 年度） 

○目標の達成度 

スマート IC の社会実験結果を踏まえ、ローコストな汎用料金ブースの規格・仕様を策定してお

り、目標を達成できた。 

○成果 

スマート IC 用の ETC 機器は、通過時に一旦停止運用とし、路側無線装置や車両検知器類の設置

数を減らすなどの低コスト化のための工夫を行い、下記の仕様書を平成 19 年 3 月に定めた。 

・ETC 機器（SA・PA 版スマート IC 用）仕様書（案） 

・ETC 機器（幹線道路接続スマート IC 用）社会実験版仕様書（案） 

（４）移動体情報の高精度かつ低廉な収集システムの開発（平成 15 年度～平成 22 年度） 
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１）移動体の高精度な測位（平成 15 年度～平成 22 年度）※1 

○目標の達成度 

電波遮蔽の多い場所での利用可能時間が短いという従来のRTK-GPSの課題を解決する技術を開発

し、高層建築物の多い都市部等電波遮蔽の多い場所での RTK-GPS の利用可能時間割合の向上、準天

頂衛星が存在する場合の更なる利用可能時間割合の向上が確認され、概ね目標を達成できた。 

○成果 

従来の RTK-GPS の課題を解決する、マルチパス誤差低減技術、RTK-GPS 高速初期化技術及び慣性

航法複合化技術を平成 18 年度に開発した。また、屋外環境にて実証実験を行うためのソフトウェ

アを平成 19 年度に試作した。さらに、準天頂衛星が存在する場合を想定したシミュレーターを平

成 19 年度に開発した。 

２）都市空間における動線解析（平成 17 年度～平成 22 年度）※2 ※3 

○目標の達成度 

動線解析プラットフォームを開発するとともに、民間プローブデータ及びバス IC カードデータ

を用いて交通計画施策へ適用できることを確認しており、概ね目標を達成できた。 

○成果 

「人の時空間的な移動を表現するデータを補正・補完し、相互利用が可能な水準にクレンジング

するサービス」と「加工済みのデータを蓄積し提供するサービス」を備えた動線解析プラットフォ

ームを平成 19 年度に開発した。また、バス IC カードデータを活用した動線解析技術を平成 21 年

度に開発した。 

３）プローブ技術による交通情報提供サービス及び交通調査の高度化（平成 17 年度～平成 21 年度） 

○目標の達成度 

プローブ情報の収集・蓄積に関する各種仕様を策定するとともに、プローブ情報の活用について

検討を行い、仕様に反映させたことから、概ね目標を達成できた。 

○成果 

プローブ情報を収集・蓄積するため、プローブ統合サーバ、プローブ処理装置等の仕様書を平成

21 年度に策定した。また、プローブ情報の旅行速度調査、交通事故対策への活用について検討を行

い、プローブ統合サーバの仕様書に反映した。 

（５）道路基盤データの迅速な更新・配信システムの開発（平成 17 年度～平成 21 年度） 

○目標の達成度 

電子納品の成果を用いて道路基盤地図情報（GIS データ）を整備する技術を開発し、概ね目標を

達成できた。 

○成果 

道路内に存在する 30 地物（車道、歩道、区画線等）で構成される道路基盤地図情報を迅速かつ

効率的に整備するため、以下の要領等を策定した。 

・道路工事完成図等作成要領   ・道路基盤地図情報交換属性セット 

・道路基盤地図情報製品仕様書   ・道路工事完成図等チェックプログラム 

・CAD-GIS コンバータ 

 

○本研究開発の実施方法・体制の妥当性 

●研究の実施体制／実施方法 

・公募により民間事業者 23 社を選定し、平成 17 年 3 月より官民共同研究を開始。平成 18 年 4

月以降は、共同研究の成果を踏まえ、参加企業等が「次世代道路システム技術検討ワーキング

(ITR 技術検討 WG)」を構成し、国総研は、委員として参画。 

・学識経験者、道路管理者、警察庁などで構成する検討会を開催し、実道における実証実験に関

する取り組み方針や課題等を検討。 

・次世代 ITS システムの実展開に向け、技術仕様書の意見調整等を行う場として、道路管理者、
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路側機・車載器メーカ等で構成するスマートウェイ協議会またはスマートウェイ連絡会に参画。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度計画と研究費配分 

実施年度 

総研究費 
約 2,200 

［百万円］

区分 
（目標、サブテーマ、分野等） 

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 研究費配分

次世代 ITS システムの規格・仕様の策定 
    約 180 

［百万円］

安全運転支援システムに関

する研究 
    約 1,130 

［百万円］
AHS 技術による道

路交通の安全性向

上／渋滞軽減シス

テムの開発 
交通円滑化支援システムに

関する研究 

    
約 190 

［百万円］

ローコスト料金所によるスマート IC の規格・仕様

の策定 
    約 30 

［百万円］

移動体の高精度な測位※1 
    約 140 

［百万円］

都市空間における動線解析※2 ※3
    約 40 

［百万円］

移動体情報の

高精度かつ低

廉な収集シス

テムの開発 プローブ技術による交通情報提

供サービス及び交通調査の高度

化 

    
約 130 

［百万円］

道路基盤データの迅速な更新・配信システムの開

発 

    
約 360 

［百万円］

赤：評価済みの項目  青：別途評価予定の項目 

 
○上記を踏まえた、本研究開発の妥当性 

成果の多くは、本格的に実運用されており、本研究全体として、妥当であったと判断している。 

（１）次世代 ITS システムの規格・仕様の策定 

平成 21 年度に、スポット通信サービス（DSRC サービス）に係る仕様書を道路管理者に通知した。

これに基づいて、平成 22 年度冬からのサービス開始を目標に約 1,600 箇所の ITS スポット（5.8GHz

帯 DSRC を用いた路車間通信システム）が全国整備されることとなっている。また、ITS スポットサ

ービスに対応した ITS 車載器についても、平成 21 年秋より民間から市場投入された。 

（２）AHS 技術による道路交通の安全性向上／渋滞軽減システムの開発 

安全運転支援システムは、平成 19～21 年度で全国の高速道路上（首都高速、阪神高速、名古屋

高速）に ITS スポットを設置した実証実験を経て、事前に速度を落とすなど、安全側に運転行動が

変化するなど安全性向上に寄与することを確認しており、現在、本格運用に至っている。 

国土技術政策総合研究所

国土地理院 

電子航法研 

宇宙航空研 

他 

本省 警察庁 

文部科学省 

経済産業省 

総務省 

規格化団体 

東京大学 

慶應義塾大学 

土木学会 他 

AHS 

研究組合
民間企業 

（自動車、通信、 

地図などのメーカー） 

道路管理者 

ITR 

技術検討

WG 

作成要領の策定・改訂 

チェックプログラム等改良 

品質確認 

社会実験 

仕様作成 

実験機器仕様原案作成 
社会実験 

仕様策定 

システム開発・実用化研究 
大規模実証実験の実施 

渋滞メカニズム分析 

システム開発 

ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｼﾐｭﾚｰﾀを用いた実験 
実証実験
の実施 

 
動線データ 

動線解析プラットフォーム 

改良検討  拡張検討 
取得の検討 活用の検討 

仕様作成 

プローブ情報の取得実験 

活用方策の検討 

ソフト開発 実証実験 
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サグ部における交通円滑化支援システムは、平成 21 年度の東名高速道路大和サグ部（下り）に

おける実証実験を経て、渋滞の低減効果が期待できることを確認している。また、全国のサグ部に

おいて試算すると、追越車線を走行する車両の 10%が走行車線へ移動しただけで、渋滞損失の 45.4%

が削減されるとの推計もあり、高速道路の渋滞軽減に有効な対策になると考えられる。さらに、平

成 22 年度冬からの ITS スポットサービス開始により、広域的な道路交通情報が全国の ITS スポッ

トで提供され、渋滞軽減に寄与すると考えられる。 

（３）ローコスト料金所によるスマート IC の規格・仕様の策定 

スマート IC 用の ETC 機器仕様書は、全国のスマート IC で整備、実運用に活用されており、平成

22 年 3 月時点で、全国 51 箇所において本格運用が行われている。 

（４）移動体情報の高精度かつ低廉な収集システムの開発 

１）移動体の高精度な測位※1 

本研究で開発した、マルチパス誤差低減技術、RTK-GPS 高速初期化技術、慣性航法複合化技術

が民間等で活用されるため、ソフトウェアの仕様を公開した。 

２）都市空間における動線解析※2 ※3 

動線解析プラットフォームは、多様なニーズに応えるための基本情報となる時空間上での人の

移動を把握するためのオープンなプラットフォームとして、東京大学空間情報科学研究センター

で公開され、医療・都市防災、環境・マーケティング、統計・セキュリティ、交通・モビリティ

等、幅広い分野での研究・分析に活用されている。また、バス IC カードデータを活用した動線解

析技術は、上尾道路の開通効果の計測や、埼玉県の交通計画の策定に活用されている。 

３）プローブ技術による交通情報提供サービス及び交通調査の高度化 

平成 22 年冬からのサービス開始を目標とする ITS スポットの全国整備に合わせ、スポット通信

サービスに係る仕様に基づいて、プローブ統合サーバ等の各装置が整備されることとなっている。

プローブ情報の統計処理により、CO2 排出量の算定、事故要因分析への活用等の可能性が示され

ており、道路利用者への情報提供、道路管理への活用などに有益な手法になると考えられる。 

（５）道路基盤データの迅速な更新・配信システムの開発 

策定した「道路工事完成図等作成要領」等に基づき、道路基盤地図情報の蓄積が開始され、平成

21 年度末までに、直轄国道延長の約 3割で GIS データの作成が終了している。今後も、舗装工事等

の完成に伴い、整備延長の着実な増加が見込まれる。 

 

４．今後の取り組み 

本プロジェクト研究で得られた成果の普及を図るとともに、対 1990 年度比で 25%の CO2 を削減すると

いう新たな政府目標を達成するため、ITS を活用し、環境負荷低減を主眼においた道路交通の円滑化を

目指す。具体的には、以下の内容などについて研究を実施する。 

① 渋滞などによる無駄な環境負荷を削減するための自動車交通のさらなる円滑化・効率化 

② 環境負荷が少ない電気自動車やプラグインハイブリッドなどの次世代自動車の利便性を向上させ

るための走行支援 

③ 環境負荷の大きい大型車に特化した環境負荷の削減 

 

※1：「移動体の高精度な測位」は、総プロ（準天頂衛星による高精度測位補正に関する技術開発(H15～22)）

として、平成 23 年度に評価予定。 

※2：「都市空間における動線解析」のうち、「四次元 GIS データを活用した都市空間における動線解析技術

(H17～19)」は、事項立てとして、平成 20 年 7 月 23 日に評価済み。 

※3：「都市空間における動線解析」のうち、「IT を活用した動線データの取得と電子的動線データの活用に

関する研究(H20～22)」は、事項立てとして、平成 23 年度に評価予定。 
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【事後評価】 研究成果及び活用 様式C［事後］

研究成果
研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効

果等）
成果目標
の達成度

備考

スポット通信サービスに係る仕様として、下記の9つを平成
21年度に策定。
・路側無線装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案）
・中央処理装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案）
・音声処理装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案）
・センター間インタフェース（DSRC：スポット通信）仕様
書（案）
・プローブ処理装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案）
・情報接続処理装置（DSRC：スポット通信）仕様書（案）
・路側センター間インタフェース仕様書（案）
・プローブ統合サーバ（DSRC：スポット通信）仕様書
（案）
・提供情報集約サーバ（DSRC：スポット通信）仕様書
（案）

仕様書に基づき、平成22年度冬からのサービス開始
を目標に約1,600箇所のITSスポット（5.8GHz帯
DSRCを用いた路車間通信システム）が全国整備さ
れることとなっている。

◎

参考
資料
１
(P.1)

安全運転支援システムに
関する研究 安全運転支援システム（前方障害物情報提供、カーブ進入危

険防止等）を開発し、実道で実験を実施。
今後、開発した本システムの仕様化を行い、全国展
開を図る。 ○

交通円滑化支援システム
に関する研究

都市間高速道路の渋滞量の６割を占める高速道路サグ部にお
ける交通円滑化支援システムを開発。
広域経路選択情報を首都高速道路東扇島付近にて提供し、実
証実験を実施。

サグ部における交通円滑化支援システムは、平成21
年度に、東名高速道路大和サグ部（下り）における
実証実験を経て、渋滞の低減効果が期待できること
を確認している。今後、本システムの他地域での実
証実験を進め、システムの改良を行い、サービスの
実展開へつなげる。
広域経路選択情報は、平成22年度冬からのITSス
ポットサービス開始により、全国のITSスポットで提
供され、渋滞軽減に寄与すると考えられる。

○

スマートIC用のETC機器（路側機器）の仕様書として、下記
を平成19年3月に策定。
・ETC機器（SA・PA版スマートIC用）仕様書（案）
・ETC機器（幹線道路接続スマートIC用）社会実験版仕様書
（案）

スマートIC用のETC機器仕様書は、全国のスマート
ICで整備、実運用に活用されており、2010年3月時
点で、全国51箇所において本格運用が行われてい
る。

◎

参考
資料
３
(P.3)

研究課題名：セカンドステージITSによるスマートなモビリティの形成に関する研究 （プロジェクト研究）

次世代ITSシステムの規格・仕様の策
定

ローコスト料金所によるスマートICの
規格・仕様の策定

研究の成果目標

参考
資料
２
(P.2)

AHS（高度
走行支援道
路システ
ム）技術に
よる道路交
通の安全性
向上／渋滞
軽減システ
ムの開発

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。
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【事後評価】 研究成果及び活用 様式C［事後］

研究成果
研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効

果等）
成果目標
の達成度

備考

研究課題名：セカンドステージITSによるスマートなモビリティの形成に関する研究 （プロジェクト研究）

研究の成果目標

従来のRTK-GPSの課題を解決する、マルチパス誤差低減技
術、RTK-GPS高速初期化技術及び慣性航法複合化技術を開
発し、屋外環境にて実証実験を行うためのソフトウェアを試
作

民間等における技術の活用のため、ソフトウェアの
仕様を公開した。

準天頂衛星が存在する場合を想定したシミュレーターを開発
日本の準天頂衛星をはじめ各国の衛星による、今後
の測位環境変化による更なる測位精度の向上を踏ま
えながら、成果の活用を図る。

「人の時空間的な移動を表現するデータを補正・補完し、相
互利用が可能な水準にクレンジングするサービス」と「加工
済みのデータを蓄積し提供するサービス」を備えた動線解析
プラットフォームを開発 ※2

時空間上での人の移動を把握するためのオープンな
プラットフォームとして、東京大学空間情報科学研
究センターで公開され、幅広い分野での研究・分析
に活用されている。

バスICカードデータを活用した動線解析技術を開発 ※3 交差点立体化による効果検証等に活用されている。

プローブ技術による交通
情報提供サービス及び交
通調査の高度化

プローブ情報を収集・蓄積するため、プローブ統合サーバ、
プローブ処理装置等の仕様書を平成21年度に策定

道路利用者への情報提供、道路管理への活用などに
有益な手法になると考えられる。 ○

参考
資料
６
(P.7)

道路内に存在する30地物（車道、歩道、区画線等）で構成さ
れる道路基盤地図情報を迅速かつ効率的に整備するため、以
下の要領等を策定
　・道路工事完成図等作成要領
　・道路基盤地図情報交換属性セット
　・道路基盤地図情報製品仕様書
　・道路工事完成図等チェックプログラム
　・CAD-GISコンバータ

作成した道路基盤地図情報を用いた走行支援サービ
スをカーナビ等において実現するために、道路基盤
地図情報の公開方法を検討し、成果の活用を図る。

○

参考
資料
７
(P.8)

※1：

※2：

※3：

「移動体の高精度な測位」は、総プロ（準天頂衛星による高精度測位補正に関する技術開発(H15～
22)）として、平成23年度に評価予定。

「都市空間における動線解析」のうち、「四次元GISデータを活用した都市空間における動線解析技術
(H17～19)」は、事項立てとして、平成20年7月23日に評価済み。

「都市空間における動線解析」のうち、「ITを活用した動線データの取得と電子的動線データの活用に
関する研究(H20～22)」は、事項立てとして、平成23年度に評価予定。

移動体情報
の高精度か
つ低廉な収
集システム
の開発

移動体の高精度な測位※
1

○

参考
資料
４
(P.4)

道路基盤データの迅速な更新・配信シ
ステムの開発

都市空間における動線解
析※2 ※3

○

参考
資料
５
(P.5
～6)

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。

－
9
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－



研究概要書：建築物の構造安全性能検証法の適用基準の合理化に関する研究 

 

プロジェクトリーダー名：建築研究部長  西山 功 
技 術 政 策 課 題：安全・安心な社会の実現 
サ ブ テ ー マ：自然災害に対して安全・安心な国土及び地域社会の構築 
関 係 研 究 部：建築研究部、総合技術政策研究センター 
研 究 期 間：平成１９年度 ～ 平成２１年度 
総 研 究 費：約７４百万円 

 

 

 

１．研究の概要 

建築基準法の構造規定において位置づけられている検証法(検証用構造計算基準)の適用に当たり、設

計者の恣意的適用や不適切な要求事項の解釈が行われた場合には、検証法に期待される精度と信頼性が

損なわれ、検証結果がばらつく場合があり得ることが、構造計算偽装事件やそれに続く検証実態の点検

などを通じ指摘されるところとなった。この恣意的な検証法適用による結果のばらつきの存在は、計算

書の偽装可能性と相まって、建築設計及び建築行政の双方に対する社会の大きな不信感を招いた。 

平成１８年度の建築基準法令の改正においては、こうした恣意的な解釈・適用による検証結果のばら

つきや不適切性を無くすため、モデル化等の手法や適用範囲を過去において十分に実績のあるものに限

定する、ばらつきを勘案して従来よりも大きな余裕度を設けた基準とする、等の措置が講じられている。

しかし、このことは、採用する構造方法を工夫・選択する等によって、建築規制で目標とする安全水準

を確保しつつ、より合理的な建築設計を実現するという、別の観点からの社会的な要請の実現の可能性

を制約してしまうことにもなりかねない。 

本研究では、建築基準法に基づく各種検証法の背景にある、又は、あるべき余裕度や安全率について

調査、検討を行い、これらを合理的に設定できるようにして、設計者による恣意的適用や過剰設計を排

することができるよう、検証法の適用基準の明確化、合理化を図る。そのために、以下の項目に関して、

研究を行う。 

 (1) 場合分け条件の明確化、係数等の設定手法の確立 

 (2) ケーススタディによる検証法の精度明確化 

 (3) 検証法の適用基準群の開発 

 

２．研究の目的 
建築物・構造方法の個別性に応じたきめ細かな検証法の適用基準を開発・整備し、建築規制で目標と

する安全水準を確保しつつ、設計者が採用する構造方法により適切に対応した安全性検証法を適用する

等によって、社会的な要請である、より合理的な建築物の実現を可能とすることを目的とする。 

 

３．自己点検結果 

○目標の達成度 
１．に示した研究項目のうち、(1)は、基礎的研究の段階ではあるが、信頼性解析に基づく、建

築物の地震に対する余裕度評価や限界耐力計算に用いる各種係数設定のための簡易な手法の提案

を行った。 (2)は、数多くのケーススタディにより、特に木造建築物を中心に、各種検証法に確

保されている精度、余裕度を把握した。(3)は、(2)のケースタディの積み重ねにより結果が得ら

れたものから、建築物に必要十分な余裕度を確保するための各種検証法の適用方法を整理した。 

資料３－４
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○成果 
 本研究成果は、各種検証法の運用支援のための技術的バックデータとして活用される。将来的

には、例えば、新開発部材の基準値を検証法の中にいかに位置づけていくか等、民間等により開

発された要素技術への対応方針検討時の判断材料として活用される。また、現在、国総研が協力

支援している住宅局の建築基準整備促進事業(平成20年度～)での課題設定や検討取りまとめのた

めの技術情報として活用している。 

 

○本研究開発の実施方法・体制の妥当性 
●研究の実施体制 

 研究方針を具体化するに当たり、初年度に、設計実務者、建築確認部局、性能評価機関、学識

経験者にアンケート調査やヒアリングを実施し、社会からのニーズに適切に対応できるよう対処

した。 

 2 年目以降は、ケーススタディが作業の中心となったが、ケーススタディに用いる試設計建築物

の作成と数値計算の実施に当たっては民間コンサルを活用して研究の効率化を図った。また、こ

の間にも、建築基準整備促進事業への協力支援等を通し、本研究成果の建築基準検討への活用と

検証法の適用実態に関する情報入手を図った。 

 

 

国
総
研

設計実務者

建築確認部局

性能評価機関

大学等

アンケート調査、
ヒアリング

試設計建築物の作成

研究項目(1)(2)

解析作業(地震応答解析等)
破壊確率の算出[研究項目(1)]
ケーススタディ[研究項目(2)]

整理、分析
研究項目(1)(2)(3)

住宅局

情報の共有

（一部作業は外注により行う）

研究の具体的方針の検討

 

 

 

●研究の実施方法 

 検証法の適用基準の明確化、合理化に向けて、以下の具体的課題を抽出した。 

(a) 鉄筋コンクリート造 

    a-1. 限界耐力計算における各種係数の設定 

    a-2. 偏心率規定の適用 

    a-3. 基礎杭の鉛直バネの設定 
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(b) 木造 

    b-1. 壁量計算の適用範囲 

    b-2. 限界耐力計算における限界変形角の設定 

    b-3. 各種検証法における接合部設計法の適用方法 

 本研究では、ケーススタディ(試設計建築物の作成と数値解析の実施)を積み重ねて、これらの結

果から、必要余裕度、適用基準を考察、検討することを主としたが、これと並行して、上記 a-1 の

検討時においては、信頼性解析に基づく必要余裕度設定のための定量的方法についても検討を実施

した。 

１．に示した研究項目に即して言えば、a-1 における信頼性解析に基づく定量的方法の検討は、

研究項目(1)に該当し、ケーススタディに基づく検討は、研究項目(2)に該当する。 

 上記 a-1 から b-3 までの課題については、以下のとおり研究を実施した。 

 

(a) 鉄筋コンクリート造 

a-1. 限界耐力計算における各種係数の設定 

限界耐力計算を構成する地表面加速度 PGA、加速度応答スペクトル Sa(h=5%)、加速度低減率 Fh、

等価粘性減衰定数 heq、及び安全限界変形角・sを確率変数として、静的問題に多用される線形 2次

モーメント法を応用して、破壊確率と設計点を算出する方法を検討した。破壊確率が適切に評価さ

れていれば、この時の設計点は各種係数の最適な値と見なせる。この妥当性を検証するため、試設

計建築物を作成し、40 波の実地震動を用いた漸増動的地震応答解析により破壊確率を求め、これと

提案手法による値とを比較した。これらは良く対応することを確認の後、設計点と現行基準による

諸係数との比較から現行の限界耐力計算で確保されている余裕度について考察した。 

a-2. 偏心率規定の適用 

 連層耐力壁を有する鉄筋コンクリード造の無偏心の基本モデルに対し、壁を 3通りに偏在させた

偏心モデルを作成し、偏心率算定に係る計算条件をパラメータとした場合の計算結果に与える影響

を検討した。この検討により、保有水平耐力の計算を立体解析で行っても、偏心率に応じた Fe 値

による耐力割増が必要なこと、平面と立体解析による偏心率の差異は、構造物全体の安全性検証に

はあまり支配的なものにはならないこと、基礎ばねの設定方法によって偏心率が大きく変動するこ

と、偏心が比較的小さな範囲において余裕度が不足する傾向にあること等を明らかにした。 

a-3. 基礎杭の鉛直ばねの設定 

 鉄筋コンクリート造の試設計モデルを作成した上で、基礎杭の鉛直ばね特性の評価の差異が Ds

値に与える影響を把握し、基礎杭の鉛直ばねを柔らかめに設定することが必ずしも安全側の評価と

はならないことを明らかとした。 

(b) 木造 

b-1. 壁量計算の適用範囲 

b-2. 限界耐力計算における限界変形角の設定 

b-3. 各種検証法における接合部設計法の適用方法 

木造の構造安全性検証に使用される以下の 4 つの方法に基づき、2 階建て及び 3 階建ての木造軸

組構法建築物の試設計モデルを 8タイプ作成した。 

① 壁量計算(令第46条) 

② 許容応力度計算(令第82条) 

③ 限界耐力計算(令第82条の5) 安全限界変形角1/20 

④ 同上、安全限界変形角 1/30 

 これらについて、時刻歴地震応答解析による詳細な倒壊解析を行い、各検証法により確保される
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耐震余裕度(限界入力倍率)を算出し、以下のことを明らかにした。 

・壁量計算は、2階建ての場合は余裕度が高めになるが、3階建てになると不足する。 

・限界耐力計算の安全限界変形角は 1/20 としても余裕度は 1.0 を上回る。 

・各種検証法における接合部設計法の適用性 

 

3) 検証法の適用基準群の開発 

 (2)のケースタディの積み重ねにより結果が得られたものから、建築物に必要十分な余裕度を確

保するための各種検証法の適用方法を整理した。 

 

年度計画と研究費配分 

実施年度 

総研究費 
約 74 

［百万円］

区分 

（目標、サブテーマ、分野等） 

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 研究費配分

場合分け条件の明確化、係数等の設定手

法の確立 

   
約 8 

［百万円］

 

RC 造不整形構造

 

   

 

RC 造基礎構造 

 

   
ケーススタディによる

検証法の精度明確化 

 

木造 

 

   

約 64 

［百万円］

検証法の適用基準群の開発 
   約 2 

［百万円］

 

○上記を踏まえた、本研究開発の妥当性 

具体的な試設計建築物を用いたケーススタディの積み重ねにより、検証法の精度明確化、必要

余裕度検討のための実証的な技術情報が得られている。これらの成果は、今後の構造安全性能検

証法の運用の合理化、適正化等に活用されることが期待されるものであり、本研究開発は妥当で

ある。 

 

４．今後の取り組み 
 荷重や部材の変形性能等の構造特性は、ばらつきを伴う。現行の建築基準では、これらを確定値とし

て与えている。また、その確定値の設定に際して、どの程度のばらつきを想定し、安全率を見込んでい

るのか、必ずしも明らかにされていはいない。  

 現行の建築基準は、過去の経験工学的な知見の積み重ねにより構築されている部分が大きいと言える

が、本研究は、こうした知見の積み重ねにより基準に含まれるに至った余裕度、安全率の実態把握と、

係数等のばらつき

調査等 整形標準 RC 造建物

の耐震余裕度分析 設定手法の検討と

その適用性検証 

適用基準の開発検討 

検証法の適用実態

調査 偏心率規定の余裕

度検討 

検証法の適用実態

調査 

各種耐震性能検証

法の余裕度検討 剛性率、偏心率が

適用される場合の

余裕度検討 

基礎ばねの計算法の違いが上部構

造の性能検証に与える影響分析 

各種接合部設計法

の余裕度検討 

各種耐風性能検証

法の余裕度検討 
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これらを定量的に評価する試みであったと考える。  

 余裕度、安全率の設定は、個々の建築物の設計条件に応じて、設計者の工学的判断に任されるべきも

のとも言えるが、検証法適用の合理化を阻み、恣意的適用を生じさせる部分でもある。そのため、今後

とも理論的研究の展開や、ばらつき評価のための統計データの収集蓄積を図り、余裕度設定のさらなる

定量化に向けた検討に、今後とも継続的に取りかかって参りたい。 
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【事後評価】 研究成果及び活用 様式C［事後］

研究成果
研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効果

等）
成果目標
の達成度

備考

地震荷重を対象とする性能検証法に用いる各種係数の安全率
の設定手法の提案とその妥当性検証。

検証法の精度及び信頼性を確保するための技術情報
を、検証法の適用基準に反映させる。 △

建築物の偏心の評価に係るばらつき要因と、ねじれ評価に係
る検証法適用に当たっての留意点の明確化。

基礎ばねの特性評価に係るばらつき要因と、上部構造に対す
る影響を考慮した場合の基礎ばね特性評価に係る検証法適用
に当たっての留意点の明確化。

木造を対象とした各種検証法の余裕度、及び、これらの適用
に当たっての留意点の明確化。

ケーススタディの結果等に基づき、建築物に必要十分な余裕
度を確保するための各種検証法の適用方法の整理。

建築基準法に基づく構造基準の運用円滑化に活用す
る。

△検証法の適用基準群の開発

研究の成果目標

研究課題名：建築物の構造安全性能検証法の適用基準の合理化に関する研究

各種検証法の持つ精度やこれらの背景にある余裕度を
明確にした実証的な技術情報として開示し、各種検証
法の適用基準に反映させる。

○

場合分け条件の明確化、係数等の設
定手法の確立

ケーススタディによる検証法の精度
明確化

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。

－
1
0
1
－



研究概要書：建築空間におけるユーザー生活行動の安全確保のための 

評価・対策技術に関する研究 

 

プロジェクトリーダー名：建築研究部長  西山 功 
技 術 政 策 課 題 ：２）安全・安心に暮らせる日常の実現 
サ ブ テ ー マ ：ロ）建築内事故に対する安全・安心 
関 係 研 究 部 ：建築研究部、住宅研究部 
研 究 期 間：平成１８年度 ～ 平成２１年度 
総 研 究 費：約２５１百万円 

 

 

 

１．研究の概要 
近年においては、高齢化の進展により転倒事故の発生が増大するおそれがあることや、自動回転ド

アやエレベーターによる事故が発生し、それが社会に大きな影響を及ぼしたこと等、日常生活で起こ

る事故が問題となってきている。そのため、建築物内のユーザー生活行動における安全確保のために

は、日常の事故を予防していくためのリスク評価やこれを元とした対策技術の研究開発および普及活

動が重要である。 

このため、本研究において、建築空間において発生する事故予防を主眼に、公共的空間における日

常の事故予防をねらいとした「建築空間におけるユーザー生活行動の安全確保のための評価・対策技

術に関する研究（平成１８～２０年度）」（以下、日常安全に関する研究という。）及び、特に重大事

故が発生していた昇降機等について技術基準化を念頭に置いた「建築設備等の安全性能確保のための

制御システム等の設計・維持保全技術の開発（平成１９～２１年度）」（以下、EV 総プロという。）を

連携させながら行った。 

（日常安全に関する研究） 

建築空間における日常安全に関する研究においては、建物利用者の日常生活での行動における安全

確保を目標として、特に公共的な建築空間での、人間行動に起因する人身危害について、事故事例デ

ータを収集し、実態の把握と事故発生原因の整理を行い、関連する情報や知見、対策技術等を集積し

た知識ベースを構築した。その結果を踏まえ、収集した事故事例等を紹介するとともに、事故のパタ

ーンやその安全対策に関連した情報を提供する「建物事故予防ナレッジベース」を開発し、2009年8

月中旬よりインターネット上で公開している。また、総プロにより収集した事故事例等についても同

サイトを通じて公開し、相乗効果を挙げることを図っている。 

（EV 総プロ） 

エレベーターなど動力機構をもった設備等については、近年その多くが電子的なプログラムにより

制御されているため、制御内容や安全装置の機構等はメーカーごとに開発され、安全確保のための技

術等の内容は当該メーカー以外には把握できなくなっているという状況（ブラックボックス的状況）

が指摘されている。こうした状況において、建築物等の利用者等のさらなる安全性確保のため、建築

設備等の制御システムや安全装置の設計、維持保全の技術に関して、総合的、体系的な検討を行い、

安全性能が第三者等により客観的にチェックできるような技術開発を行った。 

資料３－５
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２．研究の目的 
 （日常安全に関する研究） 

現状においては、時代の変化に対応した建築空間の安全性の確保は建物設計者、建物管理者などに

より個別に行われ、他の事故情報や安全対策が共有化されにくい。ユーザーは想像以上に建築空間で

事故リスクに遭遇しているとのデータもあるが、重大な死傷事故に至らないものは特にその傾向が強

い。そのため、市場に委ねたままでは新たな空間様式、高齢者や障害者の社会進出等に対応した効果

的、適正な安全対策の強化が行われない状況にある。 

建築空間における日常安全に関する研究において、作成するユーザー生活行動の安全確保のための

経験、知識、安全性評価技術および対策技術を集積した「建物事故予防ナレッジベース」は、建物関

係者に共通的でかつ時代の変化や新技術の導入にも追従できる汎用性のある安全確保のため有効な

ツールに資するものである。 

（EV 総プロ） 

また、特に重大事故が発生していた昇降機等については、社会的にも大きな問題となって捉えられ

ていたことも踏まえ、ブラックボックス的状況が進むエレベーター等の制御システム等について、客

観的に安全性がチェックできる設計・維持保全技術を開発することにより、国民のエレベーター等に

対する不安を解消し、建築物等における設備の安全、安心の向上を図ることを目的としている。 

 

３．自己点検結果 
○ 目標の達成度 

日常安全に関する研究では、想定した目標は概ね達成されている。ただし、日常事故防止に関

する啓発及び「建物事故予防ナレッジベース」の普及、効果・効用の計測については、今後の検

討事項としたい。 

EV 総プロでは、想定した目標は概ね達成している。 なお、製品の種類も多く、点検の法的な

義務づけもない機械式駐車装置や電動の間仕切り・座席等に関する維持保全技術の普及については

今後の課題である。 

○ 成果 
日常安全に関する研究では、日常生活で発生した事故事例を収集し、事故の実態を把握すると

ともに、事故発生原因とその対策を事故パターンとして整理した。事故事例及び事故パターン、

事故防止に関する各種情報をまとめた知識ベース「建物事故予防ナレッジベース」を構築し、Web

上で公開している（開始より H22 年 11 月 28 日まで、現在延べ 30,398 アクセス）。また、日常事

故防止の啓発及び当該知識ベースの周知を目的とした、シンポジウム開催等の普及方策を行った。 

EV 総プロでは、エレベーター、建物内に設置される可動設備（エスカレーター、機械式駐車装

置、電動のドア・シャッター、間仕切り、座席等）及び遊戯施設について、以下のような成果が得

られた。  

（エレベーター） 

・安全制御装置、乗り場戸・かご戸、駆動機、電気・電子的保護装置等について、戸開走行防

止やかごの激突防止等に関する設計技術仕様及び安全性能評価要領を作成した。  

・安全性能の保持に重要な機能を有するブレーキの制動・作動性、かごの支持（主索・巻上機）

能力、運転制御機能等に関する標準的検査要領を作成した。 

（その他の可動設備、遊戯施設） 

・各代表的な設備について、挟まれ、転落、つまずき、転倒、衝突等の危険防止のための構造・

安全機構等に関する設計技術仕様を作成した。 
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・維持保全のあり方について、実施体制の構築、管理水準の設定、管理項目の標準化などに関

する基本的事項をまとめた。 

なお、これらの成果は、エレベーターの戸開走行防止及び制動の二重化等に関する建築基準法施

行令等の改正等及び（社）日本エレベータ協会と連携したエレベーターＪＩＳ原案（TS 案）の作

成等に反映された。 

○ 本研究開発の実施方法・体制の妥当性 
● 研究の実施体制 

日常安全に関する研究では、学識経験者（東京理科大学、大阪工業大学、建築研究所）、弁護

士、設計実務者、関連業界団体等の日常安全に関する有識者による検討委員会を設置し、研究

を実施した。 

EV 総プロでは、国土技術政策総合研究所、（独）建築研究所、安全工学等の学識経験者、エレ

ベーター・遊戯施設の製造者及び施設等の維持管理者等で構成される検討委員会（建築設備等

の安全制御システム等の技術開発検討委員会）及び部会（「昇降機等小委員会」及び「遊戯施設

小委員会」）を設置して研究を進めた。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV 総プロの実施体制 

 

● 研究の実施方法 

（日常安全に関する研究） 

①日常事故に関するデータ収集を実施。既往事例の収集が困難であったため、アンケート調

査を行い、回答者の事故体験を収集した。→注）深井様；文末参照 

②収集した事故事例を元に、事故パターンの抽出・整理・分類を行い、事故対策ガイドライ

ン（事故対策案）を検討した。 

③知識ベースの仕様設計を行い、プロトモデルを構築後、ユーザービリティ等のチェックを

行って、「建物事故予防ナレッジベース」として Web 上に公開した。 

（EV 総プロ） 

エレベーター、建築内可動設備（エスカレーター、機械式駐車装置、電動ドア・シャッター、

書架、座席等）及び遊戯施設を対象に、以下の①～③について検討を行った。 

①事故・不具合事例の調査及びリスク評価による安全性能目標の開発  

遊戯施設小委員会

建築設備等の安全制御システム等技術開発検討委員会

昇降機等小委員会

総合技術開発プロジェクト

機器等製造者

国土技術政策総合研究所

（独）建築研究所

大学・研究機関 施設等の管理者

本省住宅局 建築指導課

業界団体、民間企業等

（総プロ）
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②安全性能を達成するための設計技術仕様及び安全性能評価法の開発 

③安全性能を保持するための維持保全技術の開発 

 

年度計画と研究費配分 

 （日常安全に関する研究） 

実施年度 
総研究費 
約 251 

［百万円］

区分 

（目標、サブテーマ、分野等） 
Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 研究費配分

建築空間内のユーザー生活行動における事

故データの収集及び分析 

    
約 30 

［百万円］

「建物事故予防ナレッジベース」の構築 

    
約 23 

［百万円］

（EV 総プロ） 

エレベーター等の安全性能確保のための設

計・維持保全技術の開発 

    
約 128 

［百万円］

その他、建築内の可動設備の安全性能確保

のための設計・維持保全技術の開発 

    
約 28 

［百万円］

遊戯施設の安全性能確保のための設計・維

持保全技術の開発 

    
約 42 

［百万円］

 

○ 上記を踏まえた、本研究開発の妥当性 

日常安全に関する研究については、日常的事故の全般的な防止の必要性については、社会的に

もその重要性が認識されているところである。建築物での事故に関する情報を収集し、効果的に

安全対策の改善として生かすためには、それらを解析し安全対策の立案をするシステムが必要で

ある。このような技術開発の結果は民間も含めて共通性、汎用性があるため、インターネットを

活用して一般への情報提供を行うことによって、その情報が設計実務や建物管理業務への活用が

見込まれることから、本研究開発は妥当なものであるといえる。 

EV 総プロについては、関係省庁、学識経験者、メーカー・保守会社等と連携して研究を進める

ことにより、研究成果は、行政施策、新しい実用技術の開発・供給の分野に直接結びついて安全性

の確保が図られた。 また、エレベーターにおける研究手法・成果を遊戯施設や他の建築設備等に

応用することにより、効率的に研究を実施することができた。 

 

４．今後の取り組み 
日常安全に関する研究については、知識ベースの管理運営を行いながら、事故事例の収集を実施し

データを充実させるとともに、関係団体の協力等を得てさらなる普及を図る方針である。また、知識

ベースでは事故事例のみならず、設計上の工夫事例といったポジティヴな情報について、投稿を受け

付けており、このようなサイト閲覧側からの投稿事例もデータベースを充実させていけるよう活発な

事故対策ガイドラインの検討 

事故パターンの抽出、整理

仕様設計 

事故データの収集 

データ取り込み、チェック 

設計・性能評価手法の検討 

設計・維持保全技術の検討 

設計・性能評価手法の検討 

維持保全技術の検討 

事故事例等の収集・分析、既存安全技術等の調査 

維持保全技術の検討 

市場・製品情報の調査 

事故事例等の収集・分析、既存安全技術等の調査 
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運用についての方策を講じることについて、検討を進めていく方針である。 

EV 総プロについては、すでに、研究成果の一部は法令・基準等に活用されており、その他の成果に

ついても各設備等の設計・維持保全の基準や技術資料に反映・活用できるよう引き続き関係機関等と

の連携を進める。 
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【事後評価】 研究成果及び活用 様式C［事後］

研究成果 研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効果等）
成果目標
の達成度

備考

日常生活における事故の事例を収集。（ヒヤリ・ハット事例を含む）
このような事故事例の収集例は稀少で、日常事故の実態の把握に貢献し
た。これらの事例は内容を整理し、「建物事故予防ナレッジベース」に反
映させた。

日常生活における事故の事故パターンを整理。
事故パターンを整理することで、事故発生のメカニズム解明に寄与した。
事故パターンに関する情報についても、「建物事故予防ナレッジベース」
に反映させた。

事故防止のための対策案を検討。
事故パターン毎に対策案を検討することで、対策方法を、明確かつ網羅的
に示すことができた。これについても「建物事故予防ナレッジベース」に
反映させた。

収集した事故データや関連情報を集積した知識ベースを構築。
Webで公開することで広く情報提供を行っている。また、日常事故防止
の啓発及び当該知識ベースの周知を目的としたシンポジウム開催等の普及
方策を行った。

○

建築空間内のユーザー生
活行動時における事故
データの収集及び分析

事故事例の収集と分析。 知識ベースとして公開し、広く情報提供を行っている。 ○

昇降路内の転落、かご内の閉じ込め、挟まれ等の危険事象に対するリスク
評価による安全技術目標の設定・提案。

戸開走行保護装置の性能評価のための実施要領（評価基準（性能・構
造）、性能試験方法等）を作成。

・戸開走行保護装置の性能評価に係る評価基準の制定に反映させた。
・評価機関における業務方法書に反映させた。 ◎

安全制御機構（装置）に関する安全設計技術仕様、性能評価法を作成。 エレベーターJIS（TS案）に反映させた。 ◎

設計・評価業務の支援システム（プロトタイプ）の作成。 実務者向けの安全性能評価支援ツールに活用を図った。 ○

・ ○

安全意識・技術の普及
シンポジウム・施設見学による遊戯施設の運用・管理に関する安全技術情
報の発信。

・施設の運営・管理者における安全意識の向上に貢献した。
・安全に関する技術支援に貢献した。 ○

・追突、落下、転落、巻き込み等の危険事象に対するリスク評価による安
全技術目標の設定・提案。
・構造、制御機構（装置）等に関する安全設計技術仕様、性能評価法を作
成。
・検査実施要領（案）の作成。

○

研究課題名：・建築空間におけるユーザー生活行動の安全確保のための評価・対策技術に関する研究 （プロジェクト研究）

研究の成果目標

建築空間
における
日常安全
に関する
研究

◎

△

EV総プロ

安全性能を確保するた
めの設計技術仕様とそ
の評価方法の開発

・建築基準法施行令の改正に反映させた。
戸開走行保護プログラムの独立化及び制動装置の二重化等に関する設計技
術仕様及び安全性能評価法を作成。

安全性能水準を保持す
るための維持保全技術
の開発

・メーカー及び業界団体における安全技術基準に活用を図った。
・エスカレーターJIS案の検討のための技術資料として活用を図った。
・「定期検査業務仕様書」(財)日本建築設備・昇降機センターに活用を
図った。

◎

・その他
の建築内
に設けら
れる可動
設備

・遊戯施
設

「エスカレーター、機
械式駐車設備、電動ド
ア・シャッター等及び
遊戯施設」の設計技術
仕様と維持保全技術等
の開発

建築空間内のユーザー生活行動時
における事故データの収集及び分
析

「建物事故予防ナレッジベース」
の構築

安全制御機構（装置）に対する検査要領（案）を作成。
維持保全業務の支援システム（プロトタイプ）の作成。

・エレベーターJIS（TS案）に反映させた。
・「定期検査業務仕様書」(財)日本建築設備・昇降機センターに活用を
図った。
・実務者向けの保守業務支援ツールに活用を図った。

エレベー
ター

〈成果目標の達成度〉　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。

－
1
0
7
－



 

 

 

研究概要書：建物用途規制の性能基準に関する研究 

 

プロジェクトリーダー名：都市研究部長  山下浩一 
技 術 政 策 課 題：（３）住環境・都市環境の改善と都市構造の再構築 

（11）技術基準の高度化 
サ ブ テ ー マ：健全な生活環境の構築 

技術基準・設計 
関 係 研 究 部：都市研究部 
研 究 期 間：平成１９年度 ～ 平成２１年度 
総 研 究 費：約９１百万円 

 

 

 

１．研究の概要 

建築基準法の建物用途規制においては、近年の社会・経済情勢の変化に伴い新たな概念の問題用途

が出現し市街地環境を悪化する等、従来の仕様的規定の枠組では合理的対応が困難な状況が生じてい

る。 

本研究では、性能に基づく合理的な建物用途規制の実現に向け、建物用途が市街地環境に及ぼす影

響項目を体系的に整理するとともに、全ての建物用途に共通する「出入り交通」に着目し、これを代

表指標として影響度合いを定量的に予測・評価する技術的手法を開発した。 

 

 

２．研究の目的 
建物用途が市街地環境に及ぼす影響度合いを定量的に計測・予測し指標値を評価する技術的手法を

開発するとともに、用途規制で守られるべき環境基準の明確化を検討する調査研究を行うことを目的

とする。そして、近年の土地利用の多様化に弾力的かつ機動的に対応するため、性能に基づく合理的

な建物用途規制の実現に向けた建築基準法の見直しに寄与することを目指す。 

 

 

３．自己点検結果 
 
○目標の達成度 

 

研究の成果目標として登録済みの項目は、表１の 4 項目である。 

目標 4 項目の全てについて、いずれも実測データに基づいて分析・整理した結果を成果として提

示するところに至ったことから、当初の目標は概ね達成できたと考える。研究全体としても、代表

指標とした出入り交通と街路状況の関係によって立地可否や付帯条件を判別するといった、方法論

の提示まで辿りつくことができた。 

ただし、実測サンプルとした建物用途の種類、エリア、実測数には限りがあり、現実の多様な建

物用途の実態に比べ、実測できた範囲は一部に止まった。 

以上から、研究目標の達成度の自己評価は、下表のとおりである。 

資料３－６
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表１ 成果目標の達成度 

 研究目標の達成度 

建物用途が市街地環境に及ぼす影響項目の体系的整理 ◎ 

建物用途が市街地環境に及ぼす影響の測定手法および評

価指標の開発 
○ 

建物用途が市街地環境に及ぼす影響の実測・分析 ○ 

用途地域における市街地環境の実測・分析 ◎ 

（注） ◎：十分達成できた、○：概ね達成できた、△：あまり達成できなかった、

×：達成できなかった 
 
○成果 

研究成果の活用及び活用方針は、別紙様式Ｃのとおりである。 

生活道路（幅員 11ｍ未満）における通行量と騒音レベルの現場実測調査から、静穏な生活環境確

保のための平均走行速度と通行量の上限値を算出し、建物用途の出入り交通指標による性能要件を

具体的に提示した。また、主要な生活関連用途及び一部の流通施設等の出入り交通等の特性につい

て、現場実測調査によりピーク時間及び時間帯別のデータを収集・分析し、用途の種類、規模、駐

車場台数等に応じた発生集中交通量の分布範囲をわかりやすく提示するとともに、一部については

原単位の提示に至った。これらを基に、建物用途の立地許可に関する判定チェックシート（試案）

を作成した。この判定チェックシート（試案）は、特定行政庁が現行の建築基準法 48 条ただし書

き許可の審査や、将来的に条件付き立地許可制度が導入された場合に審査を行う際に活用が期待さ

れる。 

また、出入り交通以外の影響項目に関しても、①建物用途の立地に関する用途地域別の住民許容

度の把握（Web アンケート調査）、②建物用途が周辺不動産取引価格に与える影響の把握（不動産業

関係者へのアンケート調査）、③用途地域毎の苦情多発建物用途と要因・解決策の把握（地方公共

団体環境部局への公害苦情調査）等の調査を行った。これら成果は、建築基準法別表第２における

用途地域別の建物用途区分の詳細化や再分類を行う際の参考資料としての活用が期待されるとと

もに、環境行政の現場で指導されている公害苦情の解決策については、建物用途に起因する環境影

響の低減方策例として、地方公共団体の建築指導部局や民間事業者への情報提供が有効と考えられ

る。 

これらの研究成果は、建物用途規制の性能規定の観点からの合理化や、良好な市街地環境形成の

ための基準・指針の策定、建物用途規制のアカウンタビリティの向上等に反映・活用していく予定

である。 

 

○本研究開発の実施方法・体制の妥当性 
●研究の実施体制 

データの実測を専門業者への外部請負とし、分析は専ら所内のスタッフが行った。これによ

り、本研究開発は効率的に執行できたと考える。 
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●研究の実施方法 

実施年度 
総研究費 
約９１ 

［百万円］

区分 

（目標、サブテーマ、分野等） 

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 研究費配分

 

 

（１）建物用途が市街地環境に及

ぼす影響項目の体系的整理 

 

  

約７ 

［百万円］

 

 

 

 

（２）建物用途が市街地環境に及

ぼす影響の測定手法および

評価指標の開発 

 

  

約１０ 

［百万円］

   

   （３）建物用途が市街地環境に及

ぼす影響の実測・分析 

 

  

約５７ 

［百万円］

 

 

 

（４）用途地域における市街地環

境の実測・分析 

 

 

 

約１７ 

［百万円］

 

○上記を踏まえた、本研究開発の妥当性 

近年、規制改革の流れの中、規制の合理性や説明責任が一段と強く問われる状況において、特に

建築・都市計画に関する規制基準については、規制の科学的根拠や効果が明確でないという指摘

がなされている。 

本研究開発は、現行の用途地域制度に指摘される問題点について、その解決策を法改正を含むビ

ジョンを想定して手法と根拠の作成を試みたものであり、この成果は、方法論とともに実測デー

タを含め、法に基づく行政事務の適切化や、法改正を企図する場合の基礎資料として活用し得る

ものであり、行政事務及び制度の合理化に貢献する観点から社会的意義のある研究と考える。 

また、本研究の成果はすべて実測データの分析・整理により行ったものである。とりわけ建物の

新しい建物用途及び主要建物用途を対象とした

出入り交通や騒音等の時間帯別環境影響特性の

現場実測調査 

不動産業関係者へのアンケート

調査による建物用途が不動産取

引価格に与える影響の把握 

建物用途に起因する公害苦情

及び実測値の収集・整理 

地価ポイントにおける環境レ

ベルの実測調査（本省支援） 

用途地域別の環境の現状水準

の把握と環境基準との対比 

一般市民による建物用

途の立地許容度の把握

と現行規制の照合 

生活道路における通行量と騒

音レベルの実測と相関分析 

立地許可に関する判定チェック

シートの試作とモデルスタディ 

建物用途に起因する公害苦情

の解決策の収集・整理 

建物用途規制が想定してい

る影響項目・発生源の整理

一般市民が考える建物

用途の影響項目の把握
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出入り交通に着目し、定量的な実測・分析を通じて環境性能の指標化を提示したことは、実用的

成果に辿りついたとともに、初の実証研究となった。このことから、本研究開発の道筋は、科学

的・技術的意義においても妥当性を有するものと考える。 

研究開発の実施に際しては、データの実測を専門業者への外部請負とし、分析は専ら所内のスタ

ッフが行った。これにより、本研究開発は効率的に執行できたと考える。 

また、研究プロセスに関しては、本研究開発は前例のない課題であったため、試行錯誤も少なく

なく、調査エリアや建物用途の種類の限られたサンプルによる実測に止まったが、実測データ自

体が過去に例のない貴重な研究ストックとなるとともに、方法論の提示にまで至ることができた

ことから、結果を総合的にみて概ね妥当であったと考える。 

 

 

４．今後の取り組み 
建物用途規制の性能規定化に向けた研究の方法論は今回概ね確立したことから、ひとまず終了とし

たい。ただし、法制度の用途横断的な抜本見直しに反映させるには、実測データにおける対象用途の

種類、地域、サンプル数が必ずしも十分とは言えず、今後も何らかの機会を活用して、実測データの

増大・蓄積を図りたい。 
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【事後評価】 研究成果及び活用 様式C［事後］

研究成果 研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効果等）
成果目標
の達成度

備考

一般市民へのWebアンケートにより、約130種類の建物用途につい
て市街地類型別に許容度及び迷惑理由（影響項目）を調査。これに
より、従来常識判断しかなかった対応関係をデータ化。

地方公共団体の環境部局に寄せられた公害苦情の実績データを、用
途地域別に発生源建物用途及び影響項目の対応関係に整理。

上記データに基づき、各々の用途についてその特性から特に評価を
要する「特定影響項目」を対応・整理するとともに、市街地類型別
に影響評価により判定すべき用途を一覧に整理。

全ての建物用途に共通の影響項目である「出入り交通」について、
下記の実測データに基づき、評価の目安を開発。建物用途の出入り
交通に着目した実証研究は初。

出入り交通以外の代表的影響項目について、自治体環境部局保有の
公害苦情案件の実測値データを取得し、用途地域ごとに整理。これ
により、既往の環境基準等に準拠した評価の妥当性を確認。

以上を踏まえ、「判定チェックシート（試案）」を作成。

心理的影響など物理的計測が困難な影響の程度を簡易にデータ化す
る測定手法として不動産事業者アンケートを考案・実施。

主要な生活関連用途及び一部の物流施設等について「出入り交通量
の実測」を行い、時間帯別特性、ピーク時の量、大型貨物の有無等
を用途の種類、規模、駐車場台数等により分析。

自動車修理工場等一部の用途について、発生源別の騒音、におい、
光害等を実測し、レベルを整理。

生活道路（幅員11ｍ未満）12路線において通行量と騒音レベルを
実測。市街地の静穏性レベルを走行速度及び通行量の指標により分
析し、街路の幅員及び通行量を手掛かりに市街地環境の要求性能を
判別する方策を提案。

地方公共団体の環境部局に寄せられた公害苦情案件の実測値情報を
収集、用途地域毎に整理

一般市街地における地価ポイントでの騒音等環境レベルの実測調査
（本省主催の検討会への協力として国総研が実測調査を分担）

（本省の検討会において活用） －

・建物用途の立地許可に関する判定チェックシート（試案）
は、特定行政庁が現行の建築基準法48条ただし書き許可の審
査や、将来的に条件付き立地許可制度が導入された場合に審
査を行う際の判定に活用の方針。

・①建物用途の立地に関する用途地域別の住民許容度の把握
（Webアンケート調査）、②建物用途が周辺不動産取引価格
に与える影響の把握（不動産業関係者へのアンケート調
査）、③用途地域毎の苦情多発建物用途と要因・解決策の把
握等の成果は、地方公共団体の建築指導部局や民間事業者へ
の情報提供の方針。

・研究全体としては、建物用途許可の判定方法の標準化、又
は、建築基準法における用途地域別の建物用途区分の再分類
を行う際の基礎資料としての活用の方針。建物用途が市街地環境に

及ぼす影響の実測・分析

用途地域における市街地
環境の実測・分析

研究の成果目標

研究課題名：建物用途規制の性能基準に関する研究

建物用途規
制の性能基
準に関する
研究

○

建物用途が市街地環境に
及ぼす影響項目の体系的
整理

◎

建物用途が市街地環境に
及ぼす影響の測定手法お
よび評価指標の開発

○

◎

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。

－
1
1
2
－



研究概要書：都市整備事業に対するベンチマーク手法適用方策に関する研究 

 

研究代表者名：都市研究部都市施設研究室長 西野仁 
技 術 政 策 課 題：（１０）政策及び事業評価の高度化 
関 係 研 究 部：都市研究部 
研 究 期 間：平成１９年度 ～ 平成２１年度 
総 研 究 費：約４５百万円 

 

 

 

１．研究の概要 

アングロサクソン諸国を中心に、民間の経営手法を取り入れたニュー・パブリック・マネジメントが
普及し、自治体間の施策の効率性比較、成功事業の要因分析などの分野において科学的手法を活用した
行政サービスの質の向上が実践されるようになってきている。 

そのため、本研究においては、区画整理事業等の都市整備事業を対象として、ニュー・パブリック・

マネジメントの中核となる技術であるベンチマーク手法を適用するため、都市整備事業地区の特性や事

業により解決すべき課題の定量的分析手法の検討、過去の成功・失敗事例の要因分析ツールの開発や事

業地区間の比較を容易にする共通評価指標の設定などを行い、それらを体系化して、都市整備事業ベン

チマーク手法としてとりまとめるとともに、その運用に必要なデータベースを構築するものである。 

 

２．研究の目的 
地方分権の趣旨を踏まえ、地域特性や課題を踏まえた、地域の創意工夫による多様なまちづくりの推

進が求められているものの、まちづくりの主な担い手である市町村には専門技術者が不足している状況

にある。 

そのため、多様なまちづくりニーズに対して、効率的で効果的な計画及び事業化を支援するベンチマ

ーク技術の開発とその普及のための運用システムの開発を行い、効率的・効果的な都市整備事業の計画

策定、事業化、事業実施及び事業後の効果発現の最大化を支援すること目的としている。 

 

３．自己点検結果 
○目標の達成度 
研究の成果目標として登録済みの項目は、表１の 5項目（２大項目）である。 

目標 5項目（２大項目）のうち、ベンチマーク手法運用指針の策定については、対象とする都市整備

事業を既成市街地の都市区画整理事業に絞ったことから、対象を全て網羅し切れていないという点はあ

る。しかしながら、主要な都市整備事業である土地区画整理事業を対象に、事業実施中の進捗管理、事

後評価、事前評価の場面において、事業期間、事業費について事業特性や地区特性の異なる全国各地区

との比較が可能となるベンチマーク指標の設定及びその利用手法を開発し、進捗管理チェックシートと

して活用できるものとしたこと、成功・失敗要因との関連づけも可能としたこと、それら結果を、運用

指針素案としてとりまとめたことから、当初の目標は概ね達成できたと考える。ベンチマーク手法の運

用を支える都市整備事業に関するデータベースの開発については、成功要因・ノウハウ集（案）といっ

た形で公表可能な形での整理を行い、ベンチマーク手法を含めて内容のブラッシュアップはある程度行

ったが、データの随時蓄積可能な形でのデータベースの開発までには至っていない。しかしながら、自

治体ニーズ等を考えると、総合的に見て、概ね達成できたと考える。 

以上から、研究目標の達成度の自己評価は、下表のとおりである。 

資料３－７
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 研究目標の

達成度 

地域特性や都市行政課題の定量的

分析手法の開発 
△ 

都市整備事業の効率化に活用可能

なベンチマーク技術の開発 
○ 

ベンチマーク手法運用指針の策定

都市整備事業の成功・失敗要因分析

ツールの開発 
○ 

都市整備事業の成功事例のノウハ

ウの抽出及びデータベース化 
○ 

ベンチマーク手法の運用を支える

都市整備事業に関するデータベー

スの開発 データベースのプロトタイプの作

成及び試験運用による評価・改善 
△ 

（注） ◎：十分達成できた、○：概ね達成できた、△：あまり達成できなかった、 

×：達成できなかった 
 

○成果 
研究成果の活用及び活用方針は、別紙様式Ｃのとおりである。 

まず、都市整備事業の対象を、既成市街地の土地区画整理事業地区に絞り、事業特性、期間、評価の

視点を明確化した。地区特性や事業特性を踏まえた定量的分析指標（時間、コスト、事業効果）を抽出

した。 

次に、都市整備事業（土地区画整理事業）を対象に、事業実施中の進捗管理、事後評価、事前評価の

場面において、事業期間、事業費について事業特性や地区特性の異なる全国各地区との比較が可能とな

るベンチマーク指標の設定及びその利用手法を開発した。さらに、進捗管理の場面で容易に活用可能な

進捗管理チェックシートの開発を行った。それら成果を、運用指針素案としてとりまとめた。 

成功要因・ノウハウについては、事業の段階毎に考えられる内容を事業地区の既存資料等から仮説と

して整理した。次に、具体的地区へのヒアリング調査等により、成功要因・ノウハウの抽出、ベンチマ

ーク指標と成功要因等との関係の整理を行い、成功要因・ノウハウ集（案）としてとりまとめた。 

ベンチマーク手法、成功要因・ノウハウなどについて、地方自治体等の施行者へのアンケート、ヒア

リング等を通じて、ブラッシュアップを行った。 

 

○本研究開発の実施方法・体制の妥当性 
●研究の実施体制 

本研究は、基本的には、業務委託により、効率化を図った。また、本省と連携を図りつつ、実際に手

法の活用を行う地方整備局、地方自治体やその他都市整備事業主体など関係機関からデータの収集、開

発した手法の試用を依頼するなど共同で研究を行った。 
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●研究の実施方法 

 

 

○上記を踏まえた、本研究開発の妥当性 

近年、都市整備事業（土地区画整理事業）は、地権者や要移転物件の多い既成市街地における実施の

必要性が高まっており、より高度なマネジメントが必要となっているにもかかわらず、財政難等を背景

に地方公共団体における技術者の不足等がみられ、効率的、効果的な事業実施に課題が出てきている。 

本研究は、客観的な地区間比較や要因分析を可能とする手法を開発し、また、先進事例のノウハウ等

もとりまとめたことから、地方自治体の技術者等が効率的、効果的な事業実施を行う上での参考となり、

早期事業効果の発現等に貢献するに意義ある研究であったと考える。 

研究開発に際しては、アンケート票の回収整理等は民間調査会社への外部請負とし、また、国土交通

本省で収集している豊富な情報量を持つ事業実施データを活用したことにより、効率的に研究を実施出

来た。 

以上から、概ね妥当であったと考える。 

 

 

４．今後の取り組み 
研究成果を「ベンチマーク手法の適用に関する運用指針（案）」として「成功要因・ノウハウ集（案）」

と併せて、地方自治体等に配布し、活用されることを期待する。 

 

実施年度 総研究費 

約 45 

［百万円］ 

区分 

（目標、サブテーマ、分野等） 

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 研究費配分 

海外等におけるベンチマーク手法適用事例

を踏まえた都市整備事業への適用性検討 

 

 

 

 

 

 

約 11 

［百万円］ 

都市整備事業の地区特性や課題の定量的分

析手法の検討  

 

 

 

 

 

 

約 14 

［百万円］ 

都市整備事業に適用するベンチマーク手法

の検討 
 

 

 

 

 

 

約 6 

［百万円］ 

都市整備事業の成功・失敗事例要因分析ツ

ールの検討及び成功ノウハウの抽出 
 

 

 

 

 

 

約 8 

［百万円］ 

ベンチマーク手法の適用に関する運用指針

及び技術支援システムの策定 
 

 

 

 

 

 

約 6 

［百万円］ 

全体設計

現状分析 分析技術検討

データ分析 手法の適用性検討 

手法検討 ノウハウ等整理  

試用 運用指針案
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【事後評価】 研究成果及び活用 様式C［事後］

研究成果
研究成果の活用及び活用方針（施策への反

映・効果等）
成果目標
の達成度

備考

地域特性や都市行政課題
の定量的分析手法の開発

適用対象とする都市整備事業（土地区画整理事業）の事業
特性、期間、評価の視点を明確化した。地区特性や事業特
性を踏まえた定量的分析指標（時間、コスト、事業効果）
を抽出した。 △

都市整備事業の効率化に
活用可能なベンチマーク
技術の開発

都市整備事業（土地区画整理事業）を対象に、事業実施中
の進捗管理、事後評価、事前評価の場面において、事業期
間、事業費について事業特性や地区特性の異なる全国各地
区との比較が可能となるベンチマーク指標の設定及びその
利用手法等を開発し、それらを、運用指針素案としてとり
まとめた

研究成果を都市整備事業（土地区画整理事業）
におけるベンチマーク手法運用指針素案とし
て、自治体等へ配布の方針

○

都市整備事業の成功・失
敗要因分析ツールの開発

成功要因・ノウハウとして考えられる内容を、事業地区の
既存資料等から事業の段階毎に整理した。

○

都市整備事業の成功事例
のノウハウの抽出及び
データベース化

具体的地区へのヒアリング調査等により、成功要因・ノウ
ハウの抽出、ベンチマーク指標と成功要因等との関係の整
理を行い、成功要因・ノウハウ集（案）としてとりまとめ
た。

都市整備事業（土地区画整理事業）の成功要
因・ノウハウ集（案）を、自治体等へ配布の方
針

○

データベースのプロトタ
イプの作成及び試験運用
による評価・改善

ベンチマーク手法、成功要因・ノウハウなどについて、地
方自治体等の施行者へのアンケート、ヒアリング等を通じ
て、ブラッシュアップを行った。 △

ベンチマー
ク手法の運
用を支える
都市整備事
業に関する
データベー
スの開発

研究の成果目標

ベンチマー
ク手法運用
指針の策定

研究課題名：都市整備事業に対するベンチマーク手法適用方策に関する研究

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。

－
1
1
6
－



研究概要書：国際交通基盤の統合的リスクマネジメントに関する研究 

 

プロジェクトリーダー名：空港研究部新技術研究官 中島由貴 
技 術 政 策 課 題：（１）自然災害に対し安全・安心な国土及び地域社会の構築 
           （２）安全・安心に暮らせる日常の実現 
サ ブ テ ー マ： 
関 係 研 究 部：管理調整研究部、空港研究部 
研 究 期 間：平成１８年度 ～ 平成２１年度 
総 研 究 費：約３０百万円 

 

 

１．研究の概要 

グローバル化が進展する中、大規模自然災害等による国際交通基盤の機能低下・停止は、我が国の

経済社会に甚大な影響を及ぼす。また、国際交通基盤の運営には、多数の関係者が関わるといった特

性があり、被災時に関係者が横断的に連携し、代替施設からの代替輸送など、我が国全体で一定規模

の国際輸送の機能の継続が図られることが必要である。 

本研究は、国際交通基盤のうち、阪神淡路大震災等の経験を経た港湾にあっては、関係者間で統合

的な業務継続計画を作成中であるので、同計画の前提となるリスクの分析について、また、大規模自

然災害の経験が少ない空港にあっては、リスク分析だけでなく、関係者の参加環境及び業務継続計画

そのものについて、研究を行った。 

 

２．研究の目的 
本研究は、多数の関係者によって運営されている国際交通基盤において、大規模自然災害等において、

関係者が共通認識の下に連携して、一定規模の国際輸送の業務継続を図るため、以下の４つの研究項目

を設定した。 

① 発生頻度や脆弱性等を踏まえたリスク分析の高度化（港湾における耐震化効果の評価含む） 

② 空港の業務継続への関係者の参加環境の整備（経済損失の算定含む） 

③ 空港における代替施設の受入能力の算定 

④ 空港における統合的な業務継続計画の雛形の作成 

 

３．自己点検結果 
○目標の達成度 

各研究項目について成果を得ることができ、当初の目標を概ね達成した。 

 

○成果 
発生頻度や脆弱性を踏まえたリスク分析の高度化による事態想定の絞込を行った。これについ

て、港湾については、既往の統合的な業務継続計画の見直しに反映することとし、空港について

は、別途作成した業務継続計画の雛形と併せて、今後作成予定の業務継続計画の作成に反映して

いくこととする。 

加えて、港湾において検討した耐震化の効果について、また、空港において提案した関係者の

参加促進策については、施設計画や制度設計に反映するよう努力していきたい。 

資料３－８
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○本研究開発の実施方法・体制の妥当性 
●研究の実施体制 

 研究の実施にあたり、国土交通本省及び学識経験者と意見交換を実施した。特に、事例の研

究にあっては、関係者とは、国土交通本省による仲介を踏まえ、良好な関係を構築の上、事例

研究で重要なヒアリングを実施した。研究の実施方法・体制は妥当であった。 

 

 

航空局 港湾局
地方整備局

航空会社

自治体

空港会社

港湾運送
事業者

船社

港湾管理者

学識者
空港研究部 管理調整部

国土技術政策
総合研究所

トラック
事業者

旅行代理店 フォワーダー
港湾労働者

良好な関係

意見
交換

ヒ
ア
リ
ン
グ
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●研究の実施方法 

過去のリスク事案について、事例収集、ヒアリングを踏まえ、分析・評価を行うとともに、

経済損失、代替施設の受入能力といった定量的分析のものについては、算定モデルを構築

のうえ試算を行った。 

 
年度計画と研究費配分 

実施年度 
総研究費 
約３０ 

［百万円］

区分 

（目標、サブテーマ、分野等） 
Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 研究費配分

リスクの分析の高度化（港湾における

耐震化効果の評価含む） 

事例収集 

 

 

分析・評価

  
約７ 

［百万円］

空港の業務継続への関係者の参加環

境の整備（経済損失の算定含む） 

 モデル構築  

試算の実施

 
約９ 

［百万円］

空港における代替輸送の受入能力の

算定 

  モデル構築  

試算の実施 約９ 

［百万円］

空港における統合的な業務継続計画

の雛形の作成 

 

 

事例収集 ヒアリング

分析・評価

 

 

案の作成 

約５ 

［百万円］

 

○上記を踏まえた、本研究開発の妥当性 

国際交通基盤のうち、空港にあっては、大規模自然災害を想定し、かつ関係者が横断的に連携する

ことが必要なリスクマネジメントの検討した事例はほとんど無かった。また、港湾にあっても、既往

の業務継続計画で採用している自然災害の事態想定について、発生頻度や脆弱性について検討した事

例はほとんど無かった。これらについて、妥当な成果を得られたことから研究開発、社会的意義があ

ったと考える。 

 

４．今後の取り組み 
本研究の成果を踏まえ、空港について関係者間の統合的な業務継続計画の作成を促すとともに、得ら

れた知見について、国内の航空・海上輸送の業務継続への反映に努めるものとする。 
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【事後評価】 研究成果及び活用 様式C［事後］

研究成果 研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効果等）
成果目標
の達成度

備考

リスク分析の高度化
発生頻度や脆弱性を踏まえたリスク分析を行い、事態想
定を絞り込んだ。

羽田空港の統合的な業務継続計画（作成予定）に反映す
るとともに、関西空港・中部空港についても反映を図
る。

◎

関係者の参加環境の整備
業務継続に参加が求められる関係者について、共通認識
の形成に必要な経済損失の算定モデルを構築・試算する
とともに、参加促進策を提案した。

経済損失の試算は関係者間の共通認識を形成し、統合的
な業務継続計画の検討を促した。参加促進策の提案は制
度設計に反映を図る。

△

代替施設の受入能力の評
価

代替空港からの代替輸送について、算定モデルを構築・
試算し、代替施設の受入能力を評価した。

羽田空港の統合的な業務継続計画（作成予定）に反映す
るとともに、関西空港・中部空港の施設計画に反映を図
る。

○

統合的な業務継続計画の
雛形の作成 事例研究から、体制・非常時対応計画・広報等を含む統

合的な業務継続計画の雛形を作成した。

羽田空港の統合的な業務継続計画（作成予定）に反映す
るとともに、関西空港・中部空港についても反映を図
る。

○

国際海上輸
送（港湾）
の統合的リ
スクマネジ
メントに関

リスク分析の高度化
発生頻度や脆弱性を踏まえたリスク分析を行い事態想定
を絞り込むとともに、耐震化の効果について評価を行っ
た。

事態想定の絞込については地方整備局が作成中の統合的
な業務計画の修正に反映を図るとともに、耐震化の効果
については施設計画への反映を図る。

○

研究の成果目標

国際航空輸
送（空港）
の統合的リ
スクマネジ
メントに関
する研究

研究課題名：国際交通基盤の統合的リスクマネジメントに関する研究 （プロジェクト研究）

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。

－
1
2
0
－



 
 

研究概要書：低頻度メガリスク型の沿岸域災害に対する 

多様な効用を持つ対策の評価に関する研究 

 

プロジェクトリーダー名：沿岸海洋研究部 沿岸防災研究室長 根木貴史 
技 術 政 策 課 題：自然災害に対して安全・安心な国土及び地域社会の構築 
サ ブ テ ー マ：  － 
関 係 研 究 部：沿岸海洋研究部 
研 究 期 間：平成１８度 ～ 平成２１年度 
総 研 究 費：約３９百万円 
コ ア：  － 
大 枠 の テ ー マ 名：自然災害に対する安全・安心（津波・高潮・高波） 
  大 分 類：津波・高潮・高波災害に関する知識 
  中 分 類：災害コスト 
  小 分 類：Ｂ／Ｃを含む対策評価とコスト評価手法の開発 
 
 
 

１．研究の概要 

発生頻度は低いが，ひとたび生起すると沿岸域の居住者や各種の機能等に甚大な被害をもたらす低頻

度メガリスク型沿岸災害対策として、災害時に減災効果があり、非災害時（平常時）にも社会的効用が

ある対策を提案するとともに，こうした多様な効用を有する施策に関する評価手法，地域住民等と行政

との合意形成手法及び高潮・高波対策施設等の統合的マネジメントシステムの構築方策について検討を

行った． 

 

２．研究の目的 
 本研究は、低頻度メガリスク型沿岸域災害に対する多様な効用を持つ対策の評価手法等を開発し，計
画立案のために海岸管理者等が活用できる資料をとりまとめることを目的としたものである．以下は、
個々の検討項目である． 
① 低頻度メガリスク型沿岸域災害対策についての基本的な考え方の整理 

② 沿岸域における各種施設の減災効果評価手法の開発 

③ 沿岸域災害対策の多様な効用の評価手法の構築 

④ 合意形成モデルの検討 

⑤ 統合的マネジメントシステムの構築方策の検討 

 

３．自己点検結果 

○目標の達成度 

 住民の避難を除いて研究の蓄積が少ない「低頻度メガリスク型沿岸域災害(特に超過外力による災害)」

に対する対策について，減災効果やその他多様な効用の評価手法から，合意形成モデルや，統合的マネ

ジメントシステムに至る「低頻度メガリスク型沿岸域災害」とその対策を検討するための総合的な枠組

みを提示した。減災評価手法の開発についてのさらなる精度の向上，活用しやすい統合的マネジメント

システムへの改良等の検討課題を残したが，No-Regret-Policy（後悔しない政策）を提案するとともに，

各研究項目について次に挙げるような成果を得て１１本の論文等を所外に発表した． 
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表－１ 防災投資に対する費用負担者の「受益」と「受忍」 

 受益 受忍 

Ａ後悔しない施策の実施 ①災害時の減災効果 ②施策実施の費用負担 

Ｂ後悔しない施策の不実施 ③施策実施の費用負担回避 ④災害時の被害増大 

このとき費用負担者が選択肢Ａを採用するときは下式のときである。 

Ａの受益×α1－Ａの受忍×α2 ＞ Ｂの受益×β1－Ｂの受忍×β2  （式－２） 

ただし，α、βは価値観の倍率 

 

○成果 

① 低頻度メガリスク型沿岸域災害対策についての基本的な考え方の整理 

 「低頻度メガリスク型沿岸域災害」を、「沿岸部において計画外力を上回る外力により引起される災

害」と捉えて，インド洋大津波，ハリケーン・カトリーナなど既往の災害に関するレビューを踏まえて，

低頻度メガリスク型沿岸域災害対策の必要性，方向性について整理した. 

 

② 沿岸域における各種施設の減災効果評価手法の開発  

沿岸域に整備・立地している港湾施設（防波堤，岸壁等，上屋・倉庫）やその他の建築物，森林・植

林・植栽・砂浜・干潟などによる津波・高潮の浸水域，浸水深，流速，到達時間などへの影響を、モ

デル地形で数値シミュレーション等により解析し，減災対策としての可能性を示した。また、粗度モ

デル、合成地盤高モデル及び合成等価粗度モデルにより、浸水シミュレーション結果を比較すること

により、建築物、植生等の効果を評価する際の合成地盤高モデルの有効性を示すとともに、各モデル

を選択する際に参考となる情報を取りまとめた.  

 

③ 沿岸域災害対策の多様な効用の評価手法の構築 

臨海部都市インフラの被災メカニズムや，沿岸域災害対策の災害時・平常時の多様な効用をとりまと

めるとともに，これらを同時に表現する方法として、評価式（式－１）を示して，ケーススタディー

を行った。 

波及被害直接被害災害時

平常時災害時

　 BtBtBt

CiBttPBt
T

tt

t




 0

})1/())({(
  (式－１) 

ケーススタディーは，都市的な利用が行われている沿岸域を対象として実施し，”No-Regret-Policy”

を評価できる可能性を示した．  

 
④ 合意形成モデルの構築の検討 

低頻度メガリスク型沿岸域災害対策については、その防護水準に共通認識がないため、そこから関係

者間で合意形成する必要性あることを指摘するとともに，従来型の災害に比べて受益対象が広範囲に

及び，対策の実施主体が行政にとどまらない，このようなケースにおける合意形成手法として，合意

形成モデルを提案した． 

また、合意形成過程で、ステークホルダー(利害関係者)が感じるプラスの効用とマイナスの効用が等

価でないケースも含めて，（式－２）のような定式化を示し，課題として提示した． 
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⑤ 統合的マネジメントシステムの構築方策の検討 

海岸保全施設の危険度の評価と背後地域の脆弱性の評価を統合したマネジメントシステムの構成・運

用について、ステークホルダーの範囲を意識して必要な施設等の情報を整理した上で、概念モデルを提

示した． 

 

 

○本研究開発の実施方法・体制の妥当性 

（研究の実施体制） 

本研究は，国土技術政策総合研究所沿岸海洋研究部が実施したものであるが，独立行政法人港湾空港

技術研究所，徳島大学等の関係者で構成される検討会を開催するとともに，大学関係者や公営企業関係

者と意見交換を行いながら実施した．また，ケーススタディの実施に当たっては，国土交通省港湾局、

地方整備局，関係自治体等と連携して実施した．また，港湾・海岸のみならず河川，都市，道路等の他

事業の事例やオランダ・韓国等の海外の事例を参考にした． 

 

 
 

 

 

（研究の実施方法） 

本研究は，平成 18～21 年度の 4年間で以下に示すスケジュールで実施した． 
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○上記を踏まえた，本研究開発の妥当性 

ひとたび生起すると甚大な被害をもたらす低頻度メガリスク型沿岸災害対策として，将来，災害が発

生した際に「備えを怠っていた」と後悔しない，災害が生起しなくても「無駄な投資をした」と後悔し

ない，No-Regret-Policy（後悔しない政策）を提案することができた． 

沿岸域における超過外力による災害対策に関する研究事例はこれまでほとんどなく，社会的意義はあ

ったと考える． 

また，こうした多様な効用を有する対策の評価手法，合意形成モデルを提案するなど，港湾管理者等

が参考にできる情報を整理できたことから，本研究開発は概ね妥当であったと考える． 

 

４．今後の取り組み 

合意形成の中で、防護水準が決まってくる過程で、ステークホルダー(利害関係者)が感じるプラスの

効用とマイナスの効用が等価でないケースへの適用は今後の課題である． 

本研究成果を幅広く活用できるように，減災対策の検討事例やモデルケースとしての対象地区を増や

して、評価手法の汎用化に努めること、あるいは、実際の対象地区で統合的マネジメントシステムを運

用すべくデータ蓄積を図ることが考えられる． 

 

対外発表等 

・土木学会他国内学会等への論文・発表 １１件 

・国総研資料等 ７件（英訳含む） 

・講演会 ３件 

 

－124－



【事後評価】 研究成果及び活用 様式C［事後］

研究の成果目標 研究成果
研究成果の活用及び活用方針（施策への

反映・効果等）
成果目標
の達成度

備考

 低頻度メガリスク型沿岸域災
害対策についての基本的な考
え方の整理

「低頻度メガリスク型沿岸域災害」を、「沿岸部において計画外
力を上回る外力により引起される災害」と捉えて，インド洋大津
波，ハリケーン・カトリーナなど既往の災害に関するレビューを
踏まえて，低頻度メガリスク型沿岸域災害対策の必要性，方向性
について整理した.

◎

沿岸域における各種施設の減
災効果評価手法の開発

沿岸域に整備・立地している港湾施設（防波堤，岸壁等，上屋・
倉庫）やその他の建築物，森林・植林・植栽・砂浜・干潟などに
よる津波・高潮の浸水域，浸水深，流速，到達時間などへの影響
を、モデル地形で数値シミュレーション等により解析し，減災対
策としての可能性を示した。

○

沿岸域災害対策の多様な効用
の評価手法の構築

臨海部都市インフラの被災メカニズムや，沿岸域災害対策の災害
時・平常時の多様な効用をとりまとめるとともに，この結果に基
づき，都市的な利用が行われている沿岸域を対象とするケースス
タディを実施し，災害時の減災効果と平常時の経済効果を併せた
多様な効用を持つ対策の評価手法をとりまとめた．

◎

合意形成モデルの検討

低頻度メガリスク型沿岸域災害対策については、その防護水準に
共通認識がないため、そこから関係者間で合意形成する必要性あ
ることを指摘するとともに，従来型の災害に比べて受益対象が広
範囲に及び，対策の実施主体が行政にとどまらない，このような
ケースにおける合意形成手法として，合意形成モデルを提案し
た．

○

 統合的マネジメントシステム
の構築方策の検討

海岸保全施設の危険度の評価と背後地域の脆弱性の評価を統合し
たマネジメントシステムの構成・運用について、ステークホル
ダーの範囲を意識して必要な施設等の情報を整理した上で、概念
モデルを提示した．

△

今後、本研究成果の汎用化の意味で、減災対
策の評価や、統合的マネジメントシステムを
運用について、実際の対象地区を増やす作業
を通して、成果の普及に努める．

研究課題名：低頻度メガリスク型の沿岸域災害に対する多様な効用を持つ対策の評価に関する研究

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。

－
1
2
5
－



研究概要書：社会資本 LCA の実用化研究 

 

研 究 代 表 者 名：道路環境研究室長 曽根真理 
技 術 政 策 課 題： 
関 係 研 究 部：環境研究部、下水道研究部、港湾研究部、総合技術政策研究セン

ター 
研 究 期 間：平成２３度 ～ 平成２４年度 
総 研 究 費 （ 予 定 ）：約４０百万円 
 

 

 

１．研究の概要 

近年、持続可能な社会に向けて、温室効果ガスや廃棄物等の地球環境に関する環境負荷が注目されて

いる。これらの評価指標となる二酸化炭素排出量、最終処分量等には環境基準等がなく、その瞬間の値

ではなく総量を評価する類であり、従来のインパクト評価では評価できない。このような環境負荷に対

して、ライフサイクル全体（資源採取から廃棄まで）をとおした評価（＝ライフ・サイクル・アセスメ

ント（LCA））が求められている。 

LCA 総プロ（H20-22）では、社会資本 LCA の手法を確立することを目的に研究を行った。この研究成

果として、社会資本の整備（建設時・維持管理）による環境負荷量を対象として、施工段階における制

度において環境負荷量の評価が可能なレベルの LCA ツールを開発した。今後、本格的に社会資本 LCA を

制度で運用する際に発生する課題に対して、十分な検討が必要である。 

本研究は、LCA 総プロで開発した社会資本 LCA を、設計、入札制度やグリーン調達制度等へ試行し、

運用時の課題の改善、評価対象の拡大することで、社会資本の各意思決定段階に対応した本格的な LCA

を用いた環境評価制度の確立・定着を目指すものである。 

 

２．研究の目的 
本研究では、LCA 総プロで開発した社会資本 LCA について、設計、入札制度等への試行的実施を行い、

評価事例蓄積及び課題の抽出・対応方策を検討し、これらをフィードバックし、対象とする工種、事業、

制度を拡大することで、より実用的な手法へとブラッシュアップする。また、社会資本 LCA の手法を確

立する一方で、LCA を実施するメリットが感じられなければ、定着していかない。社会資本 LCA の運用

マニュアルを作成し、本格的な制度への導入を目指す。 

 

３．自己点検結果 
（必要性） 

温室効果ガス削減については中長期目標を 2020 年までに 25％削減、2050 年までに 80％削減（いず

れも 1990 年比）とすることなどを定めた地球温暖化対策基本法案が閣議決定されている。廃棄物に

ついては第二次循環型社会形成推進基本計画において、2015 年度の目標年次として 14～15％の再利

用率が設定されている。 

これら目標を達成するために一層の環境負荷削減対策が必要であるが、従来の環境評価手法では環

境負荷量の定量的評価が困難であるため、具体的な対策を実施することが難しい。LCA を活用するこ

とができれば、定量的評価によって、社会資本整備のどこから、どの程度の環境負荷が出ているかが

特定でき、具体的な対策を実施することが可能となる。目標達成のためには、LCA を活用して対策を

実施していくことが必要である。 
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（効率性） 
●研究の実施体制 

LCA 総プロにおいて、H22 年度に LCA の核となる技術が開発できたところであり、引き続き実用化

研究を行うための体制（学識者、関係機関との協力体制等）が充実している。本研究では、LCA 試行

において、新材料・技術等の環境負荷について審査が必要となることが考えられることから、学識者

等との協力体制が確立できていることは非常に効率的である。 

また、各分野の特徴に対応するため、各研究部で協力し検討する。LCA は、低炭素材料・技術等の

評価技術としても望まれている。 

【【設計、入札制度等設計、入札制度等】】

・本省・本省

・地方整備局・地方整備局

・・LCALCAの制度化の制度化

総合技術政策研究センター総合技術政策研究センター

・道路事業、河川事業の・道路事業、河川事業のLCALCA
・新材料・技術の・新材料・技術のLCA LCA 

環境研究部環境研究部

・下水道事業の・下水道事業のLCALCA

下水道研究部下水道研究部

・港湾事業の・港湾事業のLCALCA

港湾研究部港湾研究部

【【低炭素材料・技術、低炭素材料・技術、低環境負荷技術低環境負荷技術の開発の開発】】

・土木研究所・土木研究所

・その他の研究機関等・その他の研究機関等

評価技術の開発評価技術の開発

【【新材料・技術の環境負荷原単位の新材料・技術の環境負荷原単位の
審査、制度への導入に関する技術審査、制度への導入に関する技術
的助言的助言】】
土木学会土木学会 ・・LCALCA系学識者系学識者

・マネジメント系学識者・マネジメント系学識者
・コンサルタント会社・コンサルタント会社
・建設会社・建設会社

運用時の運用時の
LCALCAの精度、の精度、
簡便さの簡便さの
検討検討

社会資本社会資本LCALCAの実用化研究の実用化研究

試行試行

 
検討体制イメージ図 

 
●研究の実施方法 

 （１）社会資本 LCA の運用に関する研究 

    LCA を制度として運用する際の実用化の向上を目的にとして、本省・地方整備局との連携の下

で LCA の試行を実施し、実務担当者等と意見交換を行いながら、課題の抽出・対応方策を検討す

る。 

    LCA 総プロでは、設計、入札制度、グリーン調達制度等において標準的な事業、工種の評価を

行うことが可能である。この手法を、SEA や VE 等の制度への導入、新工法等の標準的でないもの

の評価へ実用化できるよう、LCA 試行をとおして課題の抽出、解決方策の検討を行い、評価対象

とできる工種、事業、制度を拡大する。（LCA 導入（試行）「Plan」→環境改善技術の提案「Do」

→課題抽出・検討「Check」→手法見直し「Action」の PDCA サイクルを回す。） 

また、入札制度、グリーン調達制度に用いる場合には、金額の評価と同様の正確さが求めら

れる。精度の高い環境負荷量計算には多くのデータ収集が伴うため、求められる精度に合わせ

たデータ収集、計算が可能であるかを、LCA の試行により確認し、計算結果に影響が少なく、収

集が難しい項目は計算範囲に含まない等、データ収集の省力化を検討する。 
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    なお、LCA 試行時の環境評価により、新材料・技術等の環境負荷原単位を蓄積することができ、

環境負荷原単位一覧表等の環境負荷計算のための基盤の更新が可能である。 

    これらをとりまとめて、社会資本 LCA を運用するためのマニュアルを作成し、社会資本 LCA の

定着に資する。 

 

 （２）評価結果の分析、公表 

    LCA の試行によって得られた評価結果をレビューし、提案されたものが標準的なものと比較し、

どのような部分で環境負荷改善がなされていたのか、また、更に改善の可能性等の分析を行う。

分析により、社会資本の環境負荷改善点の抽出及び具体的な改善（削減）策の提案を行う。 

    また、評価結果は、LCA の実用事例としてとりまとめ、事例集を公開する。実用例を公表する

ことにより、新たな環境負荷削減の提案に資するものになることが期待できる。 

 

 

年度計画と研究費配分 

実施年度 
総研究費 
約４０ 

［百万円］

区分 

（目標、サブテーマ、分野等） 
Ｈ２３ Ｈ２４ 研究費配分

社会資本 LCA の運用に関する研究   

約２０ 

［百万円］

評価結果の分析、公表   

約２０ 

［百万円］

 

（有効性） 
LCA を実施することにより、従来困難であった定量的評価ができることで、社会資本整備のどこか

ら、どの程度の環境負荷が出ているか把握が可能となる。これにより、社会に対して有効的な技術開

発課題の提示、開発者等から具体的な提案を求めることが出来る。 

また、環境評価制度を定着させることで、社会資本の管理者、設計コンサルタント、建設会社や建

設資材製造者等の社会資本整備の関係者に対して環境負荷削減へのインセンティブを促進すること

ができ、更なる環境改善技術の開発を促すことが期待できる。 

本研究では、社会資本 LCA の実践理論、環境負荷等のデータ基盤を向上させるとともにとりまとめ

て、社会資本のライフサイクルをとおした環境負荷量算定マニュアルを作成する。また、設計、入札

制度やグリーン調達の評価基準での環境評価等で社会資本LCAを運用するためのマニュアルを作成し、

社会資本 LCA の普及及び制度への導入に資するものとする。 

社会資本 LCA の先行実施（本省、地整と連携） 

試行の対象事例の選定
実施体制の構築、 

運用上の課題・対応方策整理 
評価対象の拡大 

実用例を含んだ事例集の作成 

評価結果、事例集の公表 

LCA の精度向上、省力化 

評価結果レビュー、環境負荷改善効果等分析 

社会資本 LCA 運用 
マニュアルの作成 
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【事前評価】 研究成果及び活用 様式C［事前］

期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考

設計、入札制度、グリー
ン調達制度等へのLCA
の先行実施

LCAの運用上の課題抽出
評価結果（実用事例）の蓄積

社会資本LCA手法の実
用化

LCA手法の実用化の向上（運用上の課題の改善）
・社会資本LCA理論・基盤の更新、新材料・技術等の環境
　負荷原単位蓄積
・評価結果の審査期間、体制等の見直し（発注者側の省力化）
・データ収集の精度見直し（LCA実施者省力化）
社会資本LCA運用マニュアルの作成

評価結果の
分析、公表

LCA先行実施における
評価結果の分析・公表

社会資本の環境負荷改善点の抽出及び具体的な技術開発課題の提
案
実用例を含んだLCA事例集の作成、公表

・社会資本LCAの実用事例集の作成、技術開発課題の提案に
より、新たな環境負荷低減策に資する

・社会資本LCAの理論・基盤を更新することにより対象とす
る工種、事業及び制度を拡大
・社会資本整備へのLCAの定着

研究の成果目標

社会資本
LCAの運用
に関する研
究

研究課題名：社会資本LCAの実用化研究 （プロジェクト研究）

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。

－
1
2
9
－



研究概要書： 

道路交通の常時観測データの収集、分析及び利活用の高度化に関する研究 

 

研 究 代 表 者 名 ：道路研究室長  上坂 克巳 
技 術 政 策 課 題 ： 
関 係 研 究 部 ：道路研究部 道路研究室、道路空間高度化研究室 

環境研究部 道路環境研究室 
高度道路情報化研究センター 情報基盤研究室 

高度道路交通システム研究室 
                 総合技術政策研究センター 建設経済研究室 

研 究 期 間：平成２３度 ～ 平成２５年度 
総 研 究 費 （ 予 定 ）：約４００百万円 
 
 

１．研究の概要 

直轄国道における車両感知器の拡充及び民間での双方向通信型カーナビの普及並びにITSスポット

の全国展開等により、交通量及び旅行速度の常時観測データの全国的な取得が可能となりつつある。 

本研究では、これらのデータを交通円滑化、道路環境、交通安全、道路交通管理及び建設経済等の

分野における課題の明確化や効果的な施策の立案に有効活用するため、①データを補完・統合し効率

的に共有・蓄積する方法とともに、②各分野での課題の分析手法及び政策評価等に必要な指標やその

算定手法等の研究開発を行う。 

 

２． 研究の目的 
(1) 従来の５年に一度の道路交通センサスを基本とする道路交通調査・分析のあり方を抜本的に見直し、

日々時々刻々と変化する交通量及び旅行速度の常時観測データを、国道事務所が効率的に利用でき

る環境整備に必要な研究開発を行う。（なお、全国規模の常時観測データを実務や研究で用いた事

例は内外とも類を見ない。） 

(2) 交通円滑化、道路環境、交通安全、道路交通管理及び建設経済等の分野において、交通量及び旅行

速度の常時観測データを単独あるいは他の関連データと組み合わせて用いることにより、マクロ・

ミクロ両面での現状把握、問題の発見やその原因分析、施策の優先順位の検討、施策の効果の推定

と検証等に活用する方法を開発する。 

 

３．自己点検結果 
（必要性） 

社会資本整備に対する厳しい視線や財政的制約等から、事業の必要性や効果を、色々な評価の視点

から科学的データで客観的に説明する必要性が高まっている。特に既存道路を有効活用するには、従

来より詳細で正確なデータを用いて、問題の箇所や原因、対策の優先順位等を明確にし、重点的かつ

効率的な施策を実施する必要がある。 

（効率性） 
交通量の常時観測データを用いてその隣接区間の交通量を推定することや、民間の双方向通信型カ

ーナビや ITS スポットから取得できる旅行速度データを有効活用することにより、データ収集・活用
の高度化とデータ取得コストの大幅な削減を両立できる。 

資料３－１１
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（有効性） 

交通需要を表す交通量とサービスレベルを表す旅行速度は最も基本的で重要な道路交通データで

あり、交通円滑化、道路環境、交通安全、道路交通管理、建設経済等の広い分野で活用できる。また、

従来の道路ネットワーク拡張のための日交通量を基本とした我が国の計画・設計体系を、既存ストッ

クの有効活用のための時間交通量や、旅行速度等のサービスレベルを基本とした体系へ抜本的に転換

させる契機となる可能性がある。 

 

●研究の実施体制 

本研究のプロジェクト研究を実施体制として、データ収集・共有を研究領域とする研究室（情

報基盤研究室、道路研究室、高度道路交通システム研究室）と、データ分析・利活用を研究領

域とする研究室（道路研究室、道路空間高度化研究室、道路環境研究室、高度道路交通システ

ム研究室、建設経済研究室）のメンバーが参加・連携することとしている。 

 

＜研究の必要性と実施体制＞ 

道路交通データの収集・共有 道路交通データの分析・利活用

・交通量及び旅行時間の常時観測データ
を効率的に取得する方法に関する研究
・取得したデータを交換、共有するための
各種データ基盤の整備に関する研究

＜担当研究室＞
データの収集・・・道路研・ITS研
データ基盤の整備・・・情報基盤研

・交通量及び旅行時間の常時観測データ
を分析し、多分野における施策の立案と
評価に利活用する方法に関する研究

＜担当研究室＞
交通円滑化・・・道路研
交通安全・・・道路空間高度化研
環境・・・道路環境研
道路交通管理・・・ITS研
経済動向・・・建設経済研究室

プロジェクト研究

○常時観測された大量の道路交通データを効率的に収集し、効果的に活用するためには、実務上
の課題やニーズを踏まえたデータの効率的な収集方法、加工方法の検討が必要不可欠。

○データ収集・共有を研究領域とする研究室と、データ分析・利活用を研究領域とする研究室が
連携してプロジェクト研究を実施。

連携

 
 

●研究の実施方法 

プロジェクト研究の枠組みの中で、道路施策毎の交通量及び旅行時間データの活用ニーズや

活用場面を踏まえて、データ構造及びデータの収集・共有方法を検討する。また、各分野にお

ける施策の立案や評価は、できるだけ共通の道路交通データ、すなわち共通の前提条件により

行うこととし、色々な道路計画の場面で施策の総合的な評価が可能となることを目指す。 
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年度計画と研究費配分 

実施年度 
総研究費 
約 400 
[百万円] 

区分 

（目標、サブテーマ、分野等） 
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 研究費配分

道路交通データの収集および共有に関する研究 

交通量調査の高度化に関する研究 
   

プローブ情報等の相互利用に関するシステ

ム検討 

   

通信の高度化に関する研究 
   

道路上の位置情報の共有・蓄積環境の構築

   

約 180 

[百万円] 

道路交通データの分析及び利活用に関する研究 

交通円滑化施策の新たな評価指標の算定方

法に関する研究 

   

ボトルネック単位の渋滞の発生状況の定量

化と原因の分析手法に関する研究 

   

都市間移動サービス向上のための道路改良

方策に関する研究 

   

旅行速度と交通事故の発生率の関係分析 

   

道路交通からの CO2 排出量の算定手法の高

度化に関する研究 

   

地域における経済社会の動向と道路交通指

標との関連分析 

   

プローブ情報の道路交通管理への適用性に

関する研究 

   

約 220 

[百万円] 

※総研究費及び研究費配分は現時点の予定であり、今後変わりうるものである。 

 

衛星画像・交通量関連分析

適用化検証・指針案修正

国際標準化検討 

国際標準化作業

共通位置参照指針案作成 

通信規格案作成

交通量算定手法適用化検証 

算定手法の広域適用 

情報基盤状況調査 

標準ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ策定 

データの比較検証 

システムの構築 

各サービスへの適用性検討

データ分析

指針案作成 
経済社会指標関連分析 

適用性把握

算定手法指針案作成 

データ比較分析・検証

データ分析

データ分析

ﾏﾆｭｱﾙ案作成 
事故データ・道路環境要因比較分析

性能照査検証

事例集、要綱案作成 

データ分析

データ分析

データ分析

交通円滑化対策マニュアル案作成 

交通円滑化対策マニュアル案作成 

渋滞対策事例収集及び分析

指標分析・検証
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【事前評価】 研究成果及び活用 様式C［事前］

期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考

交通量調査の高度化に関する研究

車両感知器による交通量常時観測データを用い、隣接する道
路区間の交通量を推定する方法のパラメータの効率的な設定
のため、人工衛星画像とプローブ旅行時間データを用いる方
法をとりまとめる。

常時観測データを活用した隣接区間の交通量推定の導入によ
り、広域的な日々の交通量データの効率的な収集が可能とな
る。

プローブ情報等の相互利用に関する
システム検討

官が保有するプローブ情報と民間業者が保有するプローブ情
報の相互利用を行うための標準インターフェイスを策定。こ
れにより旅行時間・速度データ等の量的充実が図られる。

量的に充実された高精度な旅行時間・速度データ等をセンサ
ス旅行速度調査等へ活用。また民間が実施するプローブ情報
を用いたサービスの向上にもつながる。

通信の高度化に関する研究
道路交通データの利用環境の高度化の為に必要な、統合され
たデータモデルを作成する。またこのデータモデルを用いた
通信規格案を作成し、国際標準化する。

研究成果の通信規格案を用いる事によりデータ収集・利用環
境を高度化するための整備を効率的かつ迅速に行う事が可能
となる。

道路上の位置情報の共有・蓄積環境
の構築

異なる地図間で道路交通データを共有・蓄積するために必要
な「道路の共通位置参照方式標準(仮称)」、「道路交通データ
流通仕様(仮称)」を作成し、国際標準化する。

研究成果の標準及び仕様を用いることにより、異なる地図間
でも道路交通データが共有・蓄積することが可能となる。

交通円滑化施策の新たな評価指標の
算定方法に関する研究

時間信頼性指標等、交通円滑化施策の評価に有効な新たな指
標の調査方法及び推定方法をとりまとめる。

道路のサービス水準の現状把握、交通円滑化政策の評価及び
道路の事業評価等に活用する。

ボトルネック単位の渋滞の発生状況
の定量化と原因の分析手法に関する
研究

ボトルネック単位で各方向別の渋滞の発生状況やその時間・
季節変動等を効率的に定量化し、分かりやすく表現すること
により、渋滞の発生原因の分析や対策の立案を支援する方法
をとりまとめる。

ボトルネック単位での渋滞量の比較による対策の優先順位の
検討や、渋滞の特性に応じた対策案の立案に活用する。

都市間移動サービス向上のための道
路改良方策に関する研究

主として都市間の往復２車線道路の改良により、高速性、定
時性、安全性を向上させるための対策メニューを具体化する
とともに、対策効果の算定手法をとりまとめる。

主として都市間の往復２車線道路の改良の際に、技術資料と
して活用する。

旅行速度と交通事故の発生率の関係
分析

道路環境要因及び交通量、旅行速度と交通事故との関係性分
析を行い、交通安全事業の重点化効率化に資する。

交通安全事業の重点化効率化のための参考資料として活用

道路交通からのCO2排出量の算定
手法の高度化に関する研究

道路交通からのCO2排出量を、時間別交通量・旅行速度デー
タを用いて、従来よりも高精度で算定することができるよう
になる。

道路交通データを用いたCO2排出量のモニタリング手法とし
て活用

地域における経済社会の動向と道路
交通指標との関連分析

全国の幹線道路ネットワークの利用状況（例えば総走行台キ
ロ）と地域毎の社会経済動向の関連を示すことにより、道路
交通指標をみることによる経済の状況把握等を行うことがで
きる。

より詳細な社会経済の動向を表す指標として、総走行台キロ
や総乗車時間等を公表・活用

プローブ情報の道路交通管理への適
用性に関する研究

官が保有するプローブ情報の実運用における課題及びその対
応策が明らかとなる。

官が保有するプローブ情報の実運用における課題を解決する
ことにより、運用の効率化・高度化に資する。

道路交通
データの分
析及び利活
用に関する
研究

研究課題名：道路交通の常時観測データの収集、分析及び利活用の高度化に関する研究（プロジェクト研究）

道路交通
データの収
集および共
有に関する
研究

研究の成果目標

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。

－
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－



研究概要書：沿岸域の統合的管理による港湾環境の保全・再生に関する研究 

 

研 究 代 表 者 名：沿岸海洋研究部 海洋環境研究室長 古川恵太 
技 術 政 策 課 題：良好な港湾環境の形成 
関 係 研 究 部：沿岸海洋研究部、河川研究部、環境研究部、下水道研究部 
研 究 期 間：平成２３度 ～ 平成２６年度 
総 研 究 費 （ 予 定 ）：約９０百万円 
 

 

 

１．研究の概要 

 多くの連携を必要とする「海の再生プロジェクト」の再生行動計画が進捗しておらず、次期行動計画

の策定が危ぶまれている状況である。その原因の一つとして、多様な利用・利害が錯綜する海辺の保全・

再生における再生目標の共有化ができていないことが考えられる。こうした問題は、沿岸域において特

に顕著であり、国内外（海洋基本計画、ＰＥＭＳＥＡ等）において、統合的な沿岸域管理推進の方向性

が打ち出されている。 

そこで、統合的沿岸域管理型のシステムを準用し、「海の再生プロジェクト」を支援する技術開発が

問題解決のブレークスルーになり得ると考え、研究課題の新規提案に至った。 

 

 具体の研究項目としては、以下のサブテーマを設定し、実施する予定である。 

・沿岸環境の理解・環境情報の共有促進を図るマップ、情報ツールの作成 

・海の環境の特性を反映した、問題解決プロセスの標準手法の構築 

・統合沿岸域管理の事業を評価する包括的な評価手法の構築 

 

２．研究の目的 
平成 24 年には海の再生プロジェクト（東京湾再生のための行動計画:H15．3～等）が、最終年度を迎

え始める。その総括としての評価・次期再生行動計画の立案に向けて、さらなる市民・関係者との連携・

協働体制を整備していく必要がある。 

一方、21 世紀環境立国戦略（H19．6）では、「幅広い関係者間の連携・協働の必要性」が謳われてい

るが、沿岸域環境に関する各種情報（環境データ、評価、効果、モデル）を、関係者（行政、事業者、

NPO、市民等）に提供するコミュニケーションツールが欠落しているため、関係者の理解が進まず、幅

広い関係者間の連携・協働の広がりに限界がある状況である。 

こうした状況を鑑み、海の再生プロジェクトを始めとする沿岸域・港湾域における環境の保全・再生

の持続的な活動（維持管理等）をサポートする技術開発を行い、幅広い関係者による連携・協働の推進

を柱とする次期再生行動計画の企画・立案に資することを研究の目的とする。 

 

３．自己点検結果 
（必要性） 

 海の再生プロジェクトの第 1期計画の終了年次は、東京湾において平成 24 年度、大阪湾で平成 25

年度、伊勢三河湾・広島湾 が平成 28 年度となっている。現在、2期目の中間評価を受け、今期計画

の目標達成のための行動計画の推進と、次期計画の企画・立案を準備する段階に来ており、当該研究

を推進する必要性が高い。本研究で期待できる成果を得ることにより、海の再生プロジェクトの次期

計画の策定やより多くの関係者を包含した統合的沿岸域管理型の事業体系への展開等が望める。 

資料３－１２
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（効率性） 
●研究の実施体制 

海洋環境研究室を中心に、沿岸海洋研究部、河川研究部、環境研究部、下水道研究部等の関係研

究室との情報共有を随時図りながら、研究を実施する。 

なお、連携する外部研究機関として以下の期間を想定し、勉強会・情報交換等を通して、緩やか

な連携の下、問題意識・成果を共有していく。 

連携外部研究機関の案 

 ・中央水産研究所（水産） ・国立環境研究所（環境） 

 ・電力中央研究所（エネルギー） 

 ・東京湾漁業研究所、神奈川水産技術センター（自治体） 

 ・海洋政策研究財団（海洋政策） ・大学 ・民間研究機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究体制の概念図 

●研究の実施方法 

多様で錯綜する利害・目的を超えた連携を可能とするような「海の再生」への取り組みのブレ

ークスルーになり得る技術開発として、以下の具体的な項目について研究を実施する。 

・沿岸環境の理解・環境情報の共有促進を図るマップ、情報ツールの作成 

・海の環境の特性を反映した、問題解決プロセスの標準手法の構築 

・統合沿岸域管理の事業を評価する包括的な評価手法の構築 

こうした成果は、統合沿岸域管理にむけた港湾分野での取り組み方針の検討、具体の施策のメ

水産
環境

エネルギー

地域開発・政策

事業の広がり

場の広がり

海岸 （河川研究部）

河川
（環境研究部）

都市
（下水道研究部）

中央水産研究所

国立環境研究所

電力中央研究所

東京湾漁業研究所

神奈川水産
技術センター

本省・地方整備局
湾岸自治体環境会議
海洋政策研究財団

沿岸海洋研究部
海洋環境研究室

港湾空港技術研究所
大学・研究機関

－135－



ニュー作りに反映させることができる。 

 
 

年度計画と研究費配分(確定分のみ) 

実施年度 
総研究費 
約 90 

［百万円］

区分 

（目標、サブテーマ、分野等） 
Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 研究費配分

沿岸環境の理解・環境情報の共有促進を図る

マップ、情報ツールの作成に関する研究 

    
約 50 

［百万円］

海の環境の特性を反映した、問題解決プロセ

スの標準手法の構築に関する研究 

    
約 20 

［百万円］

統合沿岸域管理の事業を評価する包括的な評

価手法の構築に関する研究 

    

約 20 

［百万円］

 

（有効性） 
本研究の確立により、海の再生プロジェクトの次期計画の策定やより多くの関係者を包含した統合

沿岸域管理型の事業体系への展開等が望める。 

それにより、海域の環境に関係する横断的な組織・分野をまたがった対応策・適応策の検討、実施

に向けた行動計画の策定が可能となる。 

利用と保全のバランスを持った海域の Wise Use の推進、生物多様性の向上を通した生態系サービ

スの享受といった視点での自然再生事業の評価を得ることにより、地域経済の活性化につながる海の

自然再生のあり方についての取り組みが進展することが期待される。 
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【事前評価】 研究成果及び活用 様式C［事前］

期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考

モニタリングデータの可
視化技術の開発

データベースとして公開し、その利用者を獲得

ＮＰＯ、市民への参加的
モニタリング技術の開発

一斉調査・市民調査等への市民参加者数の増加

海の環境の
特性を反映
した、問題
解決プロセ
スの標準手
法の構築

計画・設計・施工時の検
討プロセス共有手法開
発・考え方を提示する

ガイドラインとしてとりまとめ、実務的に使えるかどうか、
事業者からのフィードバックを得る（ワークショップ・検討
会の実施）

個別事業の評価指標の構
築（行政→市民）

事業の評価への採用

再生活動等の効果を分か
り易い形で提示する手法
の開発（市民→行政）

ＮＰＯの活動の成果発表への採用

統合的沿岸
域管理の事
業を評価す
る包括的な
評価手法の
構築

沿岸環境の理解を助ける技術の開発、問題解決プロセスの標
準化、効果の評価手法の構築などを通して、海の再生への取
り組みを促進し、よりよい社会の構築への貢献

研究の成果目標

沿岸環境の
理解・環境
情報の共有
促進を図る
マップ、情
報ツールの
作成

研究課題名：沿岸域の統合的管理による港湾環境の保全・再生に関する研究

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。

－
1
3
7
－
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